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はじめに 
 

１．「生態系サービスの報道手法に関する研究とセミナー」 

 

森林・林業再生計画、里山イニシアティブ、農家への所得補償に続く漁師への所得補償制度の

検討など、生態系サービスの保全をベースに農林水産業を再興する政策が動き始めた。その背景

には生物多様性と風景の保全をベースに、一次産業から三次産業までの再興を目指す NGO を主体

とした市民活動がある。これはＴＰＰへの参加をめぐる不安の声が高まるなかで、里山・里海の

保全および持続可能な利用・管理に向けて可能性を探る重要な市民活動であると言える。第一次

産業の農業や漁業の安定的発展ためにその流域で植林し森を作る活動や、地域経済を担う第二次

産業や観光や交流をベースとした第三次産業の安定的発展のために水源地の保全・整備が欠かせ

ないことは、「海は森の恋人」などの活動に代表される市民活動に啓発されてきたものである。し

かし流域におけるステークホルダーを含む人々は、各地域を分断して捉え、バラバラに生態系に

アプローチしているのが現状である。流域における第一次産業から第三次産業までの連携は、川

上から川下までの繋がりのなかで流域環境を捉えなおし、生態系の維持・地域経済の発展・市民

の環境意識の向上という調和の取れた流域コモンズ構築の基盤となるだろう。 

ジャーナリズムは、流域における連携を促し、河川の上流から下流までをつなげる役割を発揮

することが急務である。 

「奥山から沿岸までの生態系のつながりの理解」を深め、市民に対して参加へと導くための“分

かりやすく、面白く、客観的”な報道する必要がある。ジャーナリズムを主軸に社会各セクター、

地域社会全体の理解・啓発のためには、 

①生態系サービスを自然科学と経済学で表現する研究者 

②自然と生業・産業との折り合いを探る職業人 

③それを報道・情報化するジャーナリストの現場を踏まえた実証事例研究 

に基づく三者の協力が欠かせない。 

しかし現状は、①生態系サービスを経済評価しうる研究者は少なく、②の職業人の発掘も十分

ではなく、③報道については、事件報道を主としてきたジャーナリストの認識不足、官庁・産業

別の縦割り・地域割の体制になっている。 

この 3点を改善するにはメディアの報道スタイル、ジャーナリストの知見の向上、体系的な判

断力の向上に基づく、生態系サービスへの国民的認識の向上と、提唱報道、擁護報道、キャンペ

ーン報道を併用させた報道手法が欠かせない。 

第一段階として、研究者、職業人の発掘が急務である。初年度はその点にも重点を置いた活動

となったが、早稲田環境塾とも連携を取りながら、JFEJ としては、縦割り・地域割りの体制にな
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っている報道を生態系単位のものへと切り替えさせる手法を構築するために、3 年間をかけてこ

の研究とセミナーを実施するものであり、今回はその 1年目、第 1段としての中間報告的なもの

となる。 

 

具体的な日本の里地里山を舞台にして、流域連携を報道の受け手にとって分かりやすく・面白

く・客観的に伝えることが、今後ますます重要であり、読者を具体的な行動に繋げる重要なファ

クターである。小・中規模の流域での環境保全活動を評価し、川上から川下までを繋げる環境保

全活動への認知度を上げ、広く国民に知らせるためには、報道・メディアによる協力体制を確立

したい。鷲谷いづみ東大教授、中静透東北大教授らを招いての公開研究会、北海道標茶町西別川

でのシマフクロウ棲息河畔林の復活が 1～2 次産業にもたらしたものを取材し、着実な成果を挙

げた。 

 

この報告書は、3 年間の研究の初年度における中間報告的なものと捉えている。 

流域連携の成功事例として複数メディアで取材を行った標茶では、標茶町、虹別コロカムイの

会、北海道新聞の協力なくしては円滑な視察取材ができなかったであろう。この場を借りて、深

謝したい。 

2 月に行った報告会では、首都圏の水源である利根川流域を広くカバーする上毛新聞の協力を

いただいた。上毛新聞とは、24 年度に予定している利根川流域をフィールドとした視察調査の段

階でも、現地で共同シンポジウムを開催するなどの協力関係を継続する。 

 

 

２．日本環境ジャーナリストの会 

 リオデジャネイロで地球サミット「国連環境開発会議」が開かれた前年の 1991 年に、新聞社や

出版社、放送局などの記者ら約 100 人が参加して設立された。 

 相互に研鑚を深めることと海外の環境ジャーナリストとの連携を目的にした。 

 初代会長は辰濃和男（朝日新聞「天声人語」子）。原剛（毎日新聞論説委員）、岡嶋成行（讀賣

新聞解説部デスク）、水野憲一（NHK チーフプロデューサー）らが会長を勤めた（肩書きは当時）。

現会長は高田功（集英社インターナショナル）。会員数は約 100 名。事務局は財団法人地球・人間

環境フォーラム（会長、岡崎洋）に付設されている。 

 

2 JFEJの許可なく転載することを禁止します



 

第１部 公開研究会 

 
 
１－１ 中静透氏（東北大学大学院生命科学研究科教授） 

生態系サービスの評価と課題 
～被災地の生態系サービス復興の視点から～ 

 
 
司会 皆さん、こんばんは。JFEJ では本年度、地球環境基金から助成を受け、「生態系サ

ービスの報道手法に関する研究とセミナー」という事業を行います。その第 1 段階として、生

態系サービスの定着に欠かせない環境経済学者（自然の経済的価値を金銭的に評価し、政

策のベースとなる資料として提示できる研究者）をアクターとして組織するための研究・

勉強会として開催することになり、今日はその第 1 回目の研究者として、生物多様性と報

道手法の研究をされている、東北大学の中静先生に来ていただきました。 
先生はもともとは森林ご専門なのですが、生物多様性ということでいろいろなところで

ご活躍されていますのでご存知の方も多いかと思います。今日は、幅広い分野のお話しが

聞けると思います。生態系サービスの話も詳しいですし、そこから始まってくる経済価値

のことも研究されています。 
 
中静透 こんばんは。中静です。今ご紹介があったように、もともとは植物といいますか、

森林生態学ということでやっていまして、ボルネオ島の熱帯林とか、日本のブナ林とか、

そういう研究をずっとしていました。2001 年に総合地球環境学研究所が京都にできて、そ

こで 5 年間研究プロジェクトをやっていました。この地球研というのは普通の研究所と少

し違っていて、地球環境問題の研究所なのだけれども、地球環境問題は自然科学だけでは

解決できないので、社会科学とか、人文科学の人たちと一緒にプロジェクトを組みなさい、

ということになっています。そこで私がやったのが生物多様性のプロジェクトだったので

す。 
2001 年から 2006 年くらいまでやっていたのですが、そのプロジェクトの中で、経済学

の人と一緒にやったり、社会学の方と一緒にやったりし、その中で、今日のお話に出てき

ます「生態系サービス」ということが一体どういうものなのかということをいろいろやり

ました。プロジェクトの中では、生物多様性というのを普通の人にもわかるように、特に

大学の教養の授業に使えるようにスライド集を作るというようなこともしたのですが、そ

ういうことをいろいろやりながら生態系サービスと生物多様性の問題を考えてきました。 
そして東北大に移り、引き続き分野融合的な研究をやっていこうと考えていたのですが、

ちょうどその時に文部科学省がグローバル COE という大学院の教育制度を始めました。

その中の複合領域で、私たちの生態適応の教育研究で予算をいただくことができました。

それで竹本徳子さんに来ていただいて、企業の方とか自治体の方とか、いろいろな分野の

人と一緒になって、生物多様性の問題や生態系の管理の問題を考えていこうということを
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やらせていただいています。 
今日の話は「生態系サービスの評価と課題」というタイトルで、サブタイトルが「震災

地の生態系サービス復興の視点から」ということです。前半は生態系サービスの評価と、

その問題点のことを話させていただきまして、最後に震災復興と生態系サービスの話に持

っていきたいと考えています。本当は生態系サービスというよりは、むしろ生物多様性と

震災復興という話をしたいのです。昨年の COP10 で生物多様性をあれだけ盛り上がって

おきながら、震災があった 3 月 11 日以降、生物多様性の話題がすっ飛んでしまったとい

うふうに感じておられる方や、何かできることはないかと考えていらっしゃる方がたくさ

んいます。その中で、生物多様性の問題と震災復興という問題をどういうふうに考えてい

けばいいのかということを、私なりにも感じたり、考えたり、考えさせていただいたりし

たものですから、そういう話も少しさせていただきたいと思っています。 
 

この図は皆さんもおそらくご存知だと思いますが、ミレニアム生態系アセスメント（ミ

レニアム・エコシステム・アセスメント）という、いわゆる MA とか、MEA と略してい

る も の で す が 、 そ の 中 で 生 態 系 サ ー ビ ス と い う も の を 四 つ に 分 類 し た 図 で す

（http://www.millenniumassessment.org/en/about.slideshow.aspx に加筆）。 
色は考えないで見ていただくと、

支持基盤サービス（サポーティン

グサービス）はほとんど生態系が

本来持っている、生態系機能と言

い換えてもいいくらいのものなの

ですが、土壌形成や一次生産、栄

養塩の循環とかということを、人

間への利益直接の関係が薄いサー

ビスです。 
主に人間に役立ってくるのは、

上にある 3 つのサービスで、一つ

は供給サービスです。まず、モノ

を供給してくれるサービス。食糧

とか水とか、燃料、繊維、あるい

は化学物質とか遺伝物質、遺伝資

源といったようなものです。 
2 つ目は調節サービス。これはモノではないのですが、例えば森林があると気候が穏や

かになるとか、それからいろいろな生物がたくさんいると病気をコントロールしてくれる

とか、あるいは森林があると洪水を防ぐとか、川の中に物を流しても流れているうちに綺

麗になっていくというようなことが、この調節サービスです。 
最後が文化的なサービスで、精神性、信仰のようなものを含みます。また、リクリエー

ションや美的利益、石田秀輝先生（東北大学）のように新しい素材を生物から考えていく

という発想、バイオミミクリーのようなサービスです。そして教育とか、共同体の、この

ようなお祭りなどもそうですし、伝統芸能にも、生物多様性や生態系に根ざしたものがは
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たくさんあります。あるいは象徴性のようなものが文化的サービスです。 
しかし、実はこのような生態系サービスについて、全部が全部、同じように生物多様性

が非常に重要かというと、必ずしもそうではありません。例えば、食糧をたくさんつくろ

うと思うとき、普通われわれは何をやっているかというと、お米を大量に大面積で、しか

もコシヒカリのような売れる品種だけを大量につくっています。そのほうが食糧としての

供給サービスは高くなるわけです。他のものをつくらないほうがいい。木材もそうです。

スギのように値段も高くて経済性の高いものを一面に植えたほうが、供給サービスとして

は高いものになる。つまり、そこには生物多様性があまり必要ない可能性があるわけです。

調節サービスなどでも、気候の制御と言っても、原生林のような森林は確かに気候を制御

するような能力を持っています。蒸散量とか、生産量速度とかがこうしたサービスをコン

トロールしているわけです。アマゾンのような熱帯林が高い能力を持っているということ

はもちろんあるのでしょうけれども、必ずしも原生林でなければいけないかというとそう

ではなく、大きなスギの人工林でも、それは同じように高い機能を発揮してくれるので、

必ずしも生物多様性がなければいけないかというと、そうではないわけです。 
このように考えると、この図の中で赤く書いているサービスが、生物多様性がおそらく

重要になってくるサービスといえます。例えば化学物質。われわれは、多様な化学物質を

必要としています。遺伝資源も一つのものではなく、多様なものが必要です。そして例え

ば、病気の制御とか、害虫の制御などもそうですが、あとは花粉を運ぶなどというのは、

こういうものは一つの生物に対してのものではなく、いろいろな病気に対してとか、いろ

いろな植物の花粉を運ぶとか、そういうものが必要になるので、かなり高い生物多様性が

必要になってくるのです。 
文化的なサービスというのは、その地域独特であったり、ある文化的、歴史的な背景を

ベースにして大事だと言われたりするものが多いです。例えばトキなどは日本と中国は大

事だと思っているかもしれませんが、他の国に行ったらそんなに大事なことではないかも

しれない。日本の文化や歴史を前提にして、われわれが大切だと思っていることが結構あ

るわけです。この町にとってはカタクリがシンボルだけれども、他の町に行ったら他の植

物がシンボルだったりするわけです。こういう文化的なサービスには生物多様性の重要性

が高いです。 
MA（ミレニアム生態系アセスメント）では、こういうふうに色分けをしているわけで

はなく、全部生態系の恵みとして、生態系サービスとして一律にやっています。私は数年

前から自分の考えで、生物多様性の重要性の違いを色分けしていたのですが、実はアンデ

ィ・ドブソンというアメリカの生態学者も同じように考えています。例えば、この図では、

先ほどの供給サービス、調節サービス、文化サービスであったり、基盤サービスという分

類の中で、生物多様性がどれだけ重要か、段階的に示しています。 
 

この論文は 2006 年くらいに出版されたものですが、どういう基準で言っているかとい

うと、ある生態系から一種類だけ生物がいなくなった時に、それが生態系サービスにどれ

くらい影響を及ぼすかということです。一種の重みと言いますか、生物多様性の重みを評

価した表ですが、A と書いてあるのはそんなに重要ではなく、E とか D と書いてあるもの

が重要だということを意味しています。 
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それで見ていくと、例えば森林（赤線の囲み）の中での供給サービスに鑑賞植物が入れ

られています。いろんな花を見たりとか、きれいな樹木を見たりとか、そういうものは非

常に多様性が重要だけれども、例えば水、木材、薪などの供給に関しては、多様性はそん

なには重要ではない。先ほど私が言ったことと同じようなことを、彼も言っています。調

節サービスの中でも無毒化とか、生物制御、あるいは病気の制御とかというものは生物多

様性は結構大事なのですが、空気を浄化したりとか、気候を調節したりということに関し

ては、必ずしも生物多様性は重要ではないということになります。 

文化的サービスは一様に D という評価で、だいたい重要だということで、１つ前のスラ

イドで私がお話ししたことと同じような評価になっています。 
まとめると、生物多様性が生態系サービス全てにとって同じように重要かと言うと、そ

うではなく、場合によっては生物多様性とコンフリクトを起こすような生態系サービスも

ある。つまり、木材をたくさん効率良く欲しいと思ったら、生物多様性を犠牲にしている

可能性があるというということを考えるべきです。生態系は、人間に何らかの利益をもた

らしているけれども、その利益を供給サービスとして得るか、あるいは生物多様性の持っ

ている他のサービスとして得るかという、トレードオフがあるということを考えなくては

いけません。 
そういうことを考えていくと、森林のタイプごとにわれわれが期待している生態系サー

ビスも違っているということもわかります。 
原生林は全ての生態系サービスをわれわれに与えてくれると考えてしまう人たちが結

構いるのですが、実はそうではなく、原生林が与えてくれる生態系サービスと、二次林が
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与えてくれる生態系サービス、人工林が与えてくれる生態系サービス、都市林が与えてく

れるサービスは、それぞれ違っています。 
この表は、今年が国際

森林年だというので、「林

業技術」という雑誌に頼

まれて書いた時に整理し

たものです。例えば、原

生林の供給サービスとい

うと、山菜やきのこ、水

源涵養などはあるのです

が、木材などは原生林か

ら切ってくるわけにいか

ないので、当然そういう

サービスは期待できない

わけです。化学物質や遺

伝資源のようなものは期

待できます。 
しかし、人工林というのは化学物質や遺伝資源（土壌から多少出てくる可能性がありま

すが）よりも、むしろ木材とか水源涵養を期待できるわけです。二次林だとそれが薪・炭

になる。あるいはパルプになる。そういうサービスをわれわれは期待している。 
そういうことを考えていくと、例えば調節サービスというのは、例えば花粉を運んだり

とか病害虫を制御したりというサービスは、人工林にはそんなに期待できない。人工的に

つくった林というのは一種類だけが大面積に広がっている林が多いので、むしろ病害虫が

発生しやすく、病気のリスクをどんどん高めていると言えるのです。それに対して、二次

林や原生林のように、ある程度樹木の多様性の高い森林では、病気と植物が何万年も何十

万年も付き合ってきた歴史をもっていますから、おのずからそういうところはうまくやっ

ているわけです。病害虫の制御とか、花粉を運んでくれる共生システムというのは、より

自然に近い森林のほうがよく保たれているわけです。 
文化的サービスの中でも、原生林だと信仰の対象になったりします。大きい森があると

神様が住んでいると思うわけですが、人工林や都市の林ではそういうことはあまりありま

せん。社寺林のようなものが残っていれば、ちょっと違います。教育とか観光というもの

はいろんな森林で可能ですが、原生林では自然教育やエコツーリズムなのに対して、人工

林では林業教育だったり、グリーンツーリズムだったりという形になります。このように、

森林のタイプごとにわれわれが期待している生態系サービスは違う、ということを考える

べきなのです。 
 

先ほど言いましたように、それぞれの生態系サービスがトレードオフを起こす可能性も

ありますし、一つの生態系サービスがシナジー効果といいますか、ひとつの生態系サービ

スが優れている場合は、別の生態系サービスも優れているというふうに、相関を持ってい

るケースもあります。 
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例えば、食糧、燃料とか、繊維などを供給するサービスをたくさん得ようとすると、や

はり生物多様性を失うことになるので、化学物質や遺伝資源の供給が少なくなったり、単

純な生態系になるので病気のコントロールができなくなったり、無毒化できなくなったり、

リクリエーションサービスのように生物多様性に関係するサービスは、トレードオフの関

係にあります。 
逆にこの青い印で示した関係

は、生物多様性が関わっている

ものが多いのですが、化学物質

や遺伝資源などと、文化的サー

ビスみたいなものが共存しやす

い。あるいは、白いシンボルは、

例えば洪水制御のように、生物

多様性が高かろうが高くなかろ

うが、林が大きければ洪水の制

御はできるわけです。生物多様

性の高い林、つまり原生林でも

その効果は大きいのだけれども、

発達した森林であれば人工林で

もそういう効果がある。ニュートラルというか、ケースバイケースで考えざるを得ない。 
普通の人たちはなんとなく原生林があると、こういう生態系サービスが全部満たされる

ような感じがしてしまうし、それが生物多様性と強く結びついているような感じを持って

しまいますが、細かく考えていくとそうではないのです。 
まとめると、①生態系サービスによって生物多様性の重要性が異なります。そして、②

われわれが期待しているような生態系サービスというのは、それぞれ森林のタイプ、湖の

タイプ、湿原のタイプによって違うということです。そして、③生態系サービス間にもト

レードオフとシナジーがあって、ある生態系サービスを追求しようとすると、別な生態系

サービスはむしろ失われてしまうかもしれないという関係があるのだということを指摘し

ておきたいと思います。 
 

このような生態系サービス

を評価するわけですが、ミレ

ニアム生態系アセスメントが

2001 年から 2005 年に世界中

のいろいろな生態系で行われ

て、それが 2005 年に報告書

としてまとめられました。ミ

レニアム生態系アセスメント

がやった評価は、非常におお

ざっぱな評価ですが、最近数

十年間でこういう生態系サー
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ビスが良くなっているか、悪くなっているかということを評価したわけです。 
この表の矢印で、それぞれの生態系サービスが良くなっていれば上向きの矢印、悪くな

っていれば下向きの矢印だというわけです。そうやって見ると、ほとんどの生態系サービ

スというのは、下向きになっていて、上向きになっているのは農作物、畜産物、養殖水産

物です。つまり、われわれの食糧に絡む問題とか、商業ベースで取引できるような、ある

いは経済システムに乗っかるような、特に供給サービスは良くなっていますが、その他の

生態系が持っているような生態系サービスのほとんどはこの数十年間で悪化しているとい

うことがわかります。 
ミレニアム生態系アセスメントは、こうした現状の評価と、シナリオベースの分析をし

たということで高く評価されたので、いろいろな国で同じようなことをやってみたいとい

うことになったわけです。日本では、昨年の COP10 に合わせて、環境省が「里山イニシ

アティブ」を打ち出しました。その一環として里山の生態系に対してミレニアム生態系ア

セスメントの手法と同じ手法を当てはめて、日本の里山生態系が生態系サービスという点

から見た時に、最近数十年間でどういうふうに変化してきたかということを評価したわけ

です。 
これがその結果で、例えばこれは

日本の里山、里海生態系での、食糧

供給を見ると、お米の供給などは落

ちている。世界的に見れば、食料供

給サービスは上がっているのに、日

本で米の供給サービスが落ちている

のはなぜかというと、こういう生態

系サービスを外国から輸入している

からです。日本の生態系では落ちて

いても世界中は上がっているという

ことになっているのです。そういう

地域差は、繊維の供給サービスなど

でも同じです。 
その他に大気浄化とか、調節サー

ビスについてはあまり変化していな

い。里山の雑木林は、昔はエネルギ

ーの供給のために、15 年に 1 回とか 20 年に 1 回伐採されていて、林が大きくない状態で

保たれていたのですが、最近の数十年間で、林が放っておかれるようになりました。むし

ろ、林は大きくなっているケースが多いのです。そうなると、例えば大気浄化とか、気候

調節や洪水調節などは機能としてはアップしている可能性が高いです。一応＋／－という

評価になっていますが、おそらくはプラス側に動いているのではないかと私は思っていま

す。 
文化的なサービスに関して言うと、われわれが里山との付き合い方をどんどんやめてき

たので、例えばお祭りなども下火になっていったり、昔の美しい田んぼの風景がなくなっ

ていったりして、サービスは低下している。一方で、例えばグリーンツーリズムなどは、
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多少アップしているという評価ができるわけです。 
これは皆さんも、こうした傾向を「感じ」として持っておられるでしょうけども、そん

なに定量的にやっているわけではありません。「だいたい、こうだよね」という、ある程度

のコンセンサスが得ながら、矢印の向きを決めているという、その程度のものです。 
 

そういう動きを受けながら、COP10 で採択された愛知目標では、生態系サービスに対し

ての考え方が、どんどん重要性を増しています。 
例えば、戦略目標 A という間接要因についての指標。人口が増えたり、経済が変化した

りという、大きな社会背景が間接要因なのですが、ひとつの目標として、政府や会社にお

いて、生物多様性を主流化することによって、生物多様性の損失の根本原因に対処すると

いう目標があります。その中で、例えば遅くても 2020 年までに生物多様性の価値が国と

地方の開発、貧困解消のための戦略及び計画プロセスに統合され、必要な場合には国家勘

定、または報告制度に組み込まれている、という目標があります。つまり、生態系サービ

スを、例えば GDP のような経済指標に換算しましょうというようなことを言っているわ

けです。今まではミレニアム生態系アセスメントのように、良くなったか悪くなったかと

いうようなおおざっぱな評価をしてきましたが、そうではなく、もっと GDP にどれくら

いそれが効いているのかというようなことまでやってほしいということを言っているわけ

です。実際に、日本とブラジルと中国とインドが、GDP に生態系サービスの勘定を入れる

という作業を始めています。 
また、戦略目標 D というのは、生物多様性の影響に関する目標なのですが、これは全体

として生物多様性および生態系サービスから得られる全ての人のための恩恵を強化すると

いう目標になっています。生態系サービスを全面に出していかなければ、なかなか生物多

様性自身の保全をしたりとか、持続的に利用したりというドライビングフォースがかから

ない。要するに、持続的利用や保全のメカニズムが上手く機能しないということが、だい

ぶ明確に言われるようになってきたということです。その定量評価を前提として、いわゆ

る革新的資金メカニズム、例えば認証制度とか、REDD＋とか、生物多様性オフセットの

ような、経済メカニズムを導入して、生物多様性や生態系サービスを持続的に利用する、

ということが期待されています。 
認証制度は皆さんご存知だと思いますが、

現在では、持続的な森林に関する認証制度と

か、持続的な海産物に対する認証制度が出て

きています。消費者がそういう持続的な認証

制度を受けたもの、ラベリングしたものを選

ぶことができるようになっています。 
REDD＋もあります。REDD というのは、

森林の二酸化炭素吸収に関係したものです。

実は、世界中で植林をすることによって吸収

されている二酸化炭素よりも、もとからあっ

た森林が切られて出ていく二酸化炭素のほうが多いものだから、植林をすることを一生懸

命奨励することも大事だが、森林を切らないことを奨励しましょうというのが REDD です。
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その REDD に対して＋（プラス）というのが REDD+です。森林を切らないことで、同時

に二酸化炭素吸収以外の利益がある、その利益も含めてクレジットに換算しましょう、と

いうことです。そのプラスに何を含むかということに関しては、いろいろ議論があるので

すが、生物多様性条約の立場としては、このプラスの中に生物多様性を含む、というスタ

ンスでやっています。一方、気候変動枠組条約のほうは、まだ生物多様性までは十分に考

えていないところもあります。おそらく、流域保全や土壌保全というような生態系サービ

スはプラスの中に入れて考えています。こういう仕組みを考えて、特に途上国側が森林を

切らないことのインセンティブを高めていくことを考えるというわけです。 
そして、生物多様性オフセット。そういうものを経済のメカニズムの中に発達させてい

くということが、これからかなり大きな流れになっていくはずです。 
 

そのためにも生態系サービスの経済評価、あるいは定量的評価がどうしても必要になり

ます。そういう評価をプロモートしてきたのが TEEB です。皆さんご存知だと思いますが、

The Economics of Ecosystems & Biodiversity という、生態系サービスを経済評価しよう

という動きです。これは COP9 の時にドイツで中間報告が出て、今回の COP10 で最終報

告が出て、いろいろなサービスの経済評価がなされたわけです。目的は先ほど言ったこと

と重なりますが、生態系サービスの価値を認識させるということです。 
こういう話をすると、われわれがよく付き合っている生物が大好きな人たち、いわゆる

生態学者とか、生物学者の人たちの中には、「生き物はお金になんか換算できないんだ」と

いうことを言うひとがます。でも、一方では、世の中にはお金に換算したりとか、定量化

しない限り、いろいろなことを動かしていくことができないという人たちがたくさんいる

ことも確かです。そういう人達にとって生態系サービスの価値を認識するということは非

常に大事だと思います。生態系サービスの価値を示して意思決定に生かす。企業などはま

さにこういうことができなければ、生物多様性を保全したり持続的に利用したりする活動

を、企業活動に組み込めないわけです。 
意思決定に経済メカニズムを導入するということが TEEB の大きな目標になるのです

が、実際に世界中のいろいろな生態系サービスを評価していくと、例えば森林を保護した

ことによって、地球全体で温室効果ガスの排出防止が年間 3.7 兆米ドルに相当する。世界

の漁業資源は毎年 500 億米ドル減少している。自然食品などの売り上げが毎年 50 億米ド

ル増加していて、

2007 年には 460 億

米ドルに達したとか、

エコツーリズムや、

ミツバチが花粉を運

んでくれるサービス

というのはどんな金

額になるのか、木を

植えるとこのくらい

の生態系サービスの

値段になるのだ、と
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いうことを TEEB で明らかになりました。 
TEEB 自身が計算したわけではなく、いろいろな文献でそれを拾ってきているわけです。

地域ごとにも、カメルーンの森林供給サービスや気候調節サービスというように、生態系

サービスをお金に換算した例を徹底的に拾いだして、それをレポートにしてまとめたわけ

です。 
そして、すべての人達が等しく生態系サービスに頼っているわけではなく、実は貧しい

人達ほど生態系サービスに依存しているということも指摘しています。例えば、インドネ

シアとか、インドとか、ブラジルで生態系サービスを計算してみると、国全体の GDP に

占める生態系サービスの割合はあまり大きくありません。しかし、貧しい人たちの GDP
の中で占める生態系サービスの割合は 75％だったり、47％だったり、ブラジルの場合は

89％だったりということになります。要するに生態系を壊していく、劣化させていくこと

で失われた時に一番損をするのは貧しい人たちなのだということが、金額の上でもはっき

りと出てくるのです。 
日本の経済学者の一部には。「TEEB は 10 年遅れている」と言う人たちがいます。なぜ

10 年遅れていると言うのか。日本学術会議が 2001 年に「地球環境の人間生活に関わる農

業及び森林の多面的な機能の評価」についてレポートしているのです。例えば二酸化炭素

吸収や、化石燃料代替とか、表面侵食防止とか、これがいくらに相当するかを計算してい

るのです。三菱総研が基本的な推定をして、それを学術会議がまとめてレポートを出して

います。ですから TEEB が初めてということではなくて、日本でもこういう経済評価を

10 年前にやっているのです。 
この表は森林バージョ

ンですが、これは農業の多

面的機能に関しても推定さ

れています。ただ、ここで

推定されてない生態系サー

ビスがいくつかあります。

例えば、洪水防止、河川流

況安定とか、地下水、土壌

浸食、土砂防備、有機物の

廃棄処理、気候緩和、保健

休養などは推定されていま

す。保健休養などは生物多

様性に少し関係しますが、

本当に生物多様性が関係しているサービスはこれだけで、生物多様性が重要な役割を持っ

ている他の生態系サービスは、日本の学術会議報告書には含まれていません。つまり、そ

う当時で経済評価の可能だったサービスに限られているわけです。 
TEEB の報告書で、私が優れていると思うのは、本当に金銭的に評価できたサービスは、

生態系サービス一部分だけだということを明確に述べている点です。山に例えると、金銭

的に評価できるのは山のトップの部分だけでで、定量的にできる部分はもう少し広い。さ

らに、例えば文化的サービスなどは本当にそうなのかもしれませんが、定性的にしか評価
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できないサービスがさらに広い裾野の部分を占めている、ということを TEEB ははっきり

言っています。 
 

というわけで、実は金銭的に

評価したと言っても、一部分し

か評価していないということと、

中には定量的な評価にとどまっ

ていたり、定量的な評価が難し

いサービスもたくさんあるとい

うことです。生態系サービスや

生物多様性、生態系保全とか、

持続的利用のメカニズム、特に

経済的メカニズムの構築のため

にはどうしても定量的評価や経

済的評価が重要だとは言いなが

ら、実は経済評価が難しい生態系サービスがずいぶんあるということになるわけです。 
 

 
この表は、生態系サービスの

経済評価を、どういう方法でや

っているかをまとめたものです。

例えば供給サービスは、実際に

市場の中で動いているものが多

いですから、比較的簡単に市場

価格や、他の方法で代替物を作

った時の価格（製造の変更）や、

代替価格のようなもので評価で

きます。 
調節サービスは、その生態系

を保全することで回避される損

害のコストという方法があって、

森林の洪水防止サービスなどは、森林の代わりにダムをつくるコストで推定できるわけで

す。ほかには、生物多様性を保全するかどうかで違っている生産性から評価する方法や、

たとえば自然環境のよい住宅とそうでない住宅で価格を比較して環境の価値を推定する方

法（ヘドニック法）など、いろいろな方法な方法で推定されています。 
文化的サービスは、やはり仮想評価法（CVM）や、コンジェント法などの推定方法があ

ります。たとえば、「ここの森林がなくなるのですが、あなたがもし今 500 円払ってくれ

たらこの森林が守れますけど、払ってくれますか」というような質問をするわけです。そ

ういう支払い意思を推定していくというものです。これらの方法には、推定値の考え方が

微妙で、経済状況が変わったり、人間の価値観がちょっと変わったりすると、大きく金額
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が動いてしまうという性格のものですので、定量的に評価しているとは言いながらも、推

定方法によって、その意味や精度が違っているわけです。 
 

一方で、これまで経済評価が難しいと考えられていた生態系サービスも、推定できるよ

うになりつつあります。例えば、生物多様性が重要で、定量化や経済的な価値推定が難し

いと言われている生態系サービスを、なんとか工夫して、経済評価しようという研究もた

くさん出てきました。それをいくつかお話しします。 
例えば有名な例ですが、コーヒーの花粉を運ぶハチの働きを生態系サービスとして評価

する。送粉サービスは 2001 年の学術会議の中でも、評価の中には入っていません。2004
年の PINAS という雑誌、これは「ネイチャー」と「サイエンス」の次くらいに有名な雑

誌ですが、そういう雑誌に生態系サービスを評価したという論文が載るわけです。 
どうやったかというと、この白いところがコーヒ

ー園です。コーヒーの花粉はハチが運んでいるので

すが、そのハチは黒く塗った場所、つまりの中に巣

を持っていて、巣からだいたい半径 1km くらいのと

ころまでが行動圏です。そうすると、広大なコーヒ

ー園のなかでも、森林のすぐ近くにはハチがたくさ

ん来てくれるのですが、中心部にはなかなかハチが

来てくれないわけです。この違いが、コーヒーの結

実率に影響します。中心部は実のなりが悪いという

現象が起こるわけです。勝実率が悪いだけでなく、

花粉が少ないとコーヒーの実の形も悪くなって、商

品価値も下がるということが起こります。では、ど

れくらい森林を残せばいいのかということを、周り

の森林からの距離と、そこで実際に測った結実量や品質から計算します。そうすると、周

りにだいたい 20ha くらい森林があることが、このコーヒー園では年間 6 万 2,000 ドルの

収入に貢献している、というふうに計算できます。 
コーヒー園をどんどん広げていけば、コーヒーの総収量は増えそうな気がしますが、一

方で森林をなくしていってしまうと、花粉を運ぶ昆虫がいなくなってしまうわけです。こ

うした推定をすると、PINAS 誌の

ような有名な雑誌に論文が書ける

時代になってきたわけです。 
もう一つ、これはまだ TEEB で

も評価されていなくて、日本でも

もちろん評価されていない生態系

サービスです。昨年の Nature 誌

に発表された論文ですが、生物多

様性の消失が、実は病気の伝播を

促進するという論文です。マラリ

アとか、西ナイル熱なども、やは
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り生物多様性が失われた結果、伝播で促進されているのだと言うわけです。図で A は

host/vector abundance、要するに運び屋とか、病原体と運び屋の量が増えていくというこ

とが原因であるということ。そして B は host/vector/parasite behavior。その病原体を運

ぶ生物（ベクター）がいても、その病原体やベクターに寄生するものがいれば、病原体や

ベクターの個体数が増えないのですが、そのバランスが崩れていくことによっていろいろ

な病気が広がっていくということです。 
いろいろな病気についてすでにたくさんレポートが出ていて、それを調べてゆくと、例

えば世界中の人獣共通感染症も生物多様性の損失の結果だという見方ができる、とこの論

文は言っているわけです。例えば、世界中の人獣共通感染症の 18％が、人間による土地利

用変化によって増えている。あるいは農業の集約化、つまり単一作物の大面積栽培や農薬

の使用によって天敵がいなくなるというようなことによって、13％増えているとか、食品

産業の変化のようなことでさらに 13％増えているというような分析をしています。自然の

生態系では、いろいろな生物がたくさんいて、天敵なども豊富にいて、というシステムの

中で生物が進化してきたわけですが、人間が生産効率を高める。あるいは経済的効果を高

めるために、モノカルチャーと言いますが、一つの作物を大面積でつくるとか、一種類の

家畜、しかも肉のおいしい品種を大量に育てるとか、そういうことをやっていくのが農業

の集約化です。その一方で、天敵が失われたり、病気を制御する要素がなくなっていった

ために、病気が広がりやすくなっているということになるわけです。こういうものが

Nature 誌の論文として認められるという時代になっています。 
現代は、人間も集中して住んでいますし、家畜は集中しているだけでなく、遺伝的にも

均質な個体が何十万頭も一緒に住んでいますので、そこに一旦病気が入ると、ウィルスな

どはすぐに組み換えを起こして新しい病気がすぐに進化してしまうし、病原体の増えるス

ピードも速い。確かにわれわれはおいしいお肉を食べたい、安く食べたいと思ってそうい

うことをやっているわけで、実際に消費者としてもそれを買っているわけですが、一方で

は病気のリスクを限りなく高めていっているというのが実情です。 
そして、このような病気が蔓延すると、場合によっては大きなコストがかかります。こ

うしたコストについても、

推定した例があります。こ

れは 1991 年くらいから世

界規模で流行した病気につ

いて推定されています。例

えばイギリスで 2000 年前

後に流行った口蹄疫では、

だいたい 3 兆円くらい、防

御なり、あるいは対策なり

に使われたと推定されてい

ます。SARS（サーズ）の

時は 5 兆円とか、4 兆円と

かという金額が世界中で対

策に使われている。実は、
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この金額を、われわれが何らかのかたちでそのコストを社会的に負担しているわけですが、

その負担をしているということをわれわれはあまり認識していません。ですから、生物多

様性の損失によって失われたこのようなサービスのコストを、経済評価しようと思えばで

きるはずです。しかし、生物多様性の損失が原因だという認識を皆さんがあまり持ってい

ないので、なかなか難しい面もあります。こういう研究が Nature 誌にたくさん出てくれ

ば「そうだ」というふうに言えるようになるのかもしれません。 
最近、日本でも話題になっているナラ枯れもこうした問題として考えることができます。

ナラの木がどんどん枯れていくという病気ですが、これはカシノナガキクイムシというキ

クイムシがナラ菌という菌を運ぶのです。そしてキクイムシがナラの木を食い破るときに

菌が移り、菌が広がると樹木が水を吸い上げられなくなって、ナラの木が枯れるという病

気です。これは実はキクイムシもそうですし、菌のほうも昔から日本にいたと言われてい

る病気で、それがなぜ今頃になってこんなに広がっているのか、ということが問題です。 
昔はこういうナラ林は、ほとんどがエネルギー供給のために作られた林で、15 年とか、

30 年という周期で伐採されていて、大きな木にならなかったのですが、今は放っておかれ

てしまっているので、みんな直径 30cm、40cm、50cm という大きな木になっています。

そういう太い木を狙って、マスアタックというのですが、たくさんのキクイムシが集まっ

てきます。そこで増えた菌がその木を枯らし、また増えたキクイムシが病気を広げるわけ

です。自然の状態では、ナラだけが大面積で生えているようなところはほとんどなくて、

いろいろな木と混じりながら生えていたわけです。ナラは炭焼きに適していたので、その

必要性から人間がナラを増やして、それをある時点から放ったらかしにした。その放った

らかしにしたところからこういう病気が始まるというわけです。ですから、これは里山の

衰退がもたらした負の生態系サービスと呼べるわけです。 
こういう病気からナラの樹木を守りたいわけですが、なかなか守り切れない。すごく広

がってしまったし、お金がかかる一方、ナラの木の経済価値は低いので、守り切れないの

です。一方、どういうふうに病気が広がっていくかということを分析してみると、太い木

ほど病気にかかりやすかったり、周りに同じナラの木がたくさんあると病気にかかりやす

いとか、同じようなナラの林が広い面積で広がっていればいるほど病気にかかりやすい、

ということがわかってきます。 
つまり、人間のインフルエンザと同じなのです。流行ると学級閉鎖、ということになる

のですが、この場合も同じで、ナラもあまり大面積で植林をせず、他の樹木と適当に混ぜ

ておけば、病気の広がる速度はもっと抑えることができるかもしれません。 
 

というような例が、調節サービスのうち、特に経済評価がむずかしく、かつ生物多様性

のかかわりの大きいサービスに関しての、最近の動向です。これからおそらくこういうサ

ービスも定量的・経済的に評価できるようになっていくはずです。文化的サービスの定量

的・経済的な評価という話が最後まで残るのですが、これについても、その変化はある程

度定量的に評価できます。 
これは自然保護協会が昨年まとめた「身近な自然と共に生きる」というパンフレットで、

文化的サービスについて最近 50 年間くらいの変化をまとめたものですが、非常に良いパ

ンフレットだと思います。インターネットのサイトからもダウンロードできます。 
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何をやったかというと、50
年から 60 年くらい前と最近

で、身近な生き物とか、その

利用法に関するアンケートを

全国の NGO に送って、例え

ば「自然の中で子供が遊んだ

こと、あるいは親に言いつか

った仕事というのはどういう

ものがありましたか」という

質問を 50～60 年前に子供だ

ったおじいさん、おばあさん

たちと、今の子供たちにする

わけです。そうすると、昔は

生き物捕り、川遊び、農業手伝い、キャンプ、ベイゴマなど、植物や動物と関わったりす

るような遊びが 42 種類も例数があるのです。しかし、今の子供たちは本当にこういう遊

び方をしなくて、きっとテレビゲームなどしているのだと思うのですが、その遊びの数も

減っているし、外で遊ぶ回数も減っている。これも一種の定量化なので、いかに 50 年前、

60 年前と今の子供たちの生活、あるいは感じるものが違ってくるのだろうかということを

考える材料にはなると思います。しかし、このことが、どれくらいわれわれにとって、あ

るいは自分の子供たちにとって価値のあるものなのかというのはなかなか測りづらい。 
別の例では、地域に伝わる伝統的技術なども、調べられています。例えば遊び道具をつ

くったり、魚の捕り方、竹細工、わら細工。こういうものが昔は 25 種類で相当数の報告

例があるのですが、今も残っているものはチガヤのくぐり輪づくりやチマキづくりなどで

す。クラフトなど、わりとおしゃれな感じのものが新たにでていますが、全体として、種

類が非常に減っています。結局、地域に伝わる伝統的な技術がなくなっているわけですが、

こういうものがなくなると、地域の魅力がなくなるということにもつながると思います、

それをわれわれ自身がどれくらい大事だと思うかというところが、評価の問題としては最

後に残ります。結局、文化的

なサービスの価値とか、定量

的評価というのはなかなか難

しい。必ずしも経済評価まで

できないかもしれないけれど

も、だからといって、重要な

価値だと思う人はたくさんい

るに違いないと思います。 
あるいは、これは里山・里海

アセスメントの報告書に出て

いるグラフですが、説得力が

あるかもしれないと思います。

例えば横浜市、川崎市で身体
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的不健康度と自然度をグ

ラフにしています。地域

の自然度を横軸にとって、

そういう身体的・精神的

な不健康度、を縦軸にと

ると、自然の豊かなとこ

ろほど体も心も健康だ、

という結果が出てくるわ

けです。指標として何を

持ってくるかによって、いろいろな議論があると思いますが、これも一つの定量化の方向

です。指標を使えば、ある程度のコンセンサスを持って実際に測れるようになれば、定量

的な評価のできる生態系サービスはさらに広がってくると思います。 
 

いろいろな生態系サービスがあって、先ほど言いまし

たように、生物多様性に関係するものもあるし、関係が

あまりはっきりしないものもあるし、生物多様性サービ

スの中にはトレードオフやシナジーの関係にある場合も

あるということで、実際にどのようにこれらを管理した

らよいのか、ということになります。例えばこれは北米

の例ですが、この地域の土地利用計画を変えた場合に、

どういうふうに生態系サービスが変わってくるかという

ことを推定して、地図に表すことが可能なソフトもでき

ています。 
例えば、現在こういう開発計画

を持っている。その計画通りにや

ると、2050 年までに土地利用がこ

う変わります。そして、この計画

よりも保全に力を入れたシナリオ

で土地利用を進めるとこういうふ

うに変わりますし、開発を重視し

たシナリオによるとこういうふう

に変わりますということを示すこ

とができます。さらに、その場合

に推定できる生態系サービス、赤

いところが悪くなるところで、緑

のところが良くなるところ、とい

うように示されています。現計画

18 JFEJの許可なく転載することを禁止します



だとあまり良くならないけれども、保全シナリオだと水質保全や土壌保全、炭素吸収のよ

うなサービスが良くなる一方、商品生産サービスは低下する、というように、どの地域で

どのサービスが良くなるのか悪くなるのかということが示せるようになっています。 
このソフトには、一昨年ブループラネット賞をもらったグレッチェン・デイリーが関わ

っています。土地利用の情報とか、生態系サービスとそれを脅かす要因などの情報を入力

すると、GIS を使ってこういう地図を描いてくれるソフトウエアができつつあるのです。 
この、InVEST というソフトウエアは、フリーでダウンロードできるのですが、今度こ

のソフトウエアを使って、中国全土で生態系サービスの評価をやるらしいです。 
日本でもいくつか類似の研究があります。これは森林総研の人たちがやっている研究で、

ソバの送粉サービスに関する評価です。ソバというのは、花粉を運んでくれるハチをはじ

めとして、いろいろな虫が花粉を運んでくれることで、結実します。これは茨城県北部の、

谷の入口から奥まで、いろいろなところでソバが栽培されている地域です。周りに森林が

たくさんあるソバ畑もあれば、開けていて畑しかないようなソバ畑もあるのですが、いろ

いろな状況にあるソバ畑で、結実率を調べたものです。 
結果として、畑の周囲 3km 以内の森林面積が多いほど、周囲 100m 圏内の自然植生が

増えるほどソバの結実率が良くなるということがわかります。一面のソバ畑とか、田んぼ

の中のソバ畑みたいなところは、単位面積あたりの収量が落ちるということになります。

統計的にはきちんとした計算値として、例えば森林面積がどれくらいで、100m 以内に自

然植生がどれくらいだったら、ソバの結実率はこれくらい、プラスマイナスこれくらい、

ということが推定できるような計算ができます。 
こういう方法を発展させると、どういう土地利用の場所がソバの栽培に適しているか、

推定できる床になります。仙台市で大野ゆかり（東北大学）さんが、仙台市の植生図から

推定した送粉サービスの地図を書いています。これはマルハナバチという、カボチャ、ナ

ス、キュウリなどの花粉を運んでくれるハチなのですが、そういう虫がどこに一番多いか

というと、原生林のところも多くないが、海岸沿いの田んぼや都市域にも少なくて、やは

り里山の森林と畑が入り混じりあった景観を持っているところにたくさん生息していると

いうことがわかるわけです。 
こういう地図を、今度これから 5 年間くらいでこういう地図を、日本全国、あるいはア

ジア規模くらいでこういう地図をつくろうというプロジェクトをやることになっています。

環境省がスポンサーになっ

ていますが、こういうふう

に、少しずつ生態系サービ

スの定量化と地図化が進み

つつあります。 
というわけで、定量化は

確かに難しいのですが、供

給サービスのほとんどが間

違いなく定量化できますし、

病気の部分はまだ技術開発

が必要ですが、調節サービ
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スも大部分について、推定方法が発達してきています。 
文化サービスについては、エコツーリズムのようなサービスは比較的やりやすいですが、

それは一部に過ぎません。先にご紹介したような、さまざまな方法があるものの、その解

釈や精度は、他の推定以上に問題が多いです。 
そうは言いながらも、先ほどのように、どの生態系サービスがどこで劣化するのか。生

態系サービス・コンフリクトを起こしているのか、というようなことが地図化できるよう

になれば、土地利用とか、いろいろな計画がそれに応じてできるようになるわけです。昨

日まで、私は「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム

（IPBES）」で行う生態系アセスメントの大枠に関する議論を、国連大学で 3 日間やって

いたのですが、その中でも、生態系サービスをどうやって定量的に評価して、あるいは地

図化して、政策決定の中にどうやって生かしていくかということがメインテーマです。こ

の流れは非常に大きくなりつつあります。 
 

というわけで、ここまでが生態系サービスの評価に関する話題です。後半は話が少し変

わって、今回の震災の中で生物多様性とか、生態系サービスをどういうふうに考えていく

べきなのかという話をします。 
この写真は蒲生干潟といって、仙台市内でラムサール条約の指定がされているところで、

大変たくさんの鳥がこの干潟に飛んできます。これは 2009 年の写真ですのでもちろん津

波の前なのですが、干潟の周りにヨシ原が広がって、底には泥が堆積していろいろな底生

動物がいて、それを鳥が食べて、というようなことで、たいへん多様性の高い生態系を見

ることができる場所でした。 
それが今回の津波で、小さな砂丘の部分の土砂が全部流されてしまう一方、干潟の部分

に砂が堆積して、一旦乾いた土が出てしまいました。しかし、その後 1 ヵ月くらいして、

比較的昔に近い形に戻りつつあります。砂が動いてしまって地形も変化してしまったわけ

ですが、ある程度こういうところは昔から台風などで砂が流れたり、あるいは洪水で流れ

たりするところですので、自然に任せておくと少し戻る可能性はあるのでしょう。どのく

らいのスピードで戻るのかは

全然わからないので、ちょっ

と見ていくしかないという状

態なのですが、比較的早く戻

るかもしれないと予想されて

います。 
今回、地震の被害というよ

りも、やはり津波の被害が大

きかったわけですが、例えば

太平洋側の岩手県から宮城県

にかけてはリアス式海岸で入

り組んだ湾がたくさんあるの

ですが、そういうところには

小さな河川が流れ込んできて
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いて、河口周辺に小さな干潟とか、湿地、藻場がたくさんあります。こういうところが一

番被害を受けている場所です。 
干潟の生物に対する影響はどうかというと、これはうちの占部城太郎さんとか、鈴木孝

男さん、牧野渡さんたちが、今回の震災被害を受けた干潟を、調べたものです。震災前の

データもあったので、一緒に示しています。例えばこれは松川浦という福島県の河口にあ

る干潟ですが、赤いほうが震災前、青が震災後に捕まえられた動物の数を示しています。 
こうして見ると、震災前には 40 種類くらい動物が観察できたのですが、震災後はそれ

が 19 種類になってしまっています。すごく減ったと見る人もいますし、以外に減ってい

ないと見る人もいますが、このくらいの種類に減っています。量はかなり減っていますが、

たくさんいた種類というのも変わってしまっています。これがだいたいどのくらいの時間

で戻ってくるのかというのが、これからのわれわれが関心を持っているところです。三井

物産の環境基金から援助をもらうことが決まったので、これからモニタリングを続けるこ

とになります。 
 

有名な陸前高田の写真です。高田松原の松が 1 本だけ生き残ったわけですが、高田松原

は、震災前に人間が数十年かかって延々と造成した松林で、その内側に干潟があるという

場所なのですが、これが震災、津波を受けてまったくなくなってしまいました。津波の引

き波によって、松林だったところの砂を流し去ってしまい、大きな水路になってしまって

います。それくらい地形も変わってしまうわけです。 
 

あるいは、これは仙台市の近くの荒浜というところの海岸です。海の近くに海岸の防潮
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林が幅で 500m くらいありました。これが震災を受けて、ほとんど最内陸部までやられて

しまうのです。スマトラ島の津波の時には、マングローブがあったお陰で津波の勢いがそ

がれたとよく言われていましたが、確かにこの辺を見ると、最後の 500m のうちの僅かな

部分まで被害が達しているところが多いです。場所によっては、松林があったことによっ

て津波の被害を受けなかったところもあります。しかし、今回は、松林が本来持っている、

津波を防ぐ効果をはるかに超えるほど、強い津波だったと思います。このような松林が津

波の役に立たなかったかというと、そうではなく、もう少し津波が弱ければ確実に役に立

ったのだと思いますが、今回の津波はそれを超えてしまっているということです。 
 

一面に被害を受けた場所がある一方、残っている松林はなぜか列状に残っていたりしま

す。幅 1km くらいに渡って全部倒れてしまっている場所もあれば、幅 60m くらいなぎ倒

されて、その両側の松は残っています。このようにさまざまな形で松林が被害を受けてい

ます。 
震災の特徴をまとめると、津波の被害が圧倒的に大きい。それから、なんといっても海

域、沿岸域の被害が大きい。沿岸域は、日本では最も生物多様性の損失が懸念される生態

系の一つだと言われています。実は昨年、環境省の依頼で、日本の生物多様性総合評価を

まとめさせてもらったのですが、沿岸域と淡水生態系、それから島嶼生態系が日本で最も

生物多様性の減少が心配されている生態系である、という総括をしました。それは、人間

が海岸をさまざまに変えていっている影響が大きいのですが、そういう意味でも生物多様

性がなくなっていっていて、残っている重要な部分が一番被害を受けた。さらに、こうい

う沿岸域とか、干潟、藻場、アマモ場というのは、魚が産卵をする場所であったり、エビ

やカニの幼生が育つ場所であったりというわけで、実は海産物資源のゆりかごと言われる

場所なのです。その意味で、沿岸域の生態系が失われたということは、長い目で見ると、

海の生態系サービスが大きなダメージを受けているということになります。要するに、魚

が捕れなくなる、エビが捕れなくなるということが、この先起こってくるという可能性が

あるわけです。 
そして、地形の改変を伴っている。先ほどのように、ただ木が倒れてしまったのではな

く、木が生えている砂浜自体がなくなってしまったということです。また、瓦礫とか、い

ろいろな化学物質が海の中に流れ込んでいて、その影響があるだろうと思います。とは言

いながら、実は海岸の生態系は、先ほど蒲生干潟が 1 ヵ月くらいで結構戻ってきていると

いうようなことも象徴的なのですが、もともとは海がしょっちゅう荒れたり、波が来たり、

洪水があったりというわけで、いろいろな自然の撹乱を頻繁に受けている場所なのです。

ですから海は、生態系としては森林などよりもずっと回復力がある生態系だと思います。 
 

震災の特徴の二つ目ですが、陸上生態系の被害はあまり大きくない。簡単に言えば、海

岸林だけです。津波の被害は標高数十メートルくらいまでで、それよりも高いところの森

林は、ほとんど影響を受けていませんし、この地域はほとんど二次的な自然が多いので、

例えば今回の津波で壊された原生林は一つもありません。そのような意味では森林生態系

の被害は大きくないのですが、砂浜植物は地形の変化が大きいので、本来の生息地がまる

ごとなくなったケースもあるかもしれません。ただ、先ほど言ったように、砂浜も波がい
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つも来る場所で、例えば砂が波に持っていかれたりとか、あるいは塩水をかぶるとか、そ

ういう撹乱が頻繁に起こるところで、砂浜の植物や生物は、そういう場所にしか住んでい

ない生物です。つまり、本来は自然撹乱の影響が起きる場所なので、地形の変化みたいな

ものは非常に大きい影響を及ぼすでしょうが、津波をかぶったからといって、海岸の生態

系は案外回復力は大きいのではないかと思っています。 
海岸林の被害は非常に大きいです。海岸林はほとんど人工林です。これは人間が、例え

ば潮を防いだり、砂が飛ぶのを防止したりという生態系サービスを期待して何十年もかけ

て最初に最も内側側に植えて、それが落ち着いたら海側に植えて、それが落ち着いたらま

たより海側に植えて、ということを何十年もかけて造成してきた人工林です。生態系サー

ビスを確保するために人間がつくった林なのです。しかし、先ほどの高田松原もそうです

が、歴史的存在意義も非常に大きいものがあり、実際に国の景勝地になっていたりもしま

す。そして、津波の抑制効果もおそらくはあったのだけれども、今回の津波はそれをはる

かに超えるような大きなものだったということです。生物多様性としては、大きな被害は

ないと思いますが、人工林の中とは言いながら、ちょっと特殊な立地、水が湧いていたり、

そういうところにはわりと珍しい植種や生物が棲んでいたりする時もあります。 
もう一つ大きな特徴は、三陸というのはリアス式海岸で、入り組んだ小さな海岸が多い

です。そういうところは、小さな河川が流れ込んでいて、すぐ後ろに山があって、川があ

って、田んぼ、畑があって、海がある。小流域河川が非常に多く、海と川と山がすぐつな

がっているし、つながっているのが見える場所だというのが特徴です。 
そういうことを考えると、復興と生物多様性というより、生態系サービスのほうが直接

的に結びつくと思っています。あれだけの津波の被害を受けた人たちの前で、「ここの生物

はこんなに貴重だから、それを守るような復興をしなさい」などということは、とても感

覚的には言えないわけです。われわれが一番考えなければいけないのは、生態系サービス

だと思うのです。三陸地域、あるいは仙台の浜もそうですが、地域の産業とか文化が海の

生態系サービスに非常に大きく依存してきた地域だということをもう一度考えるべきです。

生態系サービスという言い方をしなくても、「海の恩恵」と言ってもいいのですが、海の恩

恵が産業や文化を育ててきた場所だということをもう一度認識する必要があるということ

です。 
そんな中で、一番被害を受けた干潟や藻場、海藻場というのは、漁業資源の涵養に一番

重要な生態系であったと同時に、生物多様性からも重要な場所であるということは指摘で

きます。そして、海岸林のほとんどは人工林で、本当は生物多様性の観点から言うと、そ

の重要さはそんなに大きくはないと思いますが、生態系サービスを人間が期待してつくっ

た林です。そういう林ですから、大きな価値を持っていたわけで、これがなくなるとその

内側で農業ができなくなったりとか、住むことができなくなったりするわけですので、お

そらくもう一度復活させなければいけない。それくらい、生態系サービスの価値が大きい

ということです。 
そして、三陸海岸は流域レベルの生態系サービスを考慮した復興計画が必要だと思いま

す。生態系のつながりを、流域レベルで一番考えやすいのが、小流域です。上流で森を切

ったら何が下で起こるのかということがすぐに見える場所です。それだけ影響がダイレク

トに出てくるので、その流域での生態系サービスを考慮した復興計画が重要になってくる
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のだろうと思います。 
 
質問 「ほとんどの生態系サービスが経済評価可能」ということですが、具体的に日本で

は誰ができるのかというのが一つ。震災影響として一番大きいのは、放射能によって生態

系サービスがどれくらい影響を受けて、どう復興したらいいかということだと思うのです

が、外国の生態学の教科書とか、都市計画の本には必ず放射能のチャプターがあるのです

が、日本のものにはなくて、日本でできる人がいるのか、いないのか。いないとしたら、

外国人だと誰に助けを求めればいいのかということ。この二つを質問します。 
 
中静 最初のほうの生態系サービスですが、ほとんど経済評価できるというよりは、文化

的サービスはまだまだ難しい側面があるというのが正しいです。その他はかなり可能にな

ってきているということです。こうした評価ができるのは、環境経済をやっていらっしゃ

る方で、いろんな方がいらっしゃいますが、例えば栗山浩一さんとか、長崎大学の吉田謙

太郎さんとか、東北大の馬奈木俊介さんとか、結構いらっしゃいます。その方たちは支払

意思額のようなものも含めて生態系サービスの経済評価をかなりやっていらっしゃいます。 
定量的な評価だけですと、例えば防災関係の人たちが洪水関係をやっていたり、あるい

は水源涵養のことはその専門家がいたり、ということで、2001 年の学術会議の報告書の時

に、すでにあそこまで推定ができています。そういうデータは結構あるので、それを統合

するだけで計算できると思います。 
ただ支払意思額みたいなものは、やはり微妙な所があって、やっていらっしゃる方も「使

い方には注意しなければいけない」ということは十分おっしゃっています。例えば神奈川

県で水源税を導入した時にも支払意思額の調査をやって、神奈川県の人たちが水源税とし

てどれくらい払ってもいいのかという調査を実際にやられて、3,000 円くらいという結果

になったそうです。それでも実際に設定されたのは 1,000 円で、ちょっと少な目な金額か

ら始めて、住民の方がどれくらい抵抗感があるのかというようなことを見極めながらやっ

ていかなければ、なかなかそれはできないだろうというふうにはおっしゃっています。 
 放射能ですが、日本の生態学研究者はほとんどやっていなくて、先日学術会議でシンポ

ジウムをした時に紹介された話も、全部チェルノブイリの話でした。チェルノブイリは今

年でちょうど事故後 30 年です。それで大きな報告書が出ていて、その報告書の中身を紹

介したというのが、実はこの前のシンポジウムの中身です。チェルノブイリの時には、例

えば鳥にどんな影響が出たとか、鳥の繁殖率がどれくらい下がったとか、そういうものも

ずいぶんやられています。チェルノブイリの生態系の影響を調査した人たちが、日本にも

2 人くらい入っていらっしゃるらしく、実際に調査もしていらっしゃるらしいのですが、

日本人できちんと調査をしている人たちというのはまだいません。実際にああいうところ

に入っていくためには許可も必要ですし、いろいろな装備や予備知識も必要だということ

で、たぶんこれから出てくるとは思うのですが、まだそういう意味では何も無い状況です。 
ただ、モデル的に計算している人たちはいて、横浜国立大学の人たちが最近放射能の影

響をモデル的に計算し始めているようです。しかし、その程度です。本当にそういう意味

では日本は国や東電が何もしてこなかっただけではなくて、われわれも何もしてこなかっ

たというのが実情です。（注：ページ数の関係から、質問部分等を一部カットしました） 
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１－２ 富田涼都氏（静岡大学農学部助教） 
生態系サービスによる「人と自然のかかわり」評価の可能性と課題 

 
 
司会 現在、静岡大学農学部の助教、富田涼都さんです。今日は「生態系サービス」とい

う切り口で「人と自然のかかわり」を富田さん流に講義いただきます。生物多様性という

のは観念的なところがあり、生態系サービスというほうがジャーナリストにも分りやすく、

議論しやすいということを伺いました。  
 
富田涼都 今日の課題については、生態系サービス概念について社会的な観点からそれを

使おうとしたときの可能性や課題について検討を加えてみたいと思います。それは「霞ヶ

浦の自然再生事業」を例に考えてみたいと思います。ただしこの事例は法律施行前の事例

です。厳密には法律に基づいた事例も別の場所で行われていますが、今日お話する事例は

その枠外のものです。実際に自然再生法に基づいて行われている事業はほんの一握りで、

ほとんどがその枠外で行われているものが自然再生事業とも称されているというのが現状

だと思います。そしてそれらを通して生態系サービスによる今後の環境評価、それをどう

社会の中で考えていったらいいのかというポイントについて私なりの考察をしたいと思い

ます。最後に「環境的正義」という概念の注目について少し提起したいと思います。  
 

一応、生態系サービスについての概念をまとめます。人間が自然生態系から得ることの

できる様々な便益、この便益の中には有形無形、物資的なもの、非物資的なものも含む、

財やサービスのこと全般を指していいます。簡単に言ってしまえば「自然の恵み」である

ということだと思います。この概念は 1997 年が比較的エポックになった年で、ロバート・

コスタンザなどの環境経済学者や生態学者のチームが『Nature』で、エコシステムからの

便益、費用を計算します。それが数十兆ドルにも相当するという試算結果を出すのですね。

もちろん試算方法もざっくりとしたものでしたが、ここで大事なことは、人間社会のかな

りな部分を生態系サービスに頼っているのだと定量的に指摘した点では重要な論文です。  
時を同じくして、女性の保全生態学者のグレッチェン・デイリー（ハーマン・デイリー

という経済学者とは別）が生態系サービスに関する本をまとめて出しています。おそらく

現在につながる生態系サービスの議論の最初期のものだと思います。おそらくこの辺につ

いては来週登壇される鷲谷先生のほうがお詳しいと思います。  
こうした下敷きがあり、2001～2005 年の UNDP の国連ミレニアム生態系評価（以下、

MA）が政策的に影響のある本格的なものになったのではないかと考えています。日本語

では横浜国立大学のグループが翻訳をしています。  
MA での生態系サービス概念は、現在議論されている生態系サービス概念を大きく規定

していると思われます。ではその MA による生態系サービス概念とは何か。最も特徴的な

ものは、供給、調整、文化的、基盤の４つに分類したということです。①供給サービスと

は物質的な財のことです。例えば食料・水・木材・燃料とったもので、一番分かりやすい

ものです。②調整サービスとは、気候調整、洪水制御など、非物資的な財です。③文化的

サービスとは審美・精神的価、レクリエーションなど、またこの中には技術であるとか、
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文化の伝承なども含めています。しかしこの点は若干アバウトなところがあり、おそらく

人間自体への非物質的な便益をすべてここに入れたのではないかと思われます。④基盤サ

ービスとは栄養塩の循環・土壌形成・光合成などを含めています。これも本当にサービス

として定義してよいのかという部分は議論の余地があると思いますが、MA の中ではこの

ように規定されており、以降の生態系サービスの基盤になっています。  
この生態系サービス概念の利点としては、政策の評価を考えたときに生物多様性よりも

具体的で分かりやすいということがあります。生物多様性とは、さまざまな定義がありま

すが、遺伝的なもの、生態系とか、さまざまな多様性の「総体」として理解されます。で

すから最終的にどのような具体的な場面で「何を守るべきなのか」という判断は打ち出し

にくいということがあります。また生物多様性とは生態系そのものの評価を見ている概念

ですので、それと人間社会とはどのような関係があるのかという面が直接は見えない。営

みの部分が間接的にしか見えないということがあります。人間社会の位置づけが大きく違

います。そういう意味では「恵み」ということを通じた人と自然の関係性に焦点を当てる

ため、より社会的、政策的な観点からの分析や評価がしやすくなる。この点が生態系サー

ビスの利点になると思います。  
環境社会学の分野から見ても、生物多様性の保全というよりも生態系サービスの保全と

いう面から考えていったほうが分かりやすいという反応があります。おそらく文系分野に

も、はやり言葉になっていく可能性が高いかと思います。  
生態系サービスから見ると持続可能性の問題も定義がしやすく、例えば、生態系からあ

る種の便益が引き出されて、人間の営みに持っていき、それがフィードバックするという

サイクルだと思うのですが、人間の営みが生物多様性にフィードバックされた結果、負の

影響によって生態系サービスを維持できなくなった状態というのは、確実に持続不可能な

状態になっていくのであるという定義づけができると思います。  
つまり人間は生態系サービスを享受することであらゆる営みを維持することができて

いる。この辺は異論のないところだと思います。  
 

私のフィールド、霞ヶ浦の話をしたいと思います。

特に 1960 年以降、鹿島開発、干拓事業、水資源開発な

どの開発が活発で、環境が激変してきました。そうし

たなかで当然人間が享受してきたサービスも質的・量

的にも変わってきたといえます。  
昔は飲むことができたという湖の水ですが、COD の

グラフを見ても、昭和 47 年から環境基準を達成した

試しがなく、現在でも COD が高い数値を示してお

り飲み水としては不向きです（グラフ）。霞ヶ浦はほ

かの湖とは異なり、琵琶湖とともに、独立した「海

区」として指定されています。漁業法上、内水面漁

業とは違い、海面漁業と同じ扱いをされています。

それは強大な権限を持っており、制度上の違いがあ
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りますが、主な理由は漁業が盛んに行われてきたということがあります。昔は技術的な制

約もあり 8 千 t 程度だった漁獲が、トロール船や機械鼾船の発達により 70 年代には 1 万 t
を超えます。ちなみに福井の三方五湖はせいぜい数十 t なので、比較すると湖の漁業とし

てはいかに巨大かということが言えると思います。  
ところがちょうど私

が生まれた 1980 年ご

ろを境に、漁獲量はグ

シャッとつぶれてきて

います。現在は 2,000t
前後まで落ち込み、さ

らに獲れる魚も変化し

てきました。かつては

魚類、コイ、フナ、シ

ジミが多かったのが、

小さなハゼ（ゴロと呼

ばれるもの）が増え始め、近年ではエビが増え始めました。生態学的には栄養段階はどん

どん下がっており、大きな魚ではなく小さなプランクトンに近いものが漁獲の中で増えて

います。  
そうしたなか、「アサザプロジ

ェクト」をはじめとした自然再

生のプロジェクトが始まってい

きます。ここで紹介したいのは、

2000 年ごろから開始された湖

岸植生帯の復元事業です。「アサ

ザプロジェクト」が広まってき

たときに国土交通省とのコラボ

レーションで行われてきました。

2000 年ごろから湖の 11 ヶ所で

開始され（黄色い丸

のところ）、それが

「自然推進法」（2003
年）のモデルとなり

ました。国会審議の参考人として、大手 3 団体とアサザ基金と生態系協会が招致されてい

ます。他の治水事業と併せて、「粗朶（そだ）」の消波堤（木の枝を束ねたものを使って波

を穏やかにすることができる）を設置、里山保全と湖の植生復元を同時に行うアイディア

を出しました。そこでは「順応的管理」によって事業を進めることを明言しました。上図

で示していますが、コンクリート護岸になってしまったところに砂を入れて養浜して、湖

岸の植生を復元しました。例えば私が調査したのは石川地区の付近でしたが、施工延長は

1000 メートルで最大級です。  
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左の上写真が 1990 年 11 月、湖岸

堤防の写真です。下写真は 2005 年

12 月のもので、復元した浜を見てい

ただけると思います。私はここで植

生調査をしたのではなく、付近の住

民と水辺の利用と変遷について調べ

ました。こうして復元した水辺とい

うのは住民にとってどんな意味があ

るのかを調べようとしました。  
それを聞き取った結果をまとめ

たのが下の図です。横軸は湖→水辺

→陸地（平地・林野）といった地理

的な分布です。この地域の典型的な

土地空間を示していますが、それを横軸として、縦軸は地域内の人によって得られている

生態系サービスです。そのなかでも上が物質的（経済的）な便益、下が非物質的（精神的・

社会的）な便益という風に分けてみました。その下が地域内に住んでいない人です。例え

ば、かつては「モクとり」という水草を肥料に使う水草利用が行われていた。稲作、魚と

り、畑作、落ち葉掃きなが行われ、それら

を繋ぐ祭礼が行われていました。ここは漁

業が活発なエリアではなかったのですが、

他の地域の漁業、そして首都圏から来る釣

り客の存在があります。当時は多様なこと

が行われ、営み同士が連関していたという

特徴が見られます。例えば稲作と「モクと

り」は肥料により繋がっているし、祭礼は

水の安全を祈願し、畑作・稲作の豊作祈願

として行われていました。そして田んぼと

湖は魚の往来があり、実際に田んぼで魚とりもしていました。  
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それが高度経済成長で一気に変わってい

きました。大きな要素を占めたのは、一番の

変化は農業が産業化していくところだと思

います。産業としての農業が重視されてい

ったという時代です。それから現金経済が

普及していきました。冬の農閑期は、それ

までは山仕事をして薪をとっていましたが、

ここの人たちは東京の建設現場へ出稼ぎに

出るようになりました。茨城なので日帰り

で帰ってこられます。比較的に手軽に出稼

ぎにいけた地域です。そうすると日帰りで

あっても、山仕事はできなくなります。当

然、薪を集めることができなくなり、代替燃料としてプロパンや石油を買ってくるように

なります。計算をしてみると、1 週間ほど働くと 1 年間分くらいの費用が賄える計算にな

りました。2 ヵ月山仕事をするよりも、1 週間東京に出る方が割がいいという状況が発生し

てきます。そこで生業が変質してきます。  
化成肥料を利用するようになれば、わざわざ水草を取りに行かなくてすみます。わざわ

ざ地主に頭を下げて、落ち葉を掃いて集めなくてもいいわけです。一方、農薬を使用し始

めたのもこの時代です。今では使えないインドリンやパラチオンなどの強い農薬を使うの

もこの時代で、湖と陸地との境での魚釣りなども魚が死滅して出来なくなりました。ある

いは産業としての農業を考えた場合も、湿田は効率が悪いので土地改良されていきます。

今の状態はどうなっているかというと 3 つ目の図（前ページ下図）、農地は平地だけ、魚と

りは湖の一部で残されるのみで、水資源開発によって生業の形が変化しました。  
 

そこで植生復元事業はこの中で、どのあたりの位置にあるのかを考えてみました。そう

考えてみると、植生復元は他の営みから孤立したところにしか位置づけられないのではと

思いました。それはプロセスの問題でもあったのですが、国土交通省と NPO のコラボレー

ションということでユニークではありましたが、プロジェクトの中に地域住民が入りこむ

余地がありませんでした。そうしたこともあり、農業や魚とりへどのように繋がるのかと

いう位置づけがありませんでした。悪く言ってしまえば、都市住民の専門家や国土交通省

の役人といった人たちが植生復元をして、生物多様性が保全されたことによる精神的な充

足や、政策的な充足などの生態系サービスを持って行ってしまったともいえます。このよ

うに植生復元は地域のほかの営みから孤立した状態になってしまいました。実際に地域の

人へのインタビューにもかなり辛辣でした。彼らにとってみたら、これまで治水事業でバ

ンバン土木工事をしていったのとほとんど変わらない、わざわざ堤防を作ったところに葦

原をつぶして、後からさらにその倍のお金をかけて草を生やすところ作っている、一体こ

れは何だ？という感覚です。つまり他の営みとの繋がりが見えてこないのです。  
 

生態系サービスという観点から今までの話しを整理してみると、多様な生態系サービス

の享受があったところから、比較的単純な生態系サービスの享受へと変化していったとい
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うことが一つ挙げられます。それはなぜ起きたのか。そもそもどんな生態系サービスを重

視するかという社会情勢が変化してきました。例えば乾田化すれば水辺がなくなることは

当時から分かっていたことです。あるいは水資源開発に関して言えば、淡水化しています

のでその過程で寄生性のヤマトシジミが激減していくことは当時も分かっていたのです。

当時もかなり詳細な調査がされていて、それに基づいて漁業補償されていました。そこで

どっちを取るかということきに、まず水資源を取ったわけです。どんな生態系サービスを

重視するかという社会情勢の変化・背景がまずありました。そしてこの時代は耕運機が出

てきて機械化が進んで、乾田化が進んだ技術革新があったという背景があります。  
もう一つ重要なのは、生態系サービスを誰が享受しているのか、享受の主体は誰かとい

う議論です。地元住民による直接的な享受から、首都圏の「水資源」などの間接的な享受

へと変化してきたといえます。自然再生事業による「文化的サービス」（精神的な充足など

も含む）なども地域外の市民や専門家が結果的に享受していたのではないか。こういうこ

とも生態系サービスに注目すると見えてきます。つまり、自然環境をめぐる社会的変化も

分析し、政策的ツールにもなりうるということです。ただし、そのためには MA で紹介し

たようなサービスの概念では物足りない。いくつか別の視点を組み込む必要があるだろう

と思います。私は生態系サービスが媒介する技術や文化をしっかりと位置づけなければな

らないだろうと思います。また「誰が」生態系サービスを享受しているのかを問題にしな

ければならないだろうと思います。  
生態系サービスを媒介するものとは何か。生態系サービスとはあくまで「引き出され」

て、意味が出てきます。田んぼの魚とりは、魚が枯渇したから廃れたわけではない。今で

も魚自体はいるわけです。サービスを受けていないということです。サービスというのは

引き出されるプロセスがなければ、私たちにとっては「自然の恵み」にはなりません。  
さらにサービスを引き出すためには、技術や文化、その担い手がいなければならないで

しょう。例えば魚とりで言えば、そのための技術やスキル、田んぼでとった魚を食べると

いう食文化というものが存在しなければ成立しない。自然環境からからサービスとして取

り出してくることが必要です。おそらくその辺の議論があまりきちんとなされていない。

サービスを引き出すための担い手は誰だったのか？をきちんと考えて、生態系サービスを

考えためには、そうした担い手を守らなければならない。あるいは技能、文化を守らなけ

ればサービスの向上には繋がらない。こうした点を注目したほうがいいだろうと思います。

MA では非物質的な要素はすべて「結果」である「文化的サービス」の中に押し込められ

ています。技術や技能や文化というのはサービスを受ける「前提条件」です。もちろん「自

然の恵み」によって技術や文化が発達するというのはあると思いますが、一方でそれは単

なる「結果」として得られるサービスだけではなく、「前提条件」としても存在していると

いうことが指摘できます。  
このことは、豊かな自然環境の存在と生態系サービスの豊かさとはイコールではないと

いうことです。自然環境がいくら豊富でも、その「恵み」が享受されているとは限りませ

ん。生態系サービス同士が相反するパターンもあります。例えば霞ヶ浦で発生したのは、

汽水魚やヤマトシジミを獲るといった生態系サービスの享受と、淡水を得るという水資源

の享受というのは完全に相反関係にあったわけです。  
こういう点を考えないとなぜ豊かな自然環境があるのに、みんなそれを使わないのか？
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ということを理解できないのです。例えば里山もそうです。里山も自然環境と生態系サー

ビスがイコールで考えられてしまうと、なぜ生態系サービスを捨てて、里山は荒廃してい

ったのかが説明できないのです。やはり担い手が置かれている状態とか、技術や技能、文

化、または自然環境を使わなくしてきてしまったという我々の問題を抜きには説明ができ

ません。生態系だけの評価では不十分で、サービスを引き出してくれる担い手などへの注

目が必要だということです。日本の環境社会学は、琵琶湖の例が示すように伝統的にこう

した担い手に注目してきましたし、環境ジャーナリズムもまた、そうした点に焦点を当て

迫っていく必要があるのではと思います。  
「誰が」享受しているのかという問題ですが、霞ヶ浦では地元住民から首都圏の住民や

地域外の人に享受のウェイトが移っていったといえます。先ほども指摘したとおり、水資

源開発をすれば漁業に影響することは分かりきっていました。だからこそ漁業補償があっ

たわけですが、生態系サービスの享受が他の人に、別の形で受け渡されていくという構図

は自然再生事業もまたその延長線上ではないか、大して構造は変わらないのではないかと

いうことが反省として残されていきます。そこまで極端ではないとしても、地元住民とし

ては税金を使って事業をしていると見えますから、ネガティブな見方をする人も当然いま

す。住民からはかつての開発事業と同じで、お上が頭越しに進めているのと全く同じ構図

ではないかということになります。専門家や都市住民のグローバルな価値として「生物多

様性の保全」の自己実現の場と化してしまうことがあるのではないか。  
 

先ほど紹介した粗朶の消波堤ですが、粗朶はそもそも川の下に沈めて浸食を防ぐもので

すが、消波堤として使った場合は乾いたり湿ったりを繰り返してしまうので腐ってしまい

ます。実はそのため想像以上に劣化が激しく、１、2 年で劣化して、粗朶がそのまま流れ

出てしまい、魚網にひっかかり、打ちあがってしまうという問題が発生してしまいました。

それはフィードバックして次なる対策に当てればいいじゃないかという専門家の意見があ

りますが、それに対しては非常にネガティブに住民たちは反応しました。住民たちにとっ

ては、あずかり知らぬところで決定された事業が、こうして自分たちに迷惑を及ぼしてい

るということ自体が怒りの対象になるのです。いくら「順応的管理の対象ですから」「後か

らどうにかしますから」と言われても怒りが収まらない。この問題は「アサザプロジェク

ト」にとっても非常にネガティブな影響を及ぼしたと思っています。これがなければ、現

状よりももっと多様なコラボレートが霞ヶ浦で進んだのではないかと思っているくらいで

す。そもそも「誰が」生態系サービスを享受するのかという視点がないということは、ち

ょっとしたトラブルが起きたときに顕在化してしまう、それは教訓だと思います。  
やはりサービス享受の主体はやっぱり偏在してしまうものだということです。「自然は

みんなのものですよ」と言いますが、平等で均質な「みんなのもの」ではないということ

です。地元住民は洪水や自然環境が再生することによるリスクというのが当然あります。

例えば一連の霞ケ浦の自然再生事業では、一部の地区は渡り鳥や鴨が増えましたが、その

結果何が起きたかというと周りのハスの田んぼ被害が増えたということが起こりました。

こうしたリスクは基本的に地元住民が負ってしまうのです。にもかかわらず、増えた分の

生態系サービス、便益は誰が持っていってしまったのか、ということになるのです。  
「誰が」という点については、MA で先進国と途上国の違いというところで扱われてい
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ますが、ミクロな評価はまだしっかりなされていません。MA の報告書を見ていただけれ

ばわかるのですが、いくつかのシナリオ分析をしています。例えば、生態学的には好評価

とされている「順応的モザイクシナリオ」というのがあります。しかし「淡水の供給」は

先進国は向上するものの、発展途上国では減少・劣化するとされています。  
これまでの議論を踏まえると、極端に言えば、自然環境が変わらなくても、人や社会が

変わればサービスが変わってしまうということが生じます。佐賀県松浦川のアザメの瀬の

例を挙げます。自然再生事業に絡んで、ため池の干し上げ「堤返し」が行われるようにな

りました。一見、過去の行事の復元に見えるのですが、調べてみるとかつてのため池など

のメンテナンス等の意味ではなく、子どもと水辺のふれあいの場の意味に変わっています。

もともとの「堤返し」というのは、入札でそこに獲れる魚の権利を村の人々が決めていき

ます。しかしそれはここでは必要ありません。子どもたちが魚を捕ったり食べたりできる

ようになればいいということで、サービスの享受で重視されるのは子どもたちです。位置

づけとやり方が全く異なるものです。そこで得られている生態系サービスの質やあり方が

変わっています。享受されている生態系サービスも変化しているということです。かつて

は魚などの物質的なサービスが中心であったが、現在は子どもたちの水辺と出会うための

場、精神的な充足や教育などの非物質的なサービス中心へ変わっています。  
 

以上まとめると、生態系サービス評価への今後の注意点としては、人間が享受していく

享受のプロセスに注目することだと思います。  
一つは媒介のプロセスです。どのようにして自然環境から生態系サービスを「引き出」

されているのか、技術や技能、食文化や担い手の問題に焦点を当てていく必要があると思

います。もう一つは、分配のプロセスです。環境経済用語で言う「分配（distribution）」は

得られた財をどれだけ公平に分けることができるか、そのプロセスに注目する必要がある

だろうと思います。「誰が」生態系サービスを受益しているのか。地球レベル、国レベルで

見ていくと、東京で受けようと、茨城で受けようと変わらないように見えますが、実際に

はサービスの部分だけ東京の人たちが持っていってしまうということが起こります。それ

を見る必要があると思います。そしてどれがどうやって決められているのか。おそらくそ

れは経済的、政治的、あるいは政策決定過程などの側面にそれが現れるのかもしれません。

それを見ていくのが重要であると思わ

れます。社会学者、ジャーナリズムが

きちんと検証していくべき部分ではな

いかと思います。  
その「享受のプロセス」私なりに図

にしてみました。生態系（生物多様性）

からサービスに移行する段階で、技

術・技能・文化・担い手が介在してい

る。そうやって得られた生態系サービ

スがある人には行き渡りますが、ある

人には行き渡らないということがある

だろうということが見えてきた段階で、
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どういう観点からそこを評価していけばいいのかということでは、「環境的正義」というこ

とがここでは有効だろうと思います。  
日本語では「正義」というのは、ウケがよくないという側面がありますが、「環境（的）

正義」(Environmental Justice)は環境にかかわるリスクが、経済的・文化的・政治的なマイ

ノリティに偏在することを明らかにし、是正しようとしてきた政策的・規範的概念です。

1980 年代よりアメリカなどでは、「黒人」や「インディアン」などをめぐって議論がなさ

れてきました。黒人コミュニティに公害を出す工場が設立されることが多く、そういった

ことから議論がなされてきました。先住民居住地に核廃棄物処分場が設けられるとか、最

近ではモンゴルに持っていこうという計画が発覚して問題になりましたが、日本やアメリ

カに対して言えば、政治的なスタンスが弱い人のところにこうした問題が生じてきます。

これまで「環境的正義」はどちらかというと負の「リスク」の偏在ということを問題にし

てきました。ただ、「生態系サービス」という概念を持ってくることによって「恵み」の偏

在について議論をすることも今後可能になります。  
 

生態系サービスと環境正義の複合ということについて考

えてみると、福島の原発事故などは非常に考えさせられ、

重くのしかかる問題です。もともと原発というリスクはあ

ったのですが、さらに事故によって大規模な農地や山林、

水の汚染、全村避難などで生態系サービスの享受の根幹が

崩されたといえます。全村避難によってそこに人がいなく

なるということは、生態系サービスから引き出されてくる

ものを享受するその根幹が崩されたということです。例え

ば、飯館村の全村避難がありました。みなさんご存知かと

思いますが、「までいの力」という本があります。飯館村は自分たちの力で人同士の繋がり

などで地道な村づくりをしてきました。７、8 年やってきて、集大成として「までいの力」

という本を出そうとしたところで、原発事故というとんでもないことが起こりました。「ま

でいの力」ということで、村の豊かな生態系サービスや人間関係（社会関係資本）を生か

した村づくりをしてきたのですが、全村避難によってまさに「台無し」にされようとして

います。私自身もきちんとコミットしていなかったのですが、ジャーナリズムを含めて、

そういうようなものをきちんと今のうちに記録を残しておくとか、世に問うていくことが

必要ではないかと思います。今の原発の事故というのは、放射線値であるとか人々の安全

性の問題で語られていると思うのですが、それだけではなくその土地に生きるということ

に対して、原子力行政はもとより、原発事故やそれ以降の政策が何をもたらしたのか、と

いうことを見なければいけなければならないし、私個人はそこに問題の本質があるのでは

ないかと思います。  
先日 NHK で飯館村のドキュメンタリーが放送されましたが、飯館村で農業をやろうと

していた若い人が、農業をやりつつ原発で働いていたのですが、いざ農地を離れることに

なって、それでも家族を養っていかねばならないということで、彼が選んだのはいわき市

の火力発電所の仕事でした。「村の人にはそんなことは言えないよ」といいながら通勤して

いく。そうでもしなければ生きていけない。「まさか自分の人生がこんなに電気に翻弄され
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ているとは思わなかった」と言っていましたが、この辺の問題は、その土地で生きて生態

系サービスを享受することと、それが社会的にどう偏在するか、あるいは社会が「土地と

生きる」ということを保障できるのかという問題と繋がっているのだと思っています。環

境ジャーナリズムや環境社会学者が果たす役割というのは、この辺にもあるのではと思い

ます。  
これからの生態系サービス保全の模索ということが始まっていると思います。  
「関わりの保全生態学」という言葉は私や若手の生態学者を中心に考えていて作り出し

た概念です。これまでは、緊急的にある生物を保全しなければならないということが多か

った、専門家や行政が「保全」ということをトップダウンで決めていかないと保全できな

かったという背景があるかと思います。それはそれでこの 20 年仕方がなかったかと思いま

す。来週お話しになる鷲谷いづみ先生たちは、保全生態学という言葉を根付かせ、それを

政策に落とし込むというような大きな役割を果たされたと思います。  
しかしそれだけでは、この先の十分な保全に行くことはできないのではないかというこ

とがあって、「保全」というグローバルな価値を「振りかざす」のではなく、地域社会に張

り付いて、そこでの生態系サービスの享受のあり方を一緒に考えていくことで「保全」を

していこうということが必要なのではないかと考えています。私自身もそういう研究に関

心がありますが、そうした「保全」のやり方がこれからの「保全生態学」を作るのではな

いかと思っています。これまでのように自然再生事業を単に一律的にやるのではなく、住

民のものだった生態系サービスが、立ち入り禁止になって専門家のものになるようなこと

ではなく、自然再生事業も住民にとってなんらかの受益になるというようなことにしてい

かなければならないのではないかと思います。  
具体的な個人名を挙げるならば、琵琶湖博物館の金尾滋史さん、徳島大の田代優秋さん

など、彼らは私と同世代ですが、彼らの仕事は次世代を切り拓くものではないかと思いま

す。また長野大学の佐藤哲さんの地域環境学ネットワークなども志を同じくしていると思

います。そういうことをやっていくうちに、“サイエンティフィック”な生態学による評価

から脱却して、生態系サービスの保全、評価をきちんとやっていくことは、個人的にも目

指したいと思います。  
他にも、吉本哲郎さんから「『地元学』もどきをやっているな」と言われましたが、「人

と自然とのふれあい調査」という

冊子を自然保護協会と出しました。

発端としては、環境アセスメント

のなかに「人と自然との関わり」

という項目ができたのですが、そ

の評価手法が定まらないというこ

ともあり、それを共同研究しよう

ということが発端になりました。

専門家が評価手法を決めるのでは

なく、自然と触れ合っている人た

ちと自然の恵みを実感し、地域住

民と共に保全を考えていこうとい
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うことになりました。  
宮崎県の綾町のある集落で調査した結果のパンフレットとマップが出来ました（前ペー

ジ）。アウトプットはこの形でなくてもいいと思います。綾町の人たちと話たことは、観光

客は奥山の照葉樹林を目指して村を通過してしまうのだそうです。自分たちの村によって、

村の良さを知ってほしいということで、絵地図などを作って、今後どのような展開ができ

るか考えています。現在では、こうしたことを村の農産物の販売に生かせないかという話

が出てきました。この絵地図は忠実に作成しており、位置関係が正確で、ディテールにこ

だわって作られています。その結果、今の村の姿が分かりやすいのです。それを見た村の

人たちが村の紹介にいいのではないか、自分たちの農産物の成り立ちも写真よりも理解で

きるのではないかと提言してくれています。  
また、福井の三方五湖では、子どもたちに昔の水辺の調査をしてもらっています。「昔

はどうだったのか？」を大人に聞いて絵にしてもらいました。過去の流域単位での村の人

たちと自然の関わりを調査しようとしました。それは子どもたちの絵になって仕上がり、

展覧会で展示しました。現在は WEB 上で一般公開しています。このように最近はいろい

ろなツールを試行錯誤しながら考えています。ご清聴ありがとうございました。  
 
質問 「生態系サービスの享受のプロセス」というところですが、分配のプロセスで受益

者となる人のイメージ図のところに「行き渡らない」人が出てくるということを示してい

ます。そもそも、富田さんはサービス享受の主体の偏在に注意＝「享受する人はみんなで

はない」という説を示しています。「平等でなくてもいい」ということだけをおっしゃって

いる訳ではなく、どのような分配が正しいのか、どうあるべきかという部分をもう一度確

認させてください。  
 
富田 私の言いたかったことは、生態系サービスが、ただ単に「みんなのもの」というよ

うに考えてしまうと、現実には誰かに偏在しているということが見えなくなってしまうと

いうことが第１点です。次に図のほうは現状として偏在が生じているということを示して

います。そこから「誰がサービスを受けるべきか」というのは別の議論ですが、地元住民

はリスクも負っているので、それに見合って、より多く受けてもいいのではないかという

考えもあります。そうであれば、「恵み」の分配は多少勾配がついてきたり、質が変わっ

てきたりしてもいいのではと思います。  
 
質問 私自身が悩んでいることは、「享受」という言葉を使いますが、生態系サービスを

誰が享受すべきなのか。「べき」論になっているのに対して、実際の生態系サービスの受

け手としての都市の住民は「享受」していると必ずしも皆が認知していないと思うのです。

それについてはどうお考えですか。  
 
富田 実際は受けているのだけれども、認識されていないということがあります。私たち

もそういうことが多々あるかと思います。「ふれあい調査」「地元学」は認識を持っていく

ということのプロセスが大事だとして地元の人たちと一緒に調べていきます。自分たちが

どういう生態系サービスを受けて暮らしているのかということが見えないと先にいけな
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いと思います。  
 
質問 自然の恵みに関する「ふれあいマップ」を作っていく中で、地元の人たちの信仰観

についは、どのように見え隠れして、どのように捉えていますか。  
 
富田 土着の信仰というのは、何らかの理由があってそこで祠があったりするのだと思い

ます。生活、生業との関わりが深いのだと思います。信仰というのは欠かせない要素です。

住民の方は信仰を通じて自然を見ているところがあると思います。私たちが科学的な観点

で見ている角度とは全く違う角度から見ていると思います。信仰や精神世界を含めてどう

いう「恵み」を受けているのかを見なければならないと思います。  
 
質問 今後の調査の対象になっていくのでしょうか。  
 
富田 一人で調査をしていると、人の生活すべてを網羅するのは大変な作業で、心もとな

いところもありますが、実際に必要だと思います。ふれあい調査をしていますと、地域住

民の方の話の核になったりますので。  
 
質問 信仰という言葉ではなくて、「生活文化」として捉えていくことはできないのです

か。  
「恵み」の中での重要なテーマだと思いますので、ぜひ留意して研究を進めていかれたら

と思います。  
 
富田 私はどちらかというと生活のなかに「信仰」を捉えて生きたいと思います。  
 
質問 粗朶の件ですが、粗朶を作ること自体が国土交通省の事業とリンクしていますか。

私の記憶ですと、霞ヶ浦で漁師として立ち行かなくなった人たちへの救済措置として、か

つて漁師だった人たちに公共事業をやらせたと聞いているのですが、どうだったでしょう

か。  
 
富田 私が見る限りは必ずしもそうではないと思います。森林組合も絡んでいましたし、

漁業者への救済ということではなかったと思います。里山保全と水辺の再生を経済的な利

益を生む中でドライブをかけるということだと思います。粗朶がいいアイディアなのだか

ら、改良して続けようという人たちもいましたが、国土交通省は中間報告を出したままで、

それ以降、検討委員会を開かなくなっています。  
 
質問 それは公共事業の取りやめがあり、支援ができなかったのも大きな理由ですよね。 
 
富田 そうですね、最初にこの粗朶事業が始まったときは森内閣で補正予算が入りました

が、それ以降、予算が取れなくなったというのがあります。しかし、それ以上に粗朶の流

出の問題が大きかったと思います。後知恵かもしれませんが、事業をやっていくプロセス
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が悔やまれます。  
 
質問 現在「アサザ基金」はどのようになっているのですか。  
 
富田 私自身も現地に行ってしっかり追っていませんが、最近は企業との連携が強くなり、

流域環境の保全に力を入れているようです。思想的にはもっと展開しているとも言えるで

しょう。秋田の八郎潟と連携なども始まっています。  
 
質問 「日本文化の伝承を通じた生態系サービスの創出」というテーマで研究をしていま

す。  
 先日、群馬県みなかみでの活動に参加しました。とてもすばらしいのですが、地元の方

にお金が落ちないので、厳しい反応を感じました。地元の協力が得られないと活動の継続

にも不安が残ります。その辺はどうしたらいのでしょうか。  
 
富田 綾町の照葉樹林保全の取り組みも、あくまで「奥山」のことなので、里とのつなが

りが弱くなるというこうした悩みを抱えていました。それで NACS-J の「ふれあい調査」

が始まりました。村の聞き取り調査では、やはり水の話は非常に多く出てきます。上流に

ダムができたときに鮎が減ったという話が里ではよく聞きます。そうした動きの中で最近、

照葉樹林保全プロジェクトの中に「地域づくりワーキング」という組織が出来ました。里

の方で構成されるメンバーで地域おこしをどう考えるかという流れが出てきました。「調

べる」という行為は比較的ニュートラルに見えて、やりやすいので、それを基点にして人

間関係、話せる関係、相手がどういう人間か分かるようになるというのが大きなことだと

思います。筑波に宍塚大池という大きなため池があり、「ふれあい調査」で参考にしたの

ですが、そこで聞いたところ、地元の人とまともに話せるようになるのに 10 年かかった

そうです。その成果は冊子になりましたが、その後 5 年間ぐらいで最初に出した冊子の 2
倍ぐらいの分量の冊子が出来てきました。おそらく人間環境を最初につくる段階が一番大

変で、その後、突破口が出来ると成果も上がりやすくなるのではと思います。  
 
質問 先ほどの霞ヶ浦のケースで、魚が取れなくなったということでした。富栄養化は解

消されておらず、水質が改善されたわけではないということで、エビなどが増えたという

ことでしたが、漁業者の減少や魚を食べなくなった食生活の変化という要因はどうなりま

すか。  
 
富田 当然、そうした要因があると思います。漁師がいなくなれば漁獲量が落ちるという

ことが当然あると思いますが、先ほども述べたように、獲れる魚の種類が魚から、小さい

ハゼ中心になり、今度はエビがウェイトを占めるようになったということは、獲れるもの

を獲ろうとして出てきた結果です。生物間の関係が変わりつつあるのではないかと言われ

ています。実際、現在、あまりアオコは発生していません。よく勘違いされるのですが。

ちょうどアオコがひどかった時代は 1970 年代から 1980 年代です。1990 年代以降はアオコ

が出ていません。これはプランクトンの組成が変わったようで、生態学的にはレジームシ
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フトというのですが、仮に今水質を戻したとしても、元の環境には戻らない、別の形の生

態系に変わってしまったといえます。  
 
質問 漁業者は漁業権を放棄してはいませんか。  
 
富田 一部では鹿島などの開発事業に伴って放棄したところもありました。あるいは別の

事例で、大きな干拓事業を漁業者側が阻止したことがあって、その当時は漁業権が補償さ

れていたのにも関わらず、阻止に追い込んだという事例もあります。しかし、現在でも霞

ヶ浦の西浦エリアは霞ヶ浦漁協、北浦のエリアにはきたうら広域漁協があります。  
 
質問 以前、浜松支局について勤務していたことがあります。浜名湖の資源保全について

具体的にどのようなことがあるでしょうか。  
 
富田 浜名湖はアマモが生えていて、そこから魚の赤ちゃんが育ち、遠州灘に出て、遠州

灘の沿岸漁業を支えているという構図がありますが、アマモの保全などを漁業者中心の

NPO はまなこ里海の会がやっています。舞阪は珍しく沿岸漁業だけで成立しているところ

で、ウナギは生産としては既にがた落ちだけれど、浜松にはウナギを美味しく食べさせる

ところがありますが、一方、フグは獲れていても食べさせるシステムがなく、地産池消が

得られない。自然の恵みを誰が得ているのかということを考えさせられます。  
 
質問 4 ページの漁獲量のグラフについて、魚種と漁獲量が同時に見られますが、全体で

すごい減少だと思いますが。  
 
富田 そうですね。シジミが獲れなくなって、全体で魚種が少なくなっています。獲れる

年と獲れない年の差が激しく出てきます。同じ量がきちんと入るというのが経営的にはい

いのですが、それが今うまくいっていないようです。漁業のデータだけで水質、生態系の

変化を語ることは難しいかもしれませんが、琵琶湖と霞ヶ浦以外ではこうしたデータすら

きちんと整備されていないところもあります。内水面漁協の場合は漁獲高などきちんと把

握されてこなかったので、推定すらできないという状況です。  
おまけに平成 15 年くらいから、農林水産統計が縮小されてある程度の規模以下のとこ

ろは統計自体を取らなくなりました。三方五湖は平成 15 年くらいから統計上に乗らなく

なりました。それは統計の縮小は、かなり致命的な政策の転換です。  
 
質問 MA では非物質的な要素は結果であるのに対して、実際は前提条件ではないかとい

う点です。これは地域で活動・調査している人間にとっては、技術や技能、文化などの非

物質的な要素があるからこそ、生態系サービスが成り立つのだという、非常に共感できる

点だと思います。そして、地域ということを考えたときに、開発途上国のケースだけでな

くても、「保全 VS 開発」をめぐって大抵似たようなことが起こるのではないか、とお話を

聞いて改めて思いました。  
霞ヶ浦で起きた開発と保全の概念図を見ると、湖－水辺－陸地（平地・林野）という繋
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がりは、3 つ目の図では、陸地の中でも林野は全く切り離されてしまいます。上から入っ

てきた水資源開発は、地域の繋がりの中で植生復元をせず、さらに言えば担い手となる漁

業や魚釣り者を分断し、すべてを繋ぐ役割を果たした祭礼を、陸地の平野の枠だけに押し

込めた形になります。もしかしたら、世界のあちこちの地域社会で起こり得るこうしたあ

る種のプロトタイプに対して、今後どのような政策課題を持ちうるのでしょうか。政策提

言的にはどのようなアイディアをお持ちでしょうか。  
 
富田 非常に難しい課題だと思います。現在、繋がりや因果関係があって、自然の恵みを

受けているということが見えづらい社会に生きていますので、そこを掘り起こしていかな

いとなかなか発想の転換が生まれないと思います。また知識として知っていても、因果関

係の実感のないままやっていても持続しないと思います。後は担い手をどう確保するのか

という点です。たとえば中山間地域のことは、中山間地域の人だけで解決しようとしても

なかなか難しいと思います。交流の話になりますが、単純に何の縁もゆかりもない人が担

い手になるというよりは、兄弟や親戚のなかで何らかの縁がある人を重点的に考えるとい

いのではと思います。静岡県ではお茶農家で、繁忙期には実際に実家に戻って手伝いをし

ているケースが非常に多いです。そういう実態から見て、新しい農村の担い手、または農

村の継続の仕方を考える必要があると思います。  
 また、比較的人口が多くて余力がある集落と、余力のない深刻な集落があります。  
 
質問 一般的には、これまで農村の定住化に対する研究や、定住化促進が図られています

が、  
そうではない、生産者の暮らしから考える解決の方法があることはどうお考えですか。  
 
富田 定住化というのがどこまで必要かという点があるかと思います。お茶農家の様子か

ら分かるように、一部は「通う」（しかも近親者が手伝う）というレベルと、定住しない

と続かないレベルもあると思います。  
 
司会 本来はそうした伝統的な漁業のあり方をレクリエーションとして交流事業を作る

ということも選択肢としてあったのではないかと思います。しかし、現在では残っていな

いというのは、人間の技＝非物資的なサービスが消えていくということの典型だと思いま

す。今日はどうもありがとうございました。  
（注：ページ数の関係から、質問部分等を一部カットしました） 
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１－３ 鷲谷いづみ氏（東京大学保全生態学研究室教授） 
生態系サービスとさとやま 

 
 
司会 「生態学」という言葉は昔からポピュラーだったのですが、十数年前を振り返ると、

「生態学は社会とどういう接点があるか」ということは、科学者のほうからあまりアプロ

ーチがなかったように思います。それを矢原徹一先生（現・九州大学大学院生態科学研究

室教授）と鷲谷先生とで保全生態学の教科書を書かれて、それが学生たちに非常に人気を

博し、それから徐々に時代が動いていきました。  
「保全生態学」あるいは「保全生物学」という学問が徐々に認知されていって、そこで

科学と社会との接点ができて、先生ご自身も政策提言とか、地域 NGO/NPO との連携とい

うようなことを非常に精力的に、サイエンティストというという立場からご発言、ご活躍

されてきました。この辺は皆さん、ご存じの方も大勢いるのではないかと思います。  
 今日は「生態系サービス」というテーマと、「さとやま」という接点でお話をしていただ

きます。お手元に資料として「科学」（岩波書店）バックナンバーのコピーがあります。国

連ミレニアム評価の概説を、何年か前に先生に日本語でご紹介いただいたものです。評価

本文は非常なボリュームがあってポイントがなかなかわかりづらいところがあるのですが、

これを読んでいただくととてもすっと腑に落ちる感じがあると思いますので、参考に読ん

でいただければと思います。  
 
鷲谷いづみ 今日はお招きいただきましてありがとうございます。「保全生物学」という

のは生態学の応用分野ですが、生物多様性の保全と持続可能な利用という社会的な目標の

実現に必要な科学的な課題を扱うということになっておりますので、非常に幅が広いので

す。かなり生物学、生態学寄りのところから、地域の人々の営みに関わることまで幅広く

言及しています。また、自然再生が政策になっていますので、自然再生の科学的な推進に

関する研究などもしております。  
 今日は生態系サービスについての勉強会ということでしたので、2005 年くらいにミレニ

アム生態系評価のレポートが出た頃、まだ日本でそれがあまり話題にもならなかったので、

一部紹介するような記事を岩波の「科学」に書きました。それから 10 年も経たないうちに

今はもう当たり前の用語になってしまい

ました。私の中ではもうブームが去って

いるところもあるのですが、昔のことも

思い出しつつ、「さとやま」というテーマ

を今日は重要なテーマとして扱わせてい

ただきます。それだけではなく、原子力

発電所の事故による放射能汚染と生態系

サービスというようなことも重要なテー

マではないかと思っておりますので、そ

れにつながるようなことを若干お話させ

ていただければと思います。  
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 「生態系サービス」が世界の中に現れたのは非常に最近で、1990 年の後半くらいにア

メリカの生態学者たち、デイリーというしばらく前にコスモス賞を受賞した女性の研究者

などが中心でした。生態系の働きや生物多様性という価値を世界に認識してもらおうとい

うことで、「生態系サービス」という言葉を宣伝し始めたのが 1990 年の後半です。すぐに

それは功を奏して、国連のミレニアム生態系評価は「生態系サービス」というキーワード

を軸にして行われました。生態系の働きによって生み出される人間社会にとってのあらゆ

る便益を「生態系サービス」と言いますし、地域によって何がサービスとして重要なのか

は異なりますが、そこの地域での心身ともに豊かな生活を支えるのが「生態系サービス」

であると言えます。  
 
 今日は「さとやま」もテーマですので、このようにい

かにもさとやまらしい風景の場所があったとして、その

生態系サービスというのを考えてみると、まずここでで

きる農作物も生態系サービスの一つですが、それが環境

保全と結びついてブランド化されていると、より価値の

高い生態系サービスとして提供されることになります。

そして、水田や樹林などが組み合わさっていますので、保水の効果などもありますし、そ

ういうことを介して災害の防止や緩和に役に立つというサービスもありますし、植生と土

壌が炭素を吸収して蓄積しますので、気候の安定化にも役に立つというサービスもありま

す。水源域にあまりに農薬や化学肥料がたくさん使われていればこれは実現しませんが、

そうではなく最近の環境保全型農業が行われていれば、きっと下流域の安全な水の供給に

も寄与するというサービスを提供することにもなります。  
生物多様性と生態系サービスの関係で

すが、生物多様性のさまざまな要素によ

って生態系が構成されていて、生態系と

生物多様性の言葉の関係は複雑で、お互

いに交錯している関係があるので、生態

系も生物多様性に含まれているのですが、

構成されて生態系の働きによって生態系

サービスが生まれてくる。そういう意味

では生態系サービスを生み出しているの

は、もとをたどっていくと生物多様性で

あるという言い方もできなくはありませ

ん。  
 生態系サービスは、普通四つのカテゴリーに分けて理解するというのが一般的になって

います。①資源を供給するサービス。②調節的サービス。③文化的サービス。それから、

直接人が便益を受けるサービスが生み出されるわけですが、そのような生態系が維持され

ていなければサービスは生まれないので、生態系全体の健全性を保つような働きを④基盤

的サービスと呼んでいます。この基盤的サービスも入れますと、生態系サービスは非常に
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広い概念になります。  
 ミレニアム生態系評価は、資源

供給のサービス、調節的サービス、

文化的サービス、基盤的サービス

という面から生態系評価をしたの

ですが、それと Human Well-Being
との関連を重視しながら評価が行

われました。Human Well-Being の

Being という言葉が日本語ではピ

ッタリした言葉がなく、幸福とか、

福利、福祉という言葉もあります

が、なかなかピンと来ないので、

ここでは「良き暮らしの条件」と

か、「福祉」という書き方をしています。これとの関連を重視しながら生態系の評価が行わ

れたわけです。  
 良き暮らしの条件としては、まず選択や行動が束縛されないこと。自由がなければ良き

暮らしはあり得ないわけです。そして安全。衣食住に満ち足りていること。そして健康で

あること。そして良き社会関係に恵まれていること。非常に幸福や Well-Being を観念的に

捉えると、やはりこれくらいの要素になるだろうという常識的な分類がなされています。

資源の供給サービスは衣食住を支えるものですし、健康も、食べるものがほとんどないと

いうことでは健康は保たれないというふうに、こんな関係があるだろうと想定され、分析

がなされました。  
ミレニアム生態系評価とは、国連の呼びかけで実施された大規模な地球環境のアセスメ

ントで、ほぼ 5 年をかけて実施されて、2005 年に出された報告書は全部インターネットで

読むことができます。各国から 1,360 人の専門家が参加したそうですが、欧米の専門家が

多いです。日本からの貢献はあまり大きくありませんでした。  
 まず、生態系と生態系サービスを把握したり、分類したりという基本的な作業が行われ、

先ほど概念図をお見せしましたが、人間社会と生態系サービスの結びつきがどんなものか

という、この辺りは概念的な整理が多いです。そして、そういうことに及ぼす直接的、間

接的な要因というものを洗い出して把握し、適切な指標なり、評価項目みたいなものを選

んでいき、それに基づいて今どんな現状にあるかという傾向評価。まず生態系の方の評価

をして、それと先ほどの人類の Well-Being との関係に基づいて、それへの影響を評価する

ということをしています。  
 今日は時間がないので紹介できませんが、これまでの 50 年間について評価して、この先

50 年を予測するという作業をしましたので、先の予測はシナリオに基づいて予測しますの

で、シナリオを軸としてシナリオ評価などをし、シナリオというのはこれからいろいろな

問題にどう対処するかというものですが、それぞれ対処の仕方の違うシナリオを分析する

ことになります。そして、当然不確実性がたくさんあります。気候変動のレポートなども

同様ですが、ある程度は不確実性についても意識した記述をしています。  
ごく一部だけ紹介しますと、枠組みを先程もご紹介しましたが、あれを具体的な問題に
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若干落としてみると、例えば Well-Being。人々が幸福に暮らす、貧困を撲滅するというこ

とは国連の非常に重要なテーマですので、貧困の問題が大変重視されています。これも先

ほど出ていましたが、こういうものが重要だという概念が整理されて、これも先ほどの図

と同じですが、生態系サービスは、その Well-Being や貧困にも影響しますが、他のもの、

たとえば人工的な変動とか社会政治的な要因など Well-Being に影響するものもたくさんあ

ります。土地利用が変化するということとか、気候変動とか、外来種のことなども若干入

っていますが、そういうようなものは生態系サービスを介して影響する。こういう直接影

響だけではなく、間接的影響についても考慮する枠組みによって評価を進めたいというこ

とが特徴です。  
このように膨大なことなので、なかなかポイントを捉えてというのは難しいのですが、

この 50 年間くらいに生態系がどうなったかということに関して、重要な数字だけここに挙

げています。  
大きく人為的に改変されたというのが、地球の生態系の一つの特徴です。例えば水です

が、人間が使う水というのは 400 年間で 2 倍になって、使うためにはダムなどを設置する

わけですが、貯水量が 4 倍になっています。農地は放棄と共に開発が進んでいるというの

が今の現状です。1950 年からの 30 年間に農地に変化された土地の面積というのは、1700
年くらいから 150 年の間が農地開発が盛んだった時代ですが、それよりも広いとか、今は

もうすでに農地として放棄されているところも含めて、農地になっている土地は陸地面積

の 4 分の 1 になっているとか、あるいは農業に関係あることでしたら、ここ 30 年間に肥料

の使用料や農地の蓄積量が 3 倍になった。窒素に関しては、生物が利用可能な窒素が 2 倍

以上に増えています。これはどうしてかというと、自然のプロセスによって大気中の不安

定な窒素が生物が利用できる窒素に変えられていますが、それよりも人間が工業的に窒素

を固定して農地に投入する量のほうが多いので 2 倍以上になっています。海では乱獲によ

って漁業資源の枯渇が全地球的に問題になっていますが、資源が枯渇しつつある魚種が 4
分の 1 になるとか、こういう数字が示されます。  
 

生態系サービスについてですが、評価が可能なのは、統計などによって量的にある程度

把握されるもの、もしくは量的把握が難しくても、非常に明瞭に何が起こっているかを共

通に認識できるものです。そうすると限られていて、評価できたのが 24 です。資源の供給

サービスですと食料です。穀物、家畜、魚、水産養殖、野生状態の食物などいろいろあり

ます。供給的サービスは、穀物や家畜は非常に強化され、農地が開発され、農業の効率化

が図られてということで、こういうものの供給量は大幅に増加しています。それ以外はみ

んな下向きだということがわかると思います。  
気候の制御は地球全体で上向き、調節的サービスが上昇しているとなっていますが、こ

れは地球全体が白っぽくなったので、そうすると温暖化と逆の効果があります。その効果

についてだけ評価しているので上向きです。アルベド（地表面が太陽の光を反射する割合）

が増加して冷却効果が生じている。緑が少なくなると白くなる。砂漠化すると白くなる。

その効果についてだけはプラス。それをどう解釈するか。  
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害虫の制御も、生態系によ

る制御は低下しているとか、

植物の受粉は農業生産の一部

にとっても重要ですし、野生

の植物が実を実らせるために

重要ですが、花粉媒介、これ

はポリネーターの働きですが、

大幅に低下しています。評価

された頃より今のほうがもっ

とこの問題は深刻に捉えられ

ています。  
自然災害の制御に関しては、

緩衝的な機能、要するにマン

グローブ林、海岸近くの湿地や干潟。そういうものがおしなべて減少しつつありますので、

緩衝帯がなくなって自然災害に社会が弱い状態になっていることもあります。  
ある生態系サービスの強化というのは行われたのですが、それと裏腹に、あるいは独立

に低下したサービスのあおりということ、将来に向けてもますます生態系サービスの低下

はもたらされるだろうという予測になっています。  
大きな結論ですが、評価対象とした 24 のサービス、先ほど言いましたが、評価が統計

資料等で可能なサービスのうち 60％にあたる 15 のサービスは劣化、あるいは持続可能で

はない。将来には不足してくる可能性がある。現世代は生態系劣化のつけをのちの世代に

回すことになっているということです。  
過去 50 年は大きく生態系が変化した時代で、それは食料や、水や、材木、燃料などの

需要が高まったことと関連して、その需要を満たすためにあるサービスを強化するよう人

間活動が強化されたわけですが、不可逆的な他の生態系サービスのポテンシャルの低下が

生物多様性の損失によってもたらされた。さまざまな変化というのは、人間の物質的な幸

福の改善と経済的な発展に寄与したけれども、その利益を受けた一方で多くの生態系サー

ビスの劣化と、非線形的な変化――最近は Tipping Point という言葉がよく使われるように

なりましたが――ある限界を超えて生態系が変化してしまうと、急にいくつもの生態系サ

ービスが失われるとか、不可逆的な変化でなかなかもとに戻すことが難しいというような

リスクが増大しているということです。それと一方で、ある生態系サービスを強化するこ

とによる利益、恩恵というのが、全ての地域の全ての人が享受したわけではなく、一方で

極めて深刻な貧困化などの犠牲をまねく。開発の在り方によってはその地域の人達が伝統

的に利用していた生態系サービスが利用できなくなって、もっとも貧しい層が生態系サー

ビスの利用可能性を失って一層貧困になるということが起こっています。  
特定の供給サービスの人為的強化――これは 50 年間の大きな傾向だったわけですが―

―それが多様な生態系サービスと基盤的サービスを損なう傾向にあったことがわかったこ

との一つでもあります。  
 

生態系サービスと生物多様性について、もう少し細かくお話しします。  
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生物多様性は、概念としては種内の多様性、遺伝子の多様性、そして種の多様性、生態

系の多様性まで含んでいます。そのため、それぞれの多様性と生態系サービスの関係につ

いて見てみると、生態系の多様性がある空間的な範囲に保たれていれば、異なるタイプの

生態系は、異なる生態系サービスのセットを提供する可能性があるので、多様な生態系サ

ービスの提供ポテンシャルが、生態系の多様性によって保障されます。  
種の多様性ですが、それぞれの種は単独で、あるいは生物間相互作用などを介して、異

なる生態系サービスを提供する「生態系の機能」に関わっています。  
類似した生態系における機能

を持つ種が何種も存在すると、

それを冗長性（Redundancy）と

呼びますが、それがあると、あ

る種のあり方が変わっても他の

種がきちんと役割を担っている

ということになりますので、生

態系サービスの安定した提供が

可能になります。似たような働

きをする種が多く存在すれば、

安定的に生態系サービスが提供

される。そういう意味で、種の

多様性というのは生態系サービスの安定的な提供に寄与していると考えられます。  
種内の多様性ですが、種内に多様性があることが、その種の存続性にとても大きな意義

を持ちます。環境が変動しても、ある程度変化して種が維持されるとか、同じようなタイ

プの環境変化で個体群全体が失われることはないという意味で、種内の多様性というのは、

種の存続性を通じて生態系サービスの安定的な提供に寄与しています。これは生態系サー

ビスを提供する機能そのものに「生物多様性」がどう働いているかということなのですが、

私たちの生物多様性についての利用方法としては、生態系サービスをバランスよく利用す

るとか、ある生態系サービスだけではなく、多様な生態系サービスを提供するポテンシャ

ルを考えるとなると、これは生物多様性があって健全な生態系が成り立つわけですから、

その指標と考えることができます。ある特定の生態系サービスにだけ注目するというのは

簡単で、それを強化することは簡単なのですが、それによって他の生態系サービスを提供

するポテンシャルが失われたら、後の世代にそのことが保障されないというようなことを

なくすためには、生物多様性などを失われないようにしながら多様な生態系サービスをバ

ランス良く提供するポテンシャルを残していくことが重要です。このように、両者の間に

関係があると見ることもできます。  
 

人間の対環境戦略 

次に、少し根源的な話になります。人の対環境戦略という視点から今の危機を眺めると

どうなるかということなのですが、対環境戦略というのは、生物としての人の対環境戦略

です。皆さんよくご存知だと思いますが、私たちと一番近いのはチンパンジーです。チン
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パンジーの遺伝的変異の中にヒトとチンパンジーの違いが含まれるほど、DNA や遺伝子レ

ベルで見ると私たちはチンパンジーそのものなのです。チンパンジーの研究をしている人

は、チンパンジーのことを「チンパン人」と呼ぶこともあります。私もチンパン人だろう

というくらい近い。よく似ています。いろいろな哺乳動物を考えてみて、他に何も無かっ

たら変異の一つと言えるくらい似ているのですが、すごく大きな行動上の違いが最近注目

されています。  
それは、ヒトは母親以外の大人が子育てに参加する、しかも集団で協力して子育てをす

るということです。これは、人間とチンパンジーを分ける行動上の一番大きな違いです。

チンパンジーは母親だけで、他の大人はほとんど関係ない。集団による子育て行動が（進

化的に）起こるための心理的な保障がなければいけないのですが、幼いもの、弱いものに

心を向ける性質とか、言語があるのも重要なのですが、それだけではなく「人の心を読む」

という特性がヒトにはあります。チンパンジーの行動を研究している方たちがよくその違

いを強調されています。  
男性について言えば、戦争や狩猟以外で協

力するというのは、チンパンジーにはなくて

ヒトにはある。ヒトには、平和な時に協力関

係を結ぶという行動上の特性があります。そ

れはその子育てのあり方から派生して心理的

な人のあり方に依存したものと解釈できなく

はない。人類は、チンパンジーとは 200 万年

とかそのくらい前に分かれているのですが、

私達自身、ホモサピエンスは 20 万年くらい前

に地球に出現しました。この辺り、人類はこ

こにいたのですが、ホモサピエンスは 10 万年くらい前になるとそこを旅立って、世界各地

に広がっていったわけです。最後にたどり着いたのはポリネシアです。イースター島など

もそうですが、その辺りの島です。日本には何回もアジア一帯から、南から北から入って

きたことがわかっていますが、この 10 万年とかの時間になると、地球の環境は大きく変動

しています。  
その前に、生物の戦略の進化を考えます。戦略というのは日常用語の戦略ではなく、生

物学、生態学の用語としての戦略ですが、これは自然選択によってできる進化した遺伝的

な形質を言います。しかし固定的なものではなく、環境に応じて発言は順応的です。これ

は単純な植物の例をイメージしていただくために描いてあるのですが、『葉っぱの秘密』（山

と溪谷社刊）という本を書きましたが、この本の中で論じていますが、葉っぱは光の強さ

と葉のかたちの間にとても大きな関係があって、暗いところでは薄い葉をつくるのが一般

的で、明るくなると厚くて小さい葉をつくります。そういうのは割合広くある性質なので

すが、種によって明るさに対する葉のかたちの反応が違います。例えば A という種は、暗

い時は非常に大きな葉をつくるのですが、ちょっと光が強くなったら、わりあい小さい葉

をつくります。このような反応の曲線を描く。B はだんだん反比例で小さくなるような反

応をする。この反応の曲線のことを、ここでは「反応基準（reaction norm）」と言います。

これが適応進化します。大きいか小さいかが適応進化するのではなく、環境に応じてどう
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変化するかです。というのは、生物のさらされ

ている環境というのは変動に満ちていますので、

それを頭に入れておいてください。  
動物の行動も同じです。固定的な反応が進化

しているのではなく、条件に応じてどう変化す

るか。それが進化しているわけです。  
次に人ですが、人は生物としての適応もいろ

いろあって、どんな食生活をしてきたかによっ

て、地域によって腸内の酵素のあり方が違った

りという進化が起きています。一方で文化的な

適応がかなり著しい。つまり倫理とか、社会的

信念とか、場合によっては科学とか、そしてそんな仰々しい名前で呼ばないまでも、人に

特有のさまざまな行動の規範のようなものがあって、私たちの日々の行動が形作られてい

ます。生物としての適応と文化的な適応とが不可分に結びついて行動がありますので、な

かなか複雑ではありますが、これら全体を含めて人の行動が進化するという捉え方ができ

ると思います。  
いずれにしてもそこの変動環境に合わないものであれば、今に伝わっていないと考えら

れます。どこかで淘汰されてしまったはずです。広義の進化として扱うことができます。  
人の戦略などについて考える場合、現実は複雑ですし、人の歴史は 20 万年もあるので、

いろんなことの歴史を背負って一人ひとりの個人がいるわけです。集団についても言える

わけなので、こういう時に戦略を考えるということは、極端なものを考えるとよい。つま

り「モデル」を考えるということです。だいたい科学はそうです。理想、期待について検

討する。実際には期待はないけれども、人間の行動戦略を考えるというかたちです。  
 

人類がアフリカに生まれ、その

後地球の各地をさまよって生活に

適した場所を見つけて住みついて、

長くその場に住んでいた人達もい

れば、また違うところに移動した

人達もいます。その間は気候変動

がかなり大きく、氷河期と間氷期

の繰り返しがあります。二酸化炭

素の濃度と気温のグラフが描いて

ありますが、人類の出現がこの辺

りです。移動が始まったのが（こ

れは幅を持って考えたほうがいい

のですが）、この辺りです。現在がここで、これが気温です。  
地球上で一番寒い時代に注目する必要があると思っています。それが 2 万年前くらいか

ら始まった時代です。他の時代にもいろいろな淘汰は起こったのですが、2 万年前を生き

残ったかどうかということが、今に伝わるいろいろな性質を決めていると考えられるから
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です。  
2 万年前に氷河がどう分布していたか。

これは場所によって違います。2 万年前

にどこにいたかということで試練が違っ

ていたと考えられます。見てみると、地

球全体が広く氷河に覆われていますが、

アフリカやアジアはあまり氷河に覆われ

ていません。この氷河に覆われた地域に

いた人たちと、あまり覆われていない辺

りに定住していたか動いていた人たちは、

ぜんぜん違う環境にさらされたというこ

とに注目する必要があると私は思います。  
二つの極端な戦略をこういうことを念頭において考えてみることにすると、最寒冷期で

ある 2 万年くらい前にも、温暖で穏やかな気候が続いていた時期や、アフリカやアジアと

いう地域があった。それは豊かな、その前の時代からずっと継続したような自然の恵みが

持続していたと思われます。もともとサルとしての私たちは果実や葉っぱが大事な食べ物

だったのですが、人になってから貝というものが非常に重要になった。水からの資源を得

たといろいろなことから想像されるのですが、こういうようなものが採取して手に入った。

つまり、頑張って攻撃性を持って何かをしなくても食べ物が手に入る状態であった。  
もともと人の行動戦略というのは、チンパンジーと何が違うということからも、かなり

強制的な行動のあり方や心理のあり方があると思いますので、これは人の戦略の基調にあ

るのが共生なのではないかと考えることができます。これは私が勝手に考えている仮説な

のですが、そういう戦略で十分やっていける。今のさとやまの原型、いろいろな食物だけ

にしても資源の取れる場所を使いながら、それを持続可能なかたちで取っていく。共生の

知恵のようなものが大変重要だったのではないか。そういうものが蓄積してきたのではな

いか。その蓄積の果てにさとやまでの人間活動があるのではないかと考えています。  
 

一方で、北のシベリアやヨーロッパ、その北の方を回ったアメリカ大陸のアメリカの先

住民ですが、すごくよく動きました

し、南アメリカまで行って、寒いと

ころに行った人々もいる。全部一緒

にして非常に単純な議論をしている

のですが、資源が限られています。

ツンドラのような気候や、寒い草原

のようなところが大型哺乳類の世界

です。植物の資源などは直接人が消

化できるようなものはあまりないけ

れども、お肉になれば食べられる。

理想的なすべての栄養がそれで賄え

ます。ですから、マンモスとか大型
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哺乳類を狩るというのが、餌を確保する唯一の手段。しかも肉が腐りませんので、取って

きて少しは保存がきく。先ほどの暖かい地域では、肉はたくさんいっぺんにとれても腐っ

てしまって、貝とか果実とかをいつも取って食べるということが必要だったと思います。  
そういうふうにするとしたら、言語があってみんなで一緒に狩りができてよかったとい

うことなのですが、やはり集団での統率がとれた行動が必要ですし、攻撃性がなければ大

型哺乳類はとても狩ることができません。そして、乏しい資源のもとで集団が生き残りを

図るような厳しい場面にしょっちゅう遭遇することがあったと思われます。効率性や公平

性などの規範というのは、こういう生活の中で生まれ、培われてきたものではないかと想

像されます。新天地を求めて常に移動したり、植民したりということもしてきた人類のグ

ループもあったと思われます。  
1 万年前に何をもたらしたかというと、大型哺乳類の大絶滅をもたらしました。そして

植民地の時代から現代までの間にモノカルチャーの農地が広がることで地球環境が単純化

するということをもたらしたのではないか。本当に極端なモデルにして単純な議論をする

とこういうふうな考え方ができるのではないかというのが、最近私が考えている仮説でも

あります。  
一方の厳しい環境の下で行動戦略が進化したとしたら、その行動戦略はある意味では

「侵略」だった。しょっちゅう先に動いていかなければいけない。新しい新天地を求める

という意味でも、あるいは他の大型動物を狩るという意味でも「侵略型」です。  
 

その行動もあって、地球では 1 万年くらい前までに大型哺乳類の半分が絶滅してしまい

ました。大型哺乳類というのは体重 44kg 以上の哺乳類を言います。これはもともとの哺乳

類の体重の分布です。対数になっているのでわかりにくいのですが。そうすると、小さい

ものがそれなりに多くて、もうひとつ大きい山があるのですが、大きい方の限界くらいが

44kg。人も大型哺乳動物になります。平均すれば 44kg くらいです。  
半分が絶滅してしまったので、

この黒いところが絶滅です。大き

いほうもだいぶ絶滅しましたので、

地球の哺乳類の体重平均はここ 1
万年くらいにガクッと減りました。

それだけではなく、トータルも個

体数も含めて大型動物がかなり絶

滅したので、一旦ガクッと体重の

合計量が減りました。オーストラ

リアでは 88％、南アメリカでは

83％、北アメリカでは 72％、ヨー

ロッパは、数字は上がっていない

のですが、ヨーロッパでも大絶滅は当たり前なので、ここでは特に書いてなくて、欧米の

研究者が一生懸命「こういうところの先住民も絶滅させた」というデータを出してくるの

でこのようになっています。  
もちろん気候変動も影響していて、人の狩猟だけが原因ではないかもしれませんが、人
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の狩猟がかなり大きな要因になって絶滅が起こったと考えられています。ヨーロッパや新

大陸での大型哺乳類の絶滅に比して、アフリカやアジアでは大型の野生動物が今でも残っ

ています。大型の野生動物の宝庫はアフリカです。アジアにもそれなりに大型のものが残

って、こういう絶滅は起こらなかった。大型哺乳類を狩るという生活がそれほど重要では

ない 20 万年の間、アフリカではそんなには大きな力は発揮しなかったということになると

思います。それに対して最近人類が入っていった地域では大型哺乳動物が絶滅している。  
このような二つの戦略があったとすると、征服型の戦略の帰結として今の地球環境問題

があるというふうにも言えなくはないと思います。効率の良い生産。モノカルチャーの農

地。植生がツンドラとか、寒いところの草原は本当に一様に広大な地域で、農地もそれに

倣ったような農地になっていくと、熱帯地域で作物をつくる時でさえ同じような植物を一

面に植えたパームヤシのプランテーションをつくるとか、ふるさとの植生のあり方がその

まま持ち込まれていると言えなくもないような「モノカルチャー」が発達しています。  
 

地球の限界を超えて 

いろいろな地球環境問題と言われている

ものの中で、何が限界を超えているかを評

価した 2009 年に論文が出ているものの絵

を持ってきました。30 人くらいの欧米の研

究者の共同研究です。この緑の範囲でした

ら一応まだ地球の限界を超えていない。赤

いところにいくと限界を超えたという評価

です。限界を超えているのが地球温暖化と

呼ばれている人為的気候変動と、窒素が多

くなっている問題と、生物多様性の損失。

生物多様性の損失ですが、やはりあらゆる影響を全て生物多様性は受けますので、一番限

界を超えているというのは当然と言えば当然です。  
何をもって限界を超えたと言っているかという一番の根拠は、絶滅率です。絶滅率とい

うのは、ある時間内に 1000 種のうち何種が絶滅したか。1000 年につき 1000 種のうち何種

が絶滅したか。もしくは掛け算をして、100
万年での絶滅の可能性とか、そういうふう

に見ることができるのですが、化石で把握

される過去の絶滅というのは、1000 年につ

き 1000種のうち 1種以下であったと考えら

れています。近年についてはいろいろな絶

滅がもう知られていますので、その率を計

算してみると、過去の絶滅の 1000 倍程度に

なっています。そして、将来予測もいろい

ろな研究者がしていますが、今のままの人

間活動では、将来は 10 倍以上の絶滅率にな

50 JFEJの許可なく転載することを禁止します



 

るだろうと言われていて、これは昨年の COP10 に向けた生物多様性の評価もこういうデ

ータに基づいて行われています。  
1 万年くらい前の人間活動というのは、大型哺乳類を特に危機に陥れたわけですが、現

代の人間活動による絶滅リスクの高まりは、もちろん大きな生物にとっては一番厳しいの

ですが、それだけではなく、小さいものの絶滅リスクも高めているということに特徴があ

ります。哺乳類で絶滅が危惧されるものが、今まだ生き残っているものの 21％、両生類は

30％程度です。  
 

先ほど大型哺乳動物の体重合計の話をしましたが、一旦大型哺乳類が大量絶滅して合計

値が下がった後、人間が増えてきたので、人間の体重で少しずつ増加してきて、今は家畜

の体重が凄まじい増加を示しているので、野生動物と人間の体重合計よりも家畜の体重合

計のほうがずっと多く、しかも指数関数的に増えているという現状にあります。そういう

ことも、それの飼料がどうなっているかとか、排泄物がどうかとか、いろいろ考えたら大

きな負担になっているだろうということがわかります。いろいろな数字が危うさを示して

いるので、このままですと生態学的に見ると「破局」にならざるを得ないというところが

あります。そうしないために、生物多様性条約等のいろいろな条約などや、国連の活動な

どもありますが、もっと根本的にやってみたら、「征服戦略」というのには将来がないこと

ははっきりしています。やはりこれまで隅においやられてきた「共生的な戦略」を見なお

していくということが非常に重要で、効率や競争の呪縛にしばられてしまっているのです

が、現代の先進国の人々は特にそうですが、やはり共生や持続可能性のようなことをむし

ろ重視した価値判断をしていくということなしには破局を防ぐことはできないのではない

かと思います。  
そういう意味で、このアルファベットの「SATOYAMA」に生物多様性条約の枠組みの中

だけですが、目が向けられるようになったということが一筋の希望でもあるのではないか

と思っているところです。生物多様性条約は国際的な枠組みですが、強制的な戦略の一つ

の拠り所になっていると思います。生物多様性の保全は人間以外の動植物に目を向けるこ

とでもありますし、将来世代のことを考えても、保全とか持続可能な利用というのは強く

意識していますので、これはま

さに「共生戦略」です。  
目的はこういうところにあっ

て、先ほど紹介しましたが、2010
年に COP10 でいろいろなこと

が決められて、他の国際的な取

り組みに比べると、ずいぶん日

本がリーダーシップを発揮でき

た国際会議だと思います。重要

な文書は全部採択されました。

新しい戦略計画の愛知ターゲッ

トを含む計画も採択されました

し、多くの方が興味を持ってい
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たのが名古屋議定書ですが、共生型の戦略の抑制ということを考えると、愛知ターゲット

は非常に重要です。そして、「SATOYAMA イニシアティブ」も採択されました。そして、

日本からの提案で、2011 年から 10 年間を国連で「生物多様性のための 10 年」として取り

組みを強化していくという提案も採択されています。これは 2010 年 12 月に開催された国

連総会でも認められて、2011 年から「生物多様性のための 10 年」が始まっています。  
IPCC に あ た る 政 府 間 の 科 学 政 策 の プ ラ ッ ト ホ ー ム 、 IPBES （ Intergovernmental 

Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services）と言われているものの早期設

立の勧告も受け入れられて、今準備が進められているところです。こういうことで、日本

はこのことに関してはそれなりにオピニオンリーダーの役割を果たして、日本の NGO の

活動や、それを受けての政府の動きなどは国際的に見ると大変評価されるものになってい

ます。  
この議論に資するために、生物多様性事務局が公表した地球規模生物多様性概況という

ものがあります。これも項目をミレニアム生態系評価のように（ミレニアム生態系評価は

生態系サービスで評価しましたが）、項目を決めて地球規模で生物多様性の減少速度を低下

させることができたかどうか。この前の目標がそれだったので、うまくいかなかったとい

うことがわかったわけです。「現状は、生態系が人類にとって重要な生態系サービスを提供

する能力を破局的に減少させるいくつかの潜在的な臨界点に近づきつつある」と国連総長

が前書きに書いています。  
採択された愛知目標を含む新戦略ということですが、長期計画は自然と共生する世界で

すので、タイトルからして共生型の目標が掲げられています。内容はいろいろあって、ま

だ人々の認識は十分でないので、認識するということを第一の目標に掲げているというこ

とです。  
 

「さとやま」と「SATOYAMA」 
「SATOYAMA イニシアティブ」ですが、長期の目標が自然と共生する社会を実現する

ということが長期的な目標になりましたので、それに資するために多様な生態系サービス

と価値の確保のための知恵を集めることが必要なのですが、そこに伝統的な知識というも

のもおろそかにしない。近代科

学のみならず、伝統的な知識や

新たな共同管理のあり方を探求

する。ここに地域の伝統文化の

価値と重要性の認識があります。

循環、持続可能な利用とか、こ

ういう視点でイニシアティブと

言っても、今まで認識が十分で

なかったので、それについての

情報を整理するとか、認識する

ということが今の課題になって

います。これで何か具体的な事
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業を展開するとか、そういうものではありません。日本のさとやまとか、世界の類似した

システムに学んで自然共生社会の実現のために情報として役立てていくというようなもの

です。  
日本のさとやまの生態学的な特徴として、どうして生物多様性が高いのかということと

関わる生態学的な特徴をお話しましょう。「さとやま」をわざわざひらがなで書いて漢字で

書かないのは、漢字で書く「里山」というのはそれぞれいろいろなイメージをもっていら

っしゃると思うので、それと違いますということです。政策の用語で言えば、「里地里山」

という用語があります。それとは近いです。そして、アルファベットの SATOYAMA を表

したいということで、ひらがなを使うことにします。漢字で書くと、みんなそれぞれのイ

メージで捉えてしまうので伝わらないことがあります。  
定住しているところは農業が必ず行われていますので、居住地と農地と、そして資源を

採集してくる場所が山です。それを総合した場所がさとやまです。このようなイメージに

なります。どんな資源が必要かに応じて、樹林あり、草原あり、溜池とか水辺があります

ので、いろいろな多様な生息場所が集まっているということで、それぞれ異なる生息環境

を要求する生物がこういう空間だ

ったら住めるという、こういうモ

ザイク性を最近では「生態系模様」

という言葉で表しています。さと

やまは生態系模様がきめ細かいで

す。それに対してアメリカのプレ

ーリーの辺り（穀倉地帯）の農業

生態系は同じような農地ばかり続

いているので、生態系模様が非常

に単純で粗いという言い方をしま

す。これは土地利用ですので、い

くらでも資料からいろいろな計算

等ができます。  
 

人間活動がもたらす効果ですが、火入れは非常に重要な、これは石器時代からの人類の

生態系の管理の手法です。石器時代と言いましたが、鹿などの狩猟をしやすい場所をつく

るとか、人間は体の中でつくれないビタミン C を摂らなければいけない。ちょっと涼しい

ところで果実などがあまり無かったら、木苺やブルーベリーが重要です。明るい立地でな

ければそういうものはできないので、火入れをしてそういうものが育ちやすい場所をつく

る。木苺などは種子にそれこそ光熱の影響を受けると発芽できるようになるので、そうい

う営みが今でもあります。阿蘇では火入れで草原を管理する。もうずっと古い時代からの

伝統です。昔はアマゾン地域も、もっと人が使っていた時代があって、火入れをして植生

管理をしていた考古学的な痕跡が残っていたりします。  
それで、こういう伝統的な管理くらいの人為のかけ方ですと、「中程度の撹乱」と私た

ちは呼んでいるのですが、それほど強すぎないので、むしろ多様性を高める効果がありま

す。人手が加わらなければさとやまの多様性は維持できないと言いますが、人手のあり方

53 JFEJの許可なく転載することを禁止します



 

が伝統的で今までもずっと続けてきて、そこで生きている生き物が適応しているようなあ

り方であれば多様性が高まるということになります。  
一  方  の  多  様  な  環 

境 が あるようなことに関

しては、「さとやま指標」と

いうものを私たちは開発し

て評価できるようにしまし

た。土地利用がどのくらい、

一様ではないか、モノカル

チャーではないという指標

と、生物の生息の場として

も、人間が資源を取る場と

しても重要な半自然的な土

地利用、森林や草原や湿地

の割合、そういうものを考

慮して、地図に描くとこの

ようになります。世界地図で見ていただくと、プレーリーとか、世界の穀草地帯というの

は真っ赤です。インドが真っ赤なのが気になります。どういう国の植民地だったかという

ことと非常に関連があります。それに対して、アジアはそんなに赤くない。逆に白いとこ

ろは農地がないところですので計算していないのですが、本当は白かったのに緑になった

という見方もできます。こういう土地利用図を使って計算しています。日本では、石川県

は能登のさとやま地域などは非常に重視していて、いろいろ政策をつくっていますが、そ

ういうところは確かに緑色です。あとは千葉もさとやまの政策がかなり重視されています。

このような計算もできます。  
 

野焼きや火入れが今、非常に難しくなってきているのですが、生物多様性の保全には非

常に重要です。  
万葉集に一番多く読まれているのは植物の萩です。萩というのはまさに火入れをした野

の植物で、それこそ種子も火の作

用がなければ発芽しません。万葉

時代の人々の周りには、萩がある

ような野がいっぱいあった。その

一部は「牧」。牧というのは、昔は、

馬が交通のためにも戦のためにも

非常に重要でしたので、全国に牧

がありました。日本は火入れをし

ないと森になってしまいます。で

すから、もともと草原が発達しや

すい火山の周りとか、川のほとり

など野焼きにして火を入れる。そ
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ういう伝統が今はほとんど失われつつありますが、広範囲に頑張っているのが阿蘇です。

そして、川の周りの葦原、荻原などで、関東地方でしたら渡良瀬用水池は火入れをして葦

や荻の草原を維持しています。資源として使われなくなってきていますが、ああいうもの

をバイオマスとして利用するということになると、生物多様性にも気候変動にも寄与する

ような新しいやり方が生まれるのですが、そういうものにはどの省庁も興味を持っていま

せん。作物でもないですし、誰も興味を持っていません。  
 

原子力のあやうさ 

原子力発電の事故と生態系サービスに関わることを簡単に言ってみたいと思います。  
放射能というのは完全に閉じ込めることはできていない。人間の今持っているテクノロ

ジーではまだ全くできていないということがあります。日常的な管理放出というのも若干

ありますが、ドイツ政府の調査で原発周囲の 5km 圏内で小児白血病が非常に高い率で発症

しているという調査があります。ただ、これはメカニズムがきれいに証明できていないの

で、検討中です。そして、事故が起こったのは、どんなことになるのか私たちが一番経験

しているところです。  
放射性廃棄物ですが、1t あたり 1018 ベクレルの放射能があって、それが徐々にそれぞれ

の半減期で減っていきます。私たちが進化を考えるタイムスケールが 100 万年オーダーで

す。もっと早く進化するものもいっぱいあります。新しい種が出てくるのは 100 万年オー

ダーの出来事ですが、100 万年経っても廃棄物 1t あたり 1012 ベクレルです。一つの原子力

発電所から 1 年に出てくる廃棄物が 25t くらいです。それが溜まっていって、その処理に

ついていろいろ計画はありますが、うまく進んでいないというのは皆さんご存知だと思い

ます。それは日本だけではなく、世界全体としても同じです。日本だけが中間処理をして

もう一度燃料にしてということを願っていて、他の国はやめてしまいました。そうすると、

最終処分を、今まで溜まった分、これから溜まる分をしなければいけないのですが、処理

方法が決まっているのはフィンランドともう 1 ヵ国くらいです。まだ決まっていない。で

すから、見切り発車で「そのうち技術が開発され、できるだろう」ということで、今廃棄

物が溜まっているという現状です。  
処分や保管というのは非常に長期にわたります。何万年とか、場合によってはもっと長

いタイムスケールで保管管理が必要になります。どこに処理するにしても同様です。発電

の恩恵を受けなかった人や、生態系や生物多様性へ将来甚大な影響が及ぶかもしれないと

いうことを考えると、現世代の利益だけではなく将来世代の利益も考えることが持続可能

性ですので、ちょっとサステナビリティの思想と合い入れないような廃棄物のあり方では

ないかという感じがします。まずそれが環境、生物多様性の保全に関わっている立場から

見て思うところです。  
 

福島原発は進行中でこれからいろいろなことが起こると思うのですが、チェルノブイリ

のほうは 25 年経っていて、膨大なレポートや論文があります。そういうもので生態系サー

ビスに関するところを若干見てみたいと思います。  
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事故の規模はチェルノブイリのほうが若干大き

い。福島はどのくらい出たかがはっきりとわから

ず、「政府がこう言っている」というだけです。チ

ェルノブイリはまずはヨウ素 131 の汚染。ミルク

が汚染されて子供たちの多くが甲状腺癌になった

ということがありますが、これは半減期が短いの

で、事故後の短期間の汚染が問題になったのです

が、セシウム 137 は測りやすいということもあっ

て、半減期が長いものの指標にもなるような核種

ですが、これはいまだにかなりの線量で存在して

いて、半減期で減ったくらいしか減っていない。

除染など一部で試みられたところはありますが、あまりうまくいっていません。ごく局所

的にうまくいったところがあっても、ほとんどがうまくいっていない状況です。  
本当に健康と環境への影響はさまざまで、なかなかそれから取り出してくるのは難しい

のですが、生態系サービスということで、特に資源の供給サービスに関わる数字を拾い出

してみます。汚染によって利用できなくなった農地と林地の面積について、ヨーロッパに

広くいろいろな影響があるのですが、狭く限定してウクライナ、ベラルーシ、ロシア共和

国のみ合計をしてみると、78 万 ha くらいは放棄せざるを得なかった農地です。さらに材

木の生産ができない。材の汚染が問題になってしまうので、外には出せません。燃料にも

できないので、大文字焼きで松のことが話題になりましたが、あるメカニズムがあって樹

木は汚染されやすいのです。それで 69 万 ha は生産林としての機能を失いました。  
ベラルーシは悲劇的なのですが、最も優良な農地が汚染されてしまったという問題が起

こりました。牛乳が一番話題になりましたが、初期の頃はヨウ素の汚染で、その後はセシ

ウムですが、牧草から牛の体に取り込まれるというルートでの汚染です。それからそれが

出すミルクの汚染です。ちょっと油断すると、そのミルクを子供が飲んで甲状腺癌のリス

クが高まるとか、そういうようなことになります。資料に「多くの子供が甲状腺癌に」と

書いてあるのは、数字がいろいろどういう機関が発表しているかによって違います。原子

力を推進するという立場が強い機関のものは少し少なめの評価ですが、それでも 4,000 人

の子供が甲状腺癌になったという数字が出されています。  
2000 年代になっても暫定的なその国等の基準値を超える牛乳の生産がまだ続いていま

す。これはヨーロッパ全域です。  
 

もう一つ、私は、今日のお話の流れでわかるように、伝統的な営みで採集して利用して

いるような食べ物、そういうものに強く依存している地域——感覚から言うと貧しい地域と

いうことになりますが——伝統的なあり方をずっと持続している地域があります。そういう

ところの食料というのは、生態系サービスとして大変重要な価値があると思うので、そう

いうもののデータの例として、ベリー類があります。冷涼な気候ですので、コケモモ類と

いうのはブルーベリーなどです。野生のいちごとか、キイチゴ類などというのはけっこう

放射能を集めてしまう性質があることがわかっています。これは m2 あたりの土壌、キロ

ベクレルあたりその植物体のベクレル数。こういうものを移行係数と呼んで、作物とかそ
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れぞれ違いますので、合計数の値を比較されたりしていますが、比較的大きい合計数を示

しています。  
きのこ類は汚染が激しい。なぜかというと、セシウムはカリウムと同様に振る舞います。

カリウムは植物の三大栄養素の一つですが、不足しがちで、植物は菌根に依存して、きの

この仲間は菌子を広く張り巡らせて、そういうミネラルを効率よく吸収します。子実体(き
のこ本体)にも貯めますし、樹木その他共生している菌根を持っている植物に供給するとい

うことですので、まずきのこが汚染されるだろうというのは、生態学的には非常に納得の

いくことです。日本でもチェルノブイリの時にかなり汚染されたきのこが見つかって報告

されているようです。今回はまだこれからではないかと思います。  
こういう汚染というのは、場所によって非常に大きく変動があります。ですから、なか

なか「ここのものは危ない」と言いにくい部分はあるのですが、それでも子実体に含まれ

ているセシウム 137 の濃度と土壌の汚染度には相関が認められています。すごく変動は大

きいけれども、土壌が汚染されているところではきのこがより汚染されているという関係

はあるということはわかりました。  
 

最近ホットスポットという言葉をよく聞きますが、チェルノブイリの事故後にもホット

スポットはヨーロッパ全域にいくつかあるのですが、そういうところできのこが問題にな

っています。4 月に飯舘村のしいたけでかなりの汚染が報告されているという報道があり

ましたが、これがそうやって菌糸（菌根）から吸収された汚染なのかどうか。あるいは降

ってきたものが付着したのか、まだ 4 月ですから何とも言えないのですが、この秋きのこ

がどうなるかということ——野生のきのこです——今私たちが食べているきのこはみんな工場

の中でつくっているので、汚染はあまり心配ないと思うのですが、きのこ採りが好きな人

たちは慎重に行動したほうがいいのではないかと思います。このことは生態系サービスと

いう言葉を使ってもいいのですが、森や湿地の恵みが放射能汚染によって災いになってし

まったと見なければいけない。  
今説明しましたが、菌類というのは放射性物質を貯めやすい。多くの樹木が菌類と共生

しています。菌類が集めたセシウムが樹木に移ります。それで葉が落ちると、またそれを

きのこの菌糸が吸収するということで、チェルノブイリの後では完全に循環が起こってい

て、食物連鎖と物質循環の営みというものがやっかいで、放射性物質も循環させるという

事態になっているようです。  
 

伝統的な暮らしをずっと続けていた人たちが最大の被害者になるということがこのこ

とからも予想されるのですが、スカンジナビア半島やロシアの北極圏に住んでいるサーミ

人がそうです。古い時代に大型哺乳類を狩る生活をしていた、そういうスタイルがずっと

残ってきた人たちなのではないかと思いますが、もともと狩猟遊牧民族です。トナカイに

依存した狩猟遊牧民族ですが、今はほとんどが定住生活をしているのだけれども、トナカ

イを牧場のようなところで飼っていたり、トナカイ依存の生活です。それでトナカイの肉

が汚染されてしまって、放牧生活が崩壊してしまいます。  
これの食物連鎖ですが、ハナゴケは地衣類です。菌類と藻類の共生体。非常に貧栄養で

寒いところというのは植物が生えないのですが、地衣類はそういう過酷な環境でも一次生
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産者になります。菌類が栄養のないところでミネラルを吸収して、藻類が光合成をする。

そういう共生体で、これをトナカイはそれだけをほぼ食べてお肉に変えるわけです。こう

いう汚染でトナカイが利用できなくなった。  
この話も IAEA のブックレットに書いてあります。チェルノブイリで何が起こったかと

いうこと。汚染のデータについては出ていなかったので、お話だけ出ていたので、私が他

から調べて入れましたが、サーミ人がこういう被害を被ったということは、IAEA のブッ

クレットにも書いてあるような事実であるということです。  
 

動物や生態系の影響もかなりよく研究さ

れて、国際的なレベルの高いジャーナルにい

っぱい論文があります。有名なのが、ツバメ

の話です。研究された人たちですが、チェル

ノブイリ・リサーチ・イニシアティブという

グループを自分たちでつくって研究をして、

精力的に論文を発表している方たちです。ツ

バメが重要な研究対象です。写真に出ている、

この白くなったツバメというのが一つのシンボルです。ここが白いツバメは普通はいませ

ん。ですが、事故後チェルノブイリの汚染地域と対象地域で、対象地域でもそういうもの

が若干出てきているのですが、汚染したチェルノブイリでは非常に率が高い。カロチノイ

ドの合成に異常が起きると白くなります。色素というのは免疫系とか色々なことにつなが

りがあります。赤いのはメスにアピールするオスのツバメです。ですから、繁殖がうまく

いかなくなるということがあります。  
いろいろなことを調べているのですが、免疫やホルモンとか、諸機能への影響を調べて

いるのですが、血液や肝臓中のカロチノイドとか、ビタミン A、E など抗酸化物質の量が

対象時期に比べて統計的に有意に減少している。これと、ここが白くなっているというこ

とは相関する事実です。部分白化個体が増えて、オスの精子異常なども多くなっていて、

いろいろな機能的変化がチェルノブイリのツバメで見られて、いろいろなものを対象地域

と比較してみると、繁殖成功率とか、生存率など、全体に落ちているということがわかり

ます。  
ツバメに限らず、いろいろな鳥その他の生物に影響が認められるのですが、放射能の量

が違う地域が横軸に取ってあって、これは鳥の種数や種あたりの個体数ですが、いずれに

しても放射能が高い地域では種類が減り、個体数が減るという現象が起きている。  
土壌中の昆虫などを食べている

鳥。土壌がまず汚染され、土壌の虫

が汚染されて、それを餌にするもの

ほど影響が大きい。最近に発表され

たデータなのですが、左図は右にい

くほど汚染が大きいのですが、いろ

いろな鳥で脳の容積の低下が起こっ

ている。統計的に有意な結果です。 
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こういうものを総合すると、まず人間活動が停止し、立ち入り禁止になります。ですか

ら、野生動物が増えたと言われていて、ある時に調査すると、野生動物の種類が多かった

りするので、野生動物の楽園なのではないかという見方が広がったことがあります。でも

違うということがだんだんわかってきました。寿命とか、繁殖をしっかり調べて、チェル

ノブイリでは今ツバメは移入個体と考え、いろいろなところから入ってきたと考えられる

グループがあります。ずっとそこの土着のツバメではないということがわかっていて、そ

ういうことを考慮すると個体群のシンク（sink）になっている。sink というのは台所のシ

ンクと同じで、集めて沈めてしまうものです。source と sink という考え方があって、ソー

スというのは供給源です。シンクというのは、吸収してなくしてしまうものです。周りの

地域から移入個体を吸収している。人間活動がないので、やはり野生動物にとっては魅力

的に見えるので入ってきてしまう。ですが、寿命は短く、繁殖は失敗してしまう。ですか

ら、野生生物の楽園ではない。人間は危険だということを知っているので立ち入り禁止に

したり、行かないのですが、危険を認識できない動物たちは引き寄せられて、そこからど

んどん個体群が消耗される。そういう意味で、危険を認識できない動物たちをあざむく「落

とし穴」ではないかと思っているのです。  
取り留めもない話にもなってしまいましたが、生態系サービスというキーワードで、今

考えていることをお話させていただきました。  
 
質問 どうもありがとうございます。二つ教えて下さい。まず、チェルノブイリ事故が生

態系サービスに与えた経済的評価がされているかどうか。  
 
鷲谷 ないと思います。例えばサーミの人たちと限定して、どなたかが評価しようと思え

ば、わりあい容易にできるのではないでしょうか。  
 
質問 日本の生態学者の中で、今回の事故による東北を中心とした生態系サービスの経済

的評価をしようという動きがあるのかどうか。  
 
鷲谷 それもまったくない。こういう観点でものを見ている生態学の研究者がいるかどう

か。私は個人的な見解として、今日は最近考えていることをお話ししましたので、生態学

の研究者の中で共有されているわけではないので、これから問題提起などはしていこうと 
思っているのです。ただ、生態系サービスも貨幣価値で評価するということもあれば、も

っと広く経済学の中でももっと哲学的に価値を捉える評価のあり方もあるので、ただ生態

学者の仕事ではないのです。それは経済学の仕事になるのではないかと思います。  
 
質問 環境経済学者と一緒になってやろうという動きもないのですか。  
 
鷲谷 日本にはそういうことに関心のある、と言いますか、幅広い視野を持った環境経済

学の研究者の方はそれほどいらっしゃらないかもしれません。ドイツでは TEEB（The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity：生態系と生物多様性の経済学）というプロジェ
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クトが進んでいます。  
 
質問 この 6km×6km の空間ですが、この 6×6 というところの根拠があるのですか。  
 
鷲谷 はい、根拠が二つ。計算上のメリット。地球全体を取り扱うとなると、6 というの

はどこにも足りないところや重複が出ないでカバーできる。データの特性から一つありま

す。そして、私たちが考えたのは、人間が歩いて行動していた時の生活圏の範囲というの

はそのくらい。何か仕事をして帰ってくるとしたら、そんなに何十 km も先にはまれにし

か行けないので、日常的な行動範囲。そして、動植物の移動能力なども考えました。  
さとやまの生き物の移動能力を考えても、6km くらいが妥当なのではないかと考えて、

6km×6km で農地が含まれて。そこを 1km ずつに区切っているのですが、それで計算をす

るわけです。  
 
質問 魚つき保安林と水源涵養保安林に限定して考えた時に、森林のサクセションの中で

たぶんそれとの関連で水があったり、そういう関係もあったと思いますが、こういうもの

は生態系サービスとは呼ばないのですか。  
 
鷲谷 生態系サービスは広い概念で呼ぶと思います。本当にそこに森があることで魚が増

えているとしたら、資源を涵養する調節的サービスではないでしょうか。  
 保安林は本当に災害防止に機能しているのであれば、すべて調節的サービスを提供する

場ということ。  
 
質問 保安林的なものも含めておっしゃるような効果的な次元で考える必要がある。  
 
鷲谷 そうです。あまり人工的で土壌が浅いとか、土壌に根の層が浅いということがなけ

れば、いろいろな機能を果たしているはずですので、同じ樹種ばかりですと根の層が、針

葉樹は特に浅いので、浅いところだけ根の層です。でも、多様な樹種があるとか、そうす

ると崩れたりしにくくなります。ただ、同じ樹種だけですと、逆に滑ってしまったりとか、

その保安林のあり方によって、どんなサービスをどのくらい提供してくれるかはかなり大

きく変化します。  
 
質問 土砂崩壊防備保安林。あるいは水源涵養保安林。つまり、それを置き換えて土砂防

備にそれがなかった場合に保安を計算していくと。  
 
鷲谷 生態系サービスではあると思います。  
 
質問 そういう意味では、制度化されている部分もあるということですか。  
 
鷲谷 生態系サービスのある個別の生態系サービスに関しては。生物多様性との関連で私

たちが従事しているのは、生態系サービスをバランスよく提供するポテンシャル。それが
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生物多様性と関わりがあって、今あるサービスだけに着目して、そのことだけ強化してし

まうと、他のポテンシャルが失われるので、将来世代の人たちの可能性を狭めてしまうの

ではないか。そういう観点で生物多様性と生態系サービスの関係を考える。  
 

（注：ページ数の関係から、質問部分等を一部カットしました） 
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１－４－１ 杉戸克裕氏（農林水産政策研究所 農業・農村領域）  
草地型酪農と住民参加型の生態系保全活動との連携に向けた課題 

 
 
杉戸克裕 農林水産政策研究所の杉戸と申します。北海道のシマフクロウの保全活動に関

する取り組みを、私と田中が研究のための調査をさせていただきました。去年の夏に一度

行きまして、12月に再度、巣箱の清掃に行きました。皆さまがこれから行かれる当地は、

日本を代表する酪農地帯です。基幹産業となっている酪農がどのような現状にあるのか、

酪農家の皆さんにもお話を伺いました。これから事前学習のための話題提供をさせていた

だきたいと思います。 
草地型酪農地帯ということで、西別岳（標高800m）を背景に広大な草地が広がってい

ます。一戸あたり50haを超える大規模酪農地帯で、絶滅危惧種であるシマフクロウの生息

地でもあります。酪農と生態系保全活動がどのような連携をしていけばよいのかという課

題についてお話させていただきます。 
こちらに示したのですが、真ん中にシマ

フクロウがいます。森があり、川があり、

シマフクロウはその魚をエサにしています。

ただ、地域は大規模酪農地帯です。私は農

業農村を振興するという立場ですので、そ

うした立場（図の右側）からお話をさせて

いただきます。田中は環境保護が専門です

ので、シマフクロウと河畔林の関係、行政

上の取り組みを中心（図の左側）にお話さ

せていただきます。 
両者の報告の共通課題としては、シマフクロウの生態保全活動と地域の農林水産業との

共存、あるいは連携についてお話を致しますが、私はあくまでも地域農業振興を基本にお

きまして課題に接近したいと思います。 
 

標茶町・虹別地区の概要 

 西別川流域の位置は、標茶町の虹別地区にありま

す。標茶町は屈斜路湖から流れる釧路川沿いに主な

市街地がありますが、虹別区というところだけ川の

流域が違いまして、西別川という川の流域にあり、

町の中でも陸の孤島のようなところにあります。西

別川は釣り人にとっては聖地のようなところだとい

う話を聞きます。そして摩周湖は日本有数の透明度

を誇るような大変きれいなところですが、西別川の

水源は摩周湖の伏流水であるという言われ方をして

います。摩周湖自体は流出・流入河川はないのです

が、南側に森が広がっており、その中から懇々と湧
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き水が湧いております。源流部が湧き水地帯になっており、標高は約220m、毎分5万4,000L
という膨大な水が沸いています。1890年、明治の半ばからサケ・マス孵化場が設置されて

います。そのくらい水がきれいでサケが沸く場所だと言われています。源流部はバイカモ

が群生する清流です。ただし、流域は根釧台地（日本最大級の酪農地域）ですので、どう

しても畜産排水の関係もあり途中で汚染されているところもあります。 
西別川流域を見ると上流は標茶町で、下流部分は別海町となり、どちらも大規模酪農地

帯であります。と同時に河口周辺は根室湾に注いでいますので、漁業地帯になっています。

主に秋サケ、そしてホタテ、ホッキ貝など、別海漁協管内で併せて15億円くらいの売り上

げがあります。サケは主に根室湾の定置網ですが、北海道の川はどこでもそうであるよう

に河口から少し入ったところにウライというサケ・マス捕獲場を用意してそこで捕ったサ

ケを人工授精させるという事業を漁協が運営しています。したがって大規模酪農地帯であ

ると同時に、漁業地帯でもあるということがポイントになります。 
 大規模酪農というのはどれくらい大規模なのかと言いますと、この概況を見てください。 

上流部の虹別地区は人口

800人に対して、乳牛頭数は

約1万頭ですから、人間の10
倍以上の牛がいます。一戸あ

たりの飼養頭数は122頭と

いうことでかなり大規模経

営です。世帯数は289世帯で

すが、そのうち80世帯が酪農家ということになっていますので、地域のメインの産業は酪

農です。下流の別海町も、全てが西別川流域ではないのですが、町全体で見ると人口1万
6,000人に対して乳牛頭数は10万頭以上いるということで、こちらもかなりの大規模酪農

地帯です。 
 大規模酪農地帯を流れる川の流域一帯で酪農が行われていることがわかるかと思います。

航空写真で見ると碁盤の目のようになっていま

すが、緑色のところは草地地帯です。ぽつぽつ

と茶色のところがありますが、おそらくこれは

草地に雑草が入りますので、5~6年に1回、植え

替える「草地更新」をしているところです。そ

うした中、細々と緑の濃いところがありますが、

それは川が流れているところです。川沿いに河

畔林があり、シマフクロウのエサも川沿いにな

ります。一番左上の部分が源流部のサケ・マス

孵化場です。そこからクネクネと流れて、50m
の河畔林による細い森林帯をくぐり市街地へ至ります。山に近い地域は開拓の遅い条件の

悪い地域です。おそらく皆さんが見られるのは、一番上流部にドナルドソン・トラウトと

いうマスの養魚場がありますが、その養魚場の脇にある巣箱だと思います。また、オート

キャンプ場が市街地の南にあり、そこにも巣箱があります。さらにその道の反対側に巣箱

があります。だいたいこの3ヵ所の巣箱を見ることになるのではと思います。 
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こうした草地のなかに細々と河畔林があり、シマフクロウが棲息しています。シマフク

ロウは絶滅危惧種で生息状況や生息地は非公表ですが、意外と人里近くに住んでいるとい

うことが分るかと思います。「コタンコロカムイ＝村の守り神」という別名がありますので、

村の近くに生息しています。 
 

地域の概要 

西別川全体を見ていただきましたが、今度はその内の虹別地区を見てみたいと思います。

北海道は明治以降開拓が行われ、はじめに南の条件のよい場所から開拓が進んでいきまし

た。最初は田んぼのできるところ。田んぼのできないところは畑作へ。畑作のできないと

ころは畜産へという順に開拓、入植が進んでいきました。この虹別地区は1929（昭和4）
年に入植が始まりました。1933年までに337戸が入植したのですが34年までに177戸が退

去しました。当初から冷害で翌年くらいには半分くらいが退去するという、それぐらい厳

しいところだったようです。その理由は冷害もありますが、畑作から畜産に地域農業が転

換したことも原因です。 
戦前は軍用馬の馬産メインでしたが、畑作から飼料作に転用する際に一戸あたりの面積

が沢山必要になりますので、畜産を振興するのでお金を出して出ていってもらったという

背景もあります。 
その他、第二次世界大戦後は引揚者によるいわゆる「戦後開拓」で200戸以上入植しま

した。最初は畑作で入ったのですが、畑作ができなくて、馬を中心にした畜産に転換した

のですが、敗戦後、馬の需要もなくなったので、1950年代後半以降は特に酪農を中心に大

規模化が進んできました。パイロット事業が始まったのも1956年です。 
高度経済成長期、1960年くらいで地域の人口が1,800人ほどいたのですが、その後過疎

化が進み、1985年には人口は1,117人になりました。虹別地区は地域の結束力が強いと聞

きます。それはなぜかと聞くと地元の人によると、当初300戸入植したのに半分ぐらいが

出ていってしまいました。逆に言うと「出ていけない人たち」だったからこそ結束力が強

いのだとも言われています。 
過疎化が進み、昭和の終わりから平成の最初の頃にかけて集落再編が行われました。地

域内の20集落を４地域振興会に再編し、市街地町内会を加えた「虹別連合振興会」が結成

されました。これはその後の街づくりに大変大きな影響力を残し、「虹別農園公園化計画」

というのを作成し、自分たちで街づくりを行ってきました。酪農家だったら、景観にも悪

いので糞尿等は見えないところにおくようにしよう、などという地道な活動を行ってきま

した。事業としてはオートキャンプ場を町がつくったのですが、その運営を虹別連合振興

会で担うなど、大変街づくりでの評価が高いところだと言われています。特にそうした功

績は高く評価され、学問分野でいえば、社会学の人たちからかなり評価されている地域だ

といえます。 
 
虹別コロカムイの会 

 設立されたのは 1994 年 4 月 1 日です。設立背景は、一つは大規模草地開発や河川改修

工事により河川環境が悪化していたということです。当時は地域づくりが盛んになってき

た時期でもあります。もう一つは河川環境が悪化したことが引き金となり、下流の漁業者
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が「これはいけない」という動きになっていました。これは北海道全体的な動きになるの

ですが、1988 年から、当時の指導漁連により漁協婦人部の 30 周年記念の活動を契機に、

森を守ることが海を守ることになるのだということで大変積極的な組織的な活動が始まり、

森を守ろうという気運が昭和の終わりごろに高まっていました。そうした時代背景のなか

で虹別にドナルドソン・トラウトの養殖場があるのですが、その持ち主（大橋事務局長）

が漁協の方なのですが、そこにシマフクロウが頻繁に飛来するようになりました。昔はア

イヌの「村の守り神」として沢山いたのに今はだいぶ減ってしまったということで、これ

は守らなければならないということで、地元の住民たちと話あって、「虹別コロカムイの会」

が設立されました。 
当初は 20 名くらいで発足し、シマフクロウの生息環境保全を実施する地域住民を中心

とした任意組織となっています。昨年のデータで 74 名会員がいます。地元根釧地区で 50
名ほど、虹別で 16 名、会への活動の参加は広く呼びかけるが、会への入退会は毎年の活

動参加状況で決定するということで、名前だけの会員ではなく積極的に参加する会員で構

成しようということです。ここで肝心なのは広く呼びかけるということです。どうしても

環境保全活動をしようとすると、ここでは農業者のほうが農地開発をして木を切ってしま

うという構造が強調されてしまい、農業者への反発を生んでしまうということになってし

まいがちですが、そうではなく農業者の人も沢山入ってほしいということで広く呼びかけ

ています。去年の農業者は１割でした。役員の構成を見ると、会長さんは元開発局職員で

副会長は元農協職員など、シニアが活躍していらっしゃいます。会の中心になっている事

務局長（前述の大橋さん）は別海漁協の方で、地元と一緒にやっています。 

活動内容はシマフクロウの巣箱設営と管理、エサ場の設置です。毎年冬場は巣箱の清掃

をします。環境省の巣箱は特別に発注しているのでお金のかかっているものを使いますが、

酪農家の使っている「ギ酸」というエサの酸度を調整する薬品の空箱を利用して、手作り

の巣を設置しています。シマフクロウの森づくり 100 年事業ということで、100 年かけて

壊してしまった森を 100 年先まで見据えて森を作ろうとしています。流域の植樹とともに、

植樹後の継続的な下草の管理などを行っています。ただ地道にやっているだけではなく、

普及啓発が大事だということで、1995 年から西別川流域コンサートを開催し、住民への普

及啓発を行ってきました。10 回でやめて今は開催していません。また毎年 1 回、水環境フ

ォーラムを開催し、自然保護に対する認識を高めてきました。2002 年から流域 2 支庁 3
町持ち回りで摩周水環境フォーラムを別海町、弟子屈町、標茶町で開催してきました。ま

た地元中学に対する環境教育活動として、地域への理解と愛情を育んでいこうということ

で具体的には西別川流域の河川清掃活動に取り組んできました。以上が主な活動です。 
人間が活動している（年に 2 回草を刈っている）草地のそばの巣箱ですから、人間の暮

らしに近いところに生息するシマフクロウは意外に人間の身近なところに住んでいること

が会によって改めて普及されたと思います。 
 
虹別コロカムイの会の到達点と課題 

 会の活動は会員の会費、財団や企業からの寄付、苗木の現物支給などで行っており、行

政からの補助金に頼らず実施してきました。摩周湖のある弟子屈まで含めた流域 3 地域へ

普及啓発が広がり、源流から河口付近まで 16 年（17 回）に延べ約 5 万 6,000 本を植樹し
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ました。これまでにシマフクロウのヒナが 29 羽巣立ったということで、かなり貢献をし

てきたと言えます。平成 21 年緑化推進功労者内閣総理大臣賞を受賞しました。 
近年、エゾジカが増えて食害が増え、2010 年から電気牧柵を導入しました。また最大の

課題として植樹する場所の確保も難しくなってきています。エゾジカの被害も拡大してい

ますので、同一地区へ再度植樹する必要もあり、現在はその方向で対応しています。 
西別川の下流に向かって片側はかなり植樹が進んできましたが、左岸（西側）は川沿い

まで草地が入り組んできています。出来ればこういうところを植樹したいのですが、酪農

家側はできるだけ草が欲しいということで、作業効率はよくないと思うのですが、川沿い

まで草地開発がきています。このバランスをどうとるのかが問題です。 
 
西別川流域における酪農経営 

 田んぼのできるところは田んぼ、出来ないところは畑作、畑作の出来ないところは草地

ということで、そこで主にやっているのは酪農であると思ってください。 
北海道は「畑地型」と「草地型」に分類され、ともに専業的な家族経営が展開していま

す。根釧地域の草地型酪農は、後から開発されたということで、飼養頭数・経営面積とと

もに他地域よりも大きく、農業所得は平成 21 年は 1,000 万円を超える所得をあげていま

す。ただし借入金残高も高く、ミルキングパーラーや糞尿処理設備その他の様々な設備投

資をしなければなりません。家族経営は大抵 3 人で働いており、一人当たりの労働時間が

2,000 時間（経営主だと 3,000 時間）を超えるような、一年中働き詰めのような状況で所

得を確保しています。平成 18、19、20 年は食料高騰でエサが高かったので 500 万円くら

い所得が下回りました。 
 一戸あたりの飼養頭数と共に草地面積も一戸あたり増えていますが、牛一頭あたりの草

地面積はなかなか増えない状態です。地域全体として、酪農家は着実に減少し続け、乳牛

飼養頭数と経営耕地面積も減少する方向に転じています。そうしたなかで草地面積も地域

全体のパイとしてこれ以上増やせず、飼養頭数もそろそろ増えなくなってきているという

レベルになっています。農業地帯にしては後継者がいるのですが、60 歳以上のところで後

継者がいないところや、50 代でもお嫁さんのいない農家もあり、これから離農農家が増え

ていくだろうといわれています。2010 年 12 月、吉川さんたちと一緒に 4 戸農家を調査し

てきましたので、上流地域から A、B、C、D として簡単に見ていきたいと思います。 
 
西別川本流上中流域に位置する草地型酪農経営 4 戸への実態調査 

 A の農家は成功事

例です。川沿いに農

地を借りていたので

すが、たまたまコロ

カムイの会の会長の

奥さんがミルクの検

査をする仕事をして

いて、会の趣旨を説

明したら快く賛同し

 
 
 
注：  
現地詳細地図のため、  
事務局にて削除しました  
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て頂き、標茶町から借りていた河畔の牧草地を返却し、会に入会し、植林をしたという農

家です。それだけだと農家は損をしますが、この農家の場合は下流に 9ha の土地を町から

借りることになっていたので、コロカムイの会に植林地を提供することができたという背

景もあります。後継者もいて、次年度にフリーストール牛舎と搾乳施設を新設して規模拡

大する予定ですので、草地も拡大したいという意志があります。10 年くらい前は草地利用

をしていた川沿いに森ができつつあるのは、こうした農家の協力のおかげです。 
ここから 3 名の農家は、虹別コロカムイの会の会員ではない農家です。源流から 8km、

標高 170m まで下がった場所に位置する農家 B は後継者がいないので、とりあえず現状維

持なのですが、草地を手放すとしたら川沿いの土地よりももっと条件の悪い土地が山のほ

うにあるので、順序としてはそこから手放したいと思っています。ただ、こちらの農家 B
はサケ・マス孵化場の近くなので、川を汚さないように非常に気を使っています。農家と

して川を汚しているという自覚があるので、やり方を考えれば河畔林にご協力いただける

のではないかということを示している例かと思います。 
 後の二人は別海町です。農家 C は近くにオートキャンプ場があり、そこにも巣箱があり

ます。この農家は別海町の事業で土地を売った農家です。飼養頭数に比べて採草地が少な

いのですが、条件が悪く、作業効率も悪いので町に売りました。草の足りない農家であっ

ても、事業として農地を町が買ってくれるのであれば売るということが可能ではないかと

いうことを示す事例です。 
 最後の農家 D はシマフクロウの目撃がない中流域の地域です。この農家は後継者がいる

ので、まだ草地が足りない状態です。この農家も川沿いに条件の悪い農地を持っており、

粗放的に使っています。自分の農地であるから草が足りない以上は可能な限り使う、しか

し、もし買ってくれるのであれば考えないこともないということで、条件次第によっては

農地利用を変えられるのではないかという事例です。 
 四つの事例は、経営規模は地域平均水準で過剰投資が少なく堅実な経営をしている優秀

な農家にあたりました。ここ数年、飼料代が高くなった時期があり、草地不足感が強まっ

ているという傾向があります。同時に飼養頭数規模の拡大意欲がやや弱まっているという

傾向もあると思います。そうした中、草地利用の動向は拡大を志向し、そのため条件が悪

くても河畔沿いの草地も継続的に利用しようという状況が続いています。また TPP もあり、

経営は大変いいのですが将来への不安が大きいといえます。不安に対する対応方向として

考えられるのは、飼料を安定的に供給し、価格に左右されないようにするということと、

やはりこれからは「環境保全」でいくしかないのではないかということで着目しているの

は事実です。 
 今後の草地型酪農の展開方向として考えられるのは、①草地を活用した自給飼料の確保

による購入飼料費の低減、②農家戸数の減少による将来的な草地余剰に対応した交換分合

による農地集積、③草地更新の実施など、植生改善による生産性向上、④草地面積が拡大

するもとでの効率的な機械作業体系の構築、など草地の生産性向上による飼料の安定供給

です。また持続的循環的な酪農経営による環境負荷の低減です。これは家畜糞尿を個別経

営内で利用して循環する技術の適用が必要とされます。さらに、こちらは加工原料乳地帯

ですので、大規模でやっているのですが、全て加工乳として出されてしまうので、そうし

たことから脱却していくことが必要ではないかということです。考えられるのは農産物の
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ブランド化による高付加価値販売の方向性です。 
 そうしたなかで既存の研究、事例と比べて、生態系保全活動と地域の基幹産業である酪

農が手を組んでうまくやっていくことはできないのかということを検討してみました。有

名な事例として兵庫県豊岡市の野生絶滅種「コウノトリ」に関する研究が挙げられます。

コウノトリは水田をエサ場にしているので、コウノトリが生息できるように農法自体を変

えてしまうという取り組みです。農法を変えて作ったものは「生きものマーク」をつける

ことによって、「生きものブランド」で売るというものです。有楽町でアンテナショップま

で作っています。お互いが共存することによって、地域農業の振興とコウノトリの保全が

うまくいくという例です。ただし、ここはあくまで水田地帯で兼業農家が主体です。 
 皆さんがこれから行くところは大規模酪農地帯ですので、専業農家で地域の基幹産業で

す。コウノトリと違うのは、シマフクロウのエサ場は河川ですので、営巣地として河畔林

を必要とするという点です。しかしそれが草地開発で減少しているので、酪農の側とぶつ

かってしまい、生息可能地域が減少しています。しかも絶滅危惧種ということで生息地は

非公開ですので、シマフクロウのブランド化が困難です。コウノトリよりも困難な条件下

で農業振興とどう連携していくのか、大きな課題です。 
 
生態系保全事業と地域農業の連携に向けて 

 そこで考えたのは、酪農家も自給飼料、効率的な草地が必要ですので、草地利用の転換

が必須です。条件の悪いところはなるべくエサを作らないで、より大型機械に対応したよ

うな区画のいいところで草を作り、空いた土地に河畔林を育成していくということです。

また長期的にみれば生態系保全活動によってシマフクロウが増えていき、生息可能域が拡

大し、人がいるところに住んでい

るというシマフクロウですので、

数が増えることによって現在より

も生息地を公表可能な状況となり、

より農産物ブランド化が進んで、

高付加価値の農産物の販売が可能

になるのではないかということで

す。そうした共存によって地域農

業が活性化するのではないか。 
そうしたことに向けて農業サイ

ドとしてどんなことが考えられる

のかということですが、担い手農家としては河畔沿いの条件の悪いところは撤退して、大

規模で安定的な飼料生産ができるような土地に生産するということです。高齢農家の場合

も規模縮小する場合は条件の悪い河畔沿いの土地から撤退するような取り組みが必要では

ないかと考えています。あくまでも農業を事業としてやっていますので、それを支援する

仕組みづくりが必要です。そのためには地域全体で流域を管理するような農地利用を調整

するシステムが必要であり、効率的な草地作業や飼料生産を支援するシステムづくりが必

要です。最近は規模が拡大しているので、なかなか個人で草地作業ができなくなっている

為にコントラクターといって作業受託をするところも出てきているので、そうしたところ
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と協力しながらやっていくことが必要です。農家の草地利用を誘導する仕組みづくりを検

討することも課題となります。後ほど田中から報告があるような河畔林の事業を再び考え

ていく必要があるのではないかということもいえます。 
シマフクロウをシンボルとして農業者側も地域住民ですので、双方が連携して地域づく

りを目指すことによった 100 年先を見据えた長期的な取り組みが必要なのではないかと考

えられます。 
今回は河畔林の保護だけを見たのですが、地域全体を見て改善されるべき残された課題

として指摘できるのは、①畜産排水による河川環境悪化への対応、②草地の放牧利用（牛

自体を草地に出してエサを食べてもらう）の導入検討、③適正な飼養頭数規模の検討、④

生息地のブランド化に見合う農業展開と地域づくりが必要かと考えられます。 
実際、山本牧場というところで、「シマフクロウの住む森のミルク」という表現で売っ

ています。機会があったら飲んでみてください。またオマケですが、別海町では最近の B
級グルメブームでジャンボホタテバーガーというのを売り出しています。北海道の B 級グ

ルメの問題なのですが、後から地域おこしのために作ったものが多く、しかも旅雑誌の編

集者の方がプロデュースしていて、どこへ行っても「やきそば」「ハンバーガー」「カレー」

だらけになってしまいます。この三つでいろいろなバリエーションが出来ていて、どこへ

行っても同じになってしまいます。そういう意味では少し新鮮味がありません。そして、

このジャンボホタテバーガーは 980 円ですが、もれなくジョッキの牛乳がついてきます。

正直、牛乳の量も多すぎると感じます。加工乳を出しているところなので、「余っているか

ら飲んでくれ」ではなくて、実際皆さんに飲んでいただく工夫が必要なのではないかと思

います。そうした意味も含めまして、ブランド化に見合う農業展開と地域づくりが必要な

のではないかと思います。 
 
質問 漁業のほうがメリットがあるように思いますし、農家の方が悪者に見えるところも

あると思いますし、もともと農家と漁師との関係性が良くなければ難しいと思いますが。 
 
杉戸 コロカムイの会の事例の場合は、「悪者を作らない」、「犯人探しはしない」という

前提で行うというのがあります。酪農家の方にも門戸を広げて、是非一緒にやりませんか

という姿勢です。確かになかなか広がっていないというのが現状のようです。１割くらい

は農家です。それでも別海の中でも、他流域の漁協と酪農家のケースでは、会議では怒鳴

りあいになったこともあるようですが、西別川河口の別海町漁業と上流の虹別とはもとも

と上手くやっているようです。 
 
質問 漁師と酪農家の定期的な話し合いの場はありますか。 
 
杉戸 主な河川の全てで「流域協議会」というのがあります。風連川は町議会議員の方が

酪農家にいますので積極的に取り組んでいるようです。 
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１－４－２ 田中淳志氏（農林水産政策研究所 農村振興局農村環境課） 
西別川流域における河畔林造成活動を通じたシマフクロウ保全活動 

 
 
田中淳志 シマフクロウのおかれている現状、河畔林の意義、河畔の土地取得の取り組み

と河畔林の制度的な現状について発表させていただきます。私は、農林水産政策研究所の

食料・環境領域に所属していますが、現在は農村振興局の農村環境課に併任となっていま

す。以前は環境省の野生生物課におりまして、シマフクロウの保護増殖事業というのもや

っておりました。 
 日本の絶滅の恐れのある種というのは現在 3,155 種です、レッドリストはだいたい 5～6
年おきに改定されるのですが、以前は 2,700 種くらいでしたのでだいぶ増えました。国は

生物多様性国家戦略を作り、現状から 10 年後は多様性の損失を止め、将来はもっとよく

していこうという中長期目標を設定し、関連するものとしては第四次環境基本計画を定め

ており、そこでも生物多様性について集中して取り組んでいくための検討会が現在開かれ

ております。 
 シマフクロウはかつて北海道の広い範囲に分布していました。文献によりますと札幌近

郊の平場の河川にも生息していたようです。広葉樹の大木の樹洞に営巣するのですが、今

はそういうものがありませんので、コロカムイの会、環境省により巣箱を設置して保全活

動に力を入れています。シマフクロウは種の保存法によって国内希少野生動物種に指定さ

れており、捕獲、飼育、販売、接触することも禁止されます。ただし研究目的でしたら捕

獲することなどはできます。さらにそのなかでも特に増やさなければならない種として、

保護増殖事業計画というのを作り、関係省庁と協議して保護増殖事業を実施しています。 
 環境省の自然環境事務所で把

握している近年のシマフクロウ

の事故では、交通事故が増えて

います。橋の欄干にとまってい

るシマフクロウが飛び立とうと

するときに車にぶつかるなどと

いうケースもあります。表の数

は死亡数ではありませんが、発

見されるほとんどのシマフクロ

ウは死んでいます。「溺死」とい

うのは養魚池のネットなどにひ

っかかって死ぬケースです。 
 

保護増殖事業計画の内容は、

①生息・繁殖条件の改善（給餌・巣箱設置）、②生息環境の整備（営巣木の保存）、③つが

いの形成（巣立ちした雛をとって場所を移動してつがいにする）、④飼育下繁殖、⑤生息状

況調査、⑥事故防止、傷病個体保護、野生復帰、普及啓発等です。これで大体年間 2,000
万円を使っていますが、半分の 1,000 万円くらいは保護した個体の飼育代などで消えてい
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ます。 
虹別コロカムイの会は、かつては趣旨の文言にあるように、ただひたすらシマフクロウ

のために奉仕するということでしたが、舘会長のお話によると最近はシマフクロウの生息

できる環境の保全を通じて虹別全体の環境を守り、地域の基幹産業の酪農と漁業を守るこ

とができるということでした。 
 
河畔林の意義 

 私は大学のころ森林科学専攻で河

川生態をやっておりました。有名な

説として河川連続体説（RCC：River 
Continuum Concept）というのがあ

ります。これはまず、上流で作られ

る落ち葉や有機物が水生生物による

採食や、物理的破壊により細かく砕

かれて、養分が川に浸出したり、破

砕物が再利用されることで、水生昆

虫や植物に利用、排泄され下流へと

流れ、太った水生昆虫や動物プラン

クトンは魚類のエサに、無機物は河

川の珪藻や海の海藻などの養分にな

るというものです。そして次に、海

まで下りながら循環利用された養分

は、海から遡上する遡河性魚類（サ

ケ・マス）を通じ、再び上流の森へ

栄養を運搬するというものです。実際に、上流の河畔林はサケの遡上のある場所と、そう

でない場所で材木の太さが異なるという研究成果があり、サケの溯上のある森では、炭素

同位体＝C13 という海にしかないものが樹木に含まれていることで海から森に養分が供給

されていることがわかっています。 
必ずしも河畔林が耕地防風林ではないのですが、虹別では一体となっている場所があり

ます。耕地防風林のメリットは文献にあるように表土の飛散、地温低下、乾燥などの、強

風害や冷害を防ぐということです。逆に農家のデメリットとしては、日陰になる部分の収

量低下、機械作業に支障、枝飛散

による農作業支障などです。トー

タルとしては安定的な増収や品質

向上に繋がるという研究がありま

す。 
 
河畔の土地取得の取り組み 

 航空写真でみると、一帯が森だ

ったところが切り開かれて国内有
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数の大規模酪農地帯になっていることがお分かりいただけるかと思います。開発によって

森が消失し、コロカムイの会の取り組みが始まった頃の河口付近の調査では糞尿由来の大

腸菌が検出され、河川汚濁が深刻化していました。当時、ホタテ漁に被害が出て、それが

西別川上流の酪農地帯から流れ込む土砂を含んだ汚濁水なのではないかと言われました。 
そこで河畔林を取得するにあたり別海町が「魚をはぐくむ森づくり実施協定書」を結び

ました。これはちょうど河川の汚染が深刻で漁師と農家が険悪だった時期だったそうです。

町が協力して農業団体と漁業団体が協定書を作りました。 
協定書のなかで、「森林事業及び治山事業に基づく森林整備にあたっては、国及び道の

公的な制度資金の積極的な活用に努める」ことや、費用負担については「造林事業につい

ては土地所有者等の協力を得て別海町が実施し負担する」と定めています。保安林を整備

するときに道の補助金や、今ですと国から 65%ぐらいの補助が出るのでそういうものを使

っていこうというものです。目標としては、その時点で農地として利用されているところ

の川岸の両岸約 50m については河畔林にしようとして計画を立てました。保安林は 17 種

類ありますが、そのなかでも「魚つき保安林」の設置の計画が作られました。 
実際の所得する計画ですが、西別川の場合は川岸の 50m を取得する場合には、だいたい

100ha くらいを買い

取る必要があったよ

うです。実際にこの

計画では 66ha 買い

取る計画をしていま

す。実際の作業では

平成 6 年から 15 年

にかけて買収する必

要がある農家の土地

をリストアップし、

89 戸の土地所有者

から購入しました。

購入費用は町が全て出しており、取得には 3 タイプあり、町の予算で買収した農地と、町

有地と等価交換した農地と、農家が町有地だと知らず使っていたケースがあり、それを返

してもらったという農地があります。町による植林本数 32 万本とは別に、虹別コロカム

イの会では７万本以上を植えています。植林はコロカムイの会と一体となって実施してお

り、コロカムイの会で人手を確保しています。河畔林の所得に関しては西別川については

2007 年で一段落して

おり、現在、風連川な

どの町内の他の川で実

施しています。 
 「河畔林の土地所得

の取り組み」の表によ

ると、土地所得費用よ

りも用地測量費用のほ

72 JFEJの許可なく転載することを禁止します



うがかかっています。 
 河畔の土地所得の取り組みがうまくいった理由は、別海町でしたら別海町のなかで農業

と漁業が町内で隣接し、汚染源がわかりやすく、農地から河川への悪影響が顕著であった

時期に、関係者で話し合ったところ最終的に植林しかないという結論になったということ

でした。合意が得られた理由としては、１）河畔の農地は生産性が低く使わないことも多

かった、２）町として保安林整備の事業計画を示し、土地提供ではなく購入する予算を組

んだ、３）町に財政的な余裕があった（町内に自衛隊があるので）、４）虹別コロカムイの

会が植林をする人材を出してくれて、土地の提供の交渉にも関わってくれた、などが挙げ

られ、虹別コロカムイの会と町が一体となって河畔林の造成に取り組んだことがわかりま

す。 
 
 別海町の上流の標茶町に関してはこうした事業はないのですが、平成 16 年より町有地

に単独事業で植林を開始し、現在は標茶町緑化推進委員会（町内 11 団体、13 企業）、虹別

コロカムイの会、根室管内さけ・ます増殖事業協会等が植林を推進しています。別海町で

は河畔の 50m を植林するということでしたが、標茶町では今のところ西別川河畔林造成の

目標設定はないということでした。 
 先ほどの杉戸さんの発表では 4 軒の農家に対して細かい聞き取りが報告されましたが、

ここでは河畔の土地をどうしたいかという点について焦点を当ててご報告します。 
 4 軒のうち、虹別コロカムイの会の会員は 1 名、非会員は 3 名です。A 農家（会員）は

町からの 2ha の借地を、植林のために返却しました。単収の良い土地でしたが、会の趣旨

に賛同して返却したということでした。B 農家は、収量が低いので、買収を提案されたら

売ってもいいし、所有をそのままで木を植えてもいいということでした。C 農家は、条件

が悪い土地だったので別海町に売却してよかった、条件がいい土地だったら売らなかった

ということでした。D 農家は、単収が悪いけれども粗放的に使っており、自主的に木を植

えようとは思わないが、

条件次第では植林の場所

として売るかもしれない

と言っていました。 
 次に本来、簡単に農地

を林地にできないのです

が、それをどのようにや

っていたのかという話で

す。農地は農地区分があ

り、一番上の「農用地区

域内農地」は大変厳しくて、基本的に転用の許可は出ないのですが、その下の「甲種農地」

から下ですと、耕地防風林や保安林にするという目的であれば、地目変更を制度的にする

ことができます。農用地区域内であっても農用地から除外する、いわゆる「農振除外」を

した上で、保安林などにすることができます。その際には条件があり、今回のケースは保

安林にすると町が決めたのですが、そういう目的にかなう代替地がないこと、一体となっ

て集団化している他の農地の作業効率を下げる恐れがないこと、土地改良施設の機能に支
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障をきたす恐れがないこと、土地改良事業の実施後 8 年以上経過していることが条件にな

ります。 
農地の集団があり真ん中を河畔林にするということであれば大規模酪農に支障がでる

のですが、集団的な農地があったとしても河畔林適地は農地の隅の河川に面した場所なの

で、農家にとっては単収が悪く、作業効率も悪いため、売るのであれば支障がなく可能だ

ったということです。本来、河畔林を造成するやり方としては 2 通りあり、一つは今申し

上げたような、農地を地目変更して林地にする、それは「農振除外」なども含めてやって

しまえるということです。そして用地を買収して植林し、河畔林を再生するというやり方

です。もう一つは農家が自主的に自分の土地に耕地防風林を作るというやり方です。これ

は農家が「防風林があった方がよい、その方が単収が上がる」など、農家独自に判断した

場合で、ただし管理は農家が自分でしなければなりません。 
 
 他の町内河川での取り組みですが、別海町では西別川が一段落して、風連川、春別川で

河畔林取得を進めています。特に風連川は風連湖流入河川連絡協議会を通じて民間資金を

獲得し、300 万円くらいかけて昔の植生図を作成中です。昔、湿地だったところは昔のと

おり湿地に戻し、谷地を含めて柔軟に河畔を再生する予定です。買収に関しては現在では

資金がないので、買収ではなく分収林契約をして保安林を設定している場所もあるという

ことです。 
 同じように標茶町では買収資金確保が難しいので民間資金を活用できればいいというこ

とでした。現在釧路川沿いの町有地に植林を展開中です。 
 
 まとめとして、今回上手くいった理由として西別川や風連川で関係者の集まる会議―流

域協議会－を作ることによって、流域の将来あるべき姿というのを関係者が集まって対処

案を洗い出して話し合い、それが決まってからは協力が得られやすくなるということでし

た。ただし河畔林を造成するには、農家が提供する意思があるのか否か、また行政として

はしっかりと「河畔林を作る」というバックアップがなければ地目変更もできず、手続き

上難しいということ、さらに買収するにしても財政負担をクリアしなければ出来ないとい

う点です。実際に別海町のようにかつては買収できたが、現在は難しくなっている状況が

ありました。 
今後も造成を続けていくのですが、その課題としては植林場所がなくなってきており、

提供してくれる場所がないということです。次に資金の獲得です。どこの行政も財政が厳

しいので、買収が難しくなっており、寄付があれば嬉しいということでした。資金の獲得

については民間企業が出しているのですが、資金の使途を決められているケースが多く、

苗木の購入はできるが運搬費用は出ない、苗木の周りの電気柵等の資材を設置する費用、

土地測量費、植林後の下草刈りの費用、ボランティアの方々へのジュース代などの経費が

出ない等というネックがあります。ボランティアの継続に対しても、現在はコロカムイの

会でお金と労働を持ち寄っており、どこかで離脱する人が出てくる可能性もあるのではな

いかと懸念しています。 
 河畔林の現状に関して農林水産省でどのようなことをやっているのかを説明しますと、

農業農村整備事業というもので、農地を整備するのですが、2 タイプありまして国が行う
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かんがい排水事業ですとか、国営農地再編

事業というのは国が 100％のお金を出すの

ですが、その中で防風林ですとか、防雪林

が必要であれば面倒を見ています。ただし

河畔林を作る制度がないですし、防風林を

作るために整備事業をするわけでもなく、

何か整備事業をするときにそのついでに必

要であれば設置しますというのが農林水産

省の制度です。57 の広域農業地域がメイン

ですが、食料生産を担う根幹として 1 万 ha
以上の水田地域や畑作地域を重点的にやっ

ています。それより小さいところは県営の

事業になりますが、それに対しては、国は

45～50％くらいのお金を出して、防風林、

防雪林などの整備に必要な費用を出します。

環境への配慮は、平成 13 年に土地改良法に環境配慮項目が加わってから実施されるよう

になりました。 
 林野庁の場合は、保安林制度があり、別海町のように魚つき保安林などの制度を作って

河畔林の整備をすることができます。保安林には 17 種類あり、河畔林や渓畔林の定義は

ないですが、土砂流出防備保安林、防風保安林、魚つき保安林などがあります。保安林制

度は河畔林や渓畔林の保全・再生に有効なのですが、山地の国有林や民有林で設定される

ことがほとんどで、農地や都市部の河川沿いには殆ど存在しません。制度的にそういう制

度もないですし、どこかの基本計画に位置づけられているわけでもありません。 
環境省では管理する土地を持っていないので、森づくりのような事業はやりません。環

境省の管理する○○国立公園であっても、土地は国有林であったりして、林野庁などが管

理しています。調査、規制業務などをやっているわけです。 
国土交通省では 1997 年に河川法が改正され、「樹林帯」というのができ、河川管理施設

の一つとして追加されました。これは、堤防沿いの樹林が水害防備の効果を持つことがあ

る場合には残してもよいとして位置づけされました。これ以前はどういうことをやってい

たかというと、樹林帯は通常残さないで、ha あたりの樹木は数本程度にしてくださいとい

う指針でやっていました。現在は、参考として引用している京都府のホームページを参照

くださればわかるとおり、基本的に川の内側、高水敷は木を植えることができず、外側は

盛り土すれば条件つきで植栽可能ということになっています。また 2002 年に自然再生推

進法が成立し、釧路川流域の自然河川の蛇行の復元などの事業を実施しています。そうし

たなかで標茶町も釧路川沿いで町有林を作っています。 
 

以上、三つの省での取り組みについて見ていただきましたが、基本的にどこの省庁も積

極的に河畔林を作るという決め事もなく、定義もなく、あやふやな状況で今まで取り組ん

できたということが言えます。河畔林という名前からして国交省なのか、林だから農林水

産省なのか、環境対策なので環境省なのか、河畔林はどの省庁にも属さないけど、属して
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いるようなグレーゾーンにあります。 
こういう公共財に対して、国は法的な責務がないので何もタッチしていないのですが、

今、西別川の例に見られるように地方自治体や NPO が一生懸命設置しており、さらに西

別川に行っていただきますと、アサヒビール、JAL、セブンイレブンなどいろいろな企業

が河畔林再生にお金を出しています。国としても何かやるべきではないだろうか、社会が

求めているものはそういうところにあるのではないかと個人的に考えています。 
 
会場 世界的にも、中国でもヨーロッパでも条件の悪い農地はまた自然に戻して、環境支

払いを農家に払うというのが進んでいますが、日本ではその可能性はないでしょうか。 
 
田中 私の個人的な考えですが、事業の B/C（ビーバイシー：社会的便益<Benefit>と社

会的費用<Cost>）の考え方がおかしいということがあると思います。たとえば私の実家の

ある長野の例ですと、白馬のほうで別荘地が流行っていましたが、もともと氾濫して危な

い川をまっすぐ直線化して造成地を別荘地として売り出し、そこにペンションなど沢山立

っています。その事業の B/C を判定するときに土地造成にかかったお金は何十億円です、

結果としてできたペンション街の資産価値が何十億円です、そうすると B/C の値が大きい

ので、開発の妥当性がありましたということなのですが、その流域は頻繁に土石流災害が

起きて、たまに壊れたりするリスクがあります。そうすると毎回補修費に数億円かかり、

しかも死者が出ることもある。そうしたリスクの方を全く見ないで結果として見積もった

資産価値だけを見てやってしまうというので、長期的に考えた運営コストで見れば、全く

作らないほうがよいのではないかという場所でも、現在の評価では作ったほうがいいとい

うことになっています。その辺のやり方を見ないとなかなか見直しにはならないでしょう。

自然に還そうといっても B/C で見ると、どこもかしこも「作ってよかったでしょう」とな

り、しかも時間とともに開発され、資産価値がどんどん上がっていきますので、家が何千

万円とか、ホテルが何億円とかそうしたものを足されていくと B のほうがどんどん増えて

しまいます。 
 
水口 一つの方法としては、その B/C をどう変えていけるかということでしょうか。 
 
田中 そうですね。何十年先を見るのかということ、自然災害が起きたときのコストを見

ているのか。河畔林については蛇行していた隅っこのところを売るということですが、そ

こは氾濫源で、何十年かに一回土石流が流れてくるようなところを真っ直ぐにしているわ

けで、何もなくても堤防の補修で将来ずっと維持費がかかるのに、その維持費のほうも B/C
に入っていない。ダムは何十年か後に埋まってしまう可能性があり、下流の資産を守ると

いう視点では、埋まったダムが崩れる危険の除去のための土砂の除去、ダムの撤去や、も

しそれが無理ならその上か下にまたダムを作るということが延々と続いていきますが、そ

ういう長い目で見た評価というものをやっていないのが問題です。 
 
会場 批判的に見るということでなくて、ただ、虹別コロカムイのような事例のある日本

のほかの地域というのはありますでしょうか。 
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田中 私が直接知らないところですが、林野庁、NACS-J がやっている群馬の赤谷などは

上手くいっていると思います。それから私が調査に行っていた山形県の寒河江川というと

ころはまさに蛇行を直線化して農地を造って売り払ったところですが、そこは山間の僻地

で食うに困っていたところで、国交省と県のほうで農地を造成して売り払い、いまでは食

べられるようになったというところなので、そういうところはなかなか元に戻しましょう

とは言えないところです。そこはたまに護岸が壊れたりして、そのたびに補修費に億単位

のお金がかかっていたり、毎年の維持管理の人件費がかかっていると思いますが、長い目

で見れば、そんなにお金をかけるだけの農産物生産もないわけですし、下流のほうで使っ

ていない農地もあるので、そちらに移動してもらえませんかというほうが社会全体の効用

としてはいいはずなのですが、なかなかそういうことをご本人に向かって言うのも難しい

です。社会全体で望ましいお金の使い方を考えたら氾濫源も戻してしまってもいい場合が

たくさんあると思うのですが、ストレートにそれを言い出す人がいないという現状です。 
 
会場 全国的に報道する価値があるとして扱うものとして取り上げようとした場合の方

向としては、ここから法律が改正され、河畔林整備に関する法制度が生まれるという可能

性がすぐにはないわけですよね。次に考えられるのは、農家と漁師が同じテーブルについ

て河畔林が整備されることで漁業収入が上がるとすれば、その収入を農家のほうに補填す

ることで、河畔林整備のための土地を購入して、河畔林を増やしていくような新しいやり

方が始まったなど、そういう事例を見つけたいのですが。 
 
田中 われわれもそういうケースがあれば、当然取り上げたいところです。 
 
会場 国の予算や税金でできなければ、当事者間の話し合いで環境を整備するようなこと

ができないのでしょうか。 
 
田中 行って調べてみたら分かると思うのですが、これまで「ブランド化」については、

皆さんそれほど積極的に力を入れてこなかったところなので、「これからどうしよう」とい

う話しがでるかもしれません。共通の付加価値を作るということで、この方向は考えられ

ます。 
 
杉戸 加工乳原料地帯ですので、これまで「ブランド化」への検討がなされていませんで

した。 
 
会場 そうすると自分たちでは「高く売る（付加価値をつけて売る）」ということがなか

なか考えられないのですね。 
 
杉戸 事業者間の連携というのは、考えようによっては夢があるし、可能な話ですよね。

全然関係ないですが、農業の場合でしたら水田は転作が必要ですが、自分たちはコメを作

りたい。しかし転作を守らなければならないというのがあり、「とも補償」というので自分
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たちが代わりにお金を出すから作らせてくれというのは水田農業でやっていますので、仕

組み的にはこれと同じはずです。 
 
会場 会の活動で、エコツアーなどは開催していないのでしょうか。そういうことでした

ら行ってみたいという人も多いのではと思いますが。 
 
杉戸 シマフクロウの生息地が非公開であるという原則がありますので、その辺が制約と

なっています。会の方たちは「巣箱を設置してそれを見せてお金をもらっているのではな

いか」というような陰口を言われ、誤解があるというのを気にされていました。巣箱の活

動については、会のなかでクローズドですが、毎年春先の植林はオープンです。 
 
会場 河畔林の話で、いろいろな省庁が縦割りである状況を感じましたが、各省庁が横断

的に問題意識を持って話し合うような場はあるのでしょうか。 
 
田中 環境基本計画などには生物のネットワークを形成するという文言は出ていますが、

実際にはそういう大きなテーマの話し合いの場はないかと思います。シマフクロウのよう

に、環境省の国内希少野生動植物種に指定され、さらに保護増殖事業計画が策定されてい

れば、関係省庁が集まり、地元で環境省の地方環境事務所が事務局となり個別希少種の保

護増殖事業検討会を毎年開いてはいます。林野庁は「緑の回廊」というのを作っています

が、平場の、人が生活をしていたり営農しているところでそういう回廊を作りましょうと

いう話をするというのは聞いたことがありません。人間が産業・生産活動をしているとこ

ろに、わざわざ河畔林を作って土地を減らしてもお金を稼げるという話はなかなかないで

す。 
 
会場 これが全国の農林水産行政に意味を持つのではないかと考えたことはありますか。 
 
田中 私は北海道特別の事例になってしまうのかなと思いながら見ていましたけれども、

土地の値段を見ていただくと分かるのですが、買取の費用が大変安く、60ha 買って 2,000
万円です。お金持ちの人が一人寄付すれば買えてしまうような金額です。 
 
杉戸 農業振興という立場からすると先行研究としてご紹介させていただいたコウノト

リ関係の事例がかなり地域農業も活性化しているということですので、そうしたように環

境保護と地域農業が手を結びあって、お互いが発展していくという方向性がまだあるので

はないかということで大変期待をしています。今すぐというのは難しくても、コロカムイ

の会のように 100 年先を見据えていけばと思います。 
 
会場 シマフクロウの生息地は全く非公開ということですか、このあたりにいますという

のも出せないのでしょうか。ミステリアスな感じをブランディングに生かせないものでし

ょうかということも考えてしまうのですが。 
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田中 文書上は出せない、残せないということで、私の発表が終わると、今日お見せした

資料の一部は消去しなければなりません。 
 
杉戸 調査研究に関わっている人はもちろん分かっているのですが、何故生息地が非公開

かということは研究者たちの意向が大きいということも聞きました。専門で研究している

人たちもだいぶ限られており、だいぶ高齢化も進んでいるようなことも聞きました。「私の

シマフクロウ」ということになってしまっています。後継者がいないと保護活動も継続で

きないと思うのですが。 
 
会場 学者も縄張りがあり、研究対象に似るといわれていますし。カメラマンの縄張りも

相当あるようです。 
 
会場 牛乳で売り出しているそうですが、他にはそういう事例はないのでしょうか。 
 
杉戸 近所の温泉でも「シマフクロウの宿」というようなことを書いているところもあり

ました。 
 
田中 少なくとも、毎年かなり落鳥していると思われます。毎年何十羽と生まれているの

に、調査をしてもそれなりに増えているわけではない。落鳥しているシマフクロウがいる

とは思いますが、捕食者に食べられてしまうのか、あるいは拾った誰かが取っているとい

うケースがあったりする可能性もあるかもしれないです。 
 
会場 拾ったら誰かが保護することはないのでしょうか。 
 
田中 環境省の釧路湿原野生生物保護センターで、傷病個体の収容をしています。そのセ

ンター内に「猛禽類医学研究所」と大変有名な獣医の先生（齊藤慶輔先生）がおられます。 
 
コメント 私は羅臼市民になっているのですが、１万円で年間に 2 回くらい物産が届きま

す。年末にはサケが一匹、その他、昆布など大変いいものが届きます。そうなると「羅臼」

という言葉に自然と注目するようになり、新聞でも「羅臼」と書いてあると注目してしま

います。イメージ戦略や地域全体の PR も大事だと思います。そして食べ物というのは、

口に入るので忘れないと思います。それが口コミで結構広がりますので、スーパーで流通

しているものとは違う価値になります。コストパフォーマンスを考えるとお得感もあり、

かつ環境に対して貢献していますという価値も味わっていただけます。そして中に新聞（通

信）が入っています。北方領土のことなど、普段は関心がなかったり遠い話だと思ってい

たことが一気に身近な問題になります。 
 
杉戸 そうですね。消費者とのパイプをどう作るかという点は、この地域は未着手ですし、

シマフクロウをシンボルにユニークな体系ができればと願っています。 
 

79 JFEJの許可なく転載することを禁止します



 

80 JFEJの許可なく転載することを禁止します



 

第２部 標茶視察・取材 

 
 
２－１ 生態系サービスの報道手法への考察（概念図） 
 
 ここには、 

流域におけるアクターとの関係（理想図）  
アクターの連携図  
事例：西別川流域（標茶町～別海町）  
利根川への考察＆課題  

以上４点を分かりやすく図で表しました。 
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２－２ 西別川流域における生態系サービスの変遷（概念図） 
農林漁と生態保全活動概念図 吉川成美作成 

 
 ここには、明治から現代までの西別川流域における生態系サービスの変遷を概念図とし

て、わかりやすく表わしました。 
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２－３ 虹別コロカムイの会 
 
 

＜虹別コロカムイの会の設立趣旨＞ 
 

アイヌ民族は、シマフクロウを「国または村を持つ神」kotan  koro  kamui（コタンコロ

カムイ）として大変尊敬してきた。その立派な風格と物事をすべて見通してしまうような

眼差しは、まさに神としてふさわしいものを持っている。 

 かつては、アイヌ民族の狩猟の場であった虹別原野も、明治以降徐々に開拓が進み、多

くの先人の多大な努力によって現在は、阿寒国立公園に隣接し眺望豊かな西別、カムイ両

岳を背景に、西別川をはじめとする清冽な河川に恵まれた緑豊かな酪農地となった。 

 北海道各地に生息していたシマフクロウは、農地の開発や河川の改修が進むにつれ生息

数が急減し、現在では限られた地域で１００羽程度がかろうじて棲息しているにすぎない。

幸いなことに、当虹別地区は魚類豊かな河川・孵化場を持ち、シマフクロウの生息に適し

た森も残っている。しかしながら、このまま何もしないで手をこまねいていては、恵まれ

た虹別地区でも絶滅の恐れがある。 

 私たちはシマフクロウの置かれている現状を憂慮し、少しでもシマフクロウが生存しや

すい環境づくりのために、あらゆる努力を払う所存である。 

 したがって、虹別コロカムイの会は営利や名声を求めず、ただひたすらシマフクロウの

ために奉仕することを目的とする諸活動を行う。           平成６年４月 

 

＜虹別コロカムイの会の設立背景＞ 

･大規模草地開発や河川改修工事による森林減少、河川環境の悪化。 

･漁業者を中心とした植樹活動の開始（1988 年） 

･虹別の養魚場にシマフクロウが頻繁に飛来したことを契機に設立（1994 年 4 月 1 日） 

 

 

日本環境ジャーナリストの会では、第 1 部にある 1-1 から 1-3 の公開研究会を経た時点

で、小規模流域における生態系サービスモデルとして、12 月の小規模流域における生態系

サービスモデルの取材現場として、北海道西別川流域（虹別コロカムイの会）を決定した。 

西別川流域は第一次産業の農業（酪農）、漁業（養殖～海洋漁業）、林業（植林、森づ

くり）のアクターが、お互いの本業のためにも持続的な資源の利用が大事であるとして、

河畔に木を植えた。農家（酪農家）と漁業者が森と川の生態系を守りながら産業を持続可

能なものとしていく取り組みが続き、その結果、シマフクロウというアイヌ文化での集落

の守り神が河畔の木に戻ってきている（前項の概念図を参照）。 
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２－４ 標茶町町長 池田裕二氏のお話しより抜粋 
 
 

酪農の生産基盤である土と水と空気というのは、本来、共有の財産だと思うのです。土

地が私有財産になることによって、いろんな経済行為に繋がっているわけであって、本来

は、やはり、都会に暮らす人たちにも、応分の負担をしていただきながら、みんなで守っ

ていくということが大事ではないのかなと思っています。 

ただ、そうは言っても、家畜を飼っていると糞尿の問題が出てきます。本町は比較的う

まくいきましたが、平成11年に家畜糞尿の処理法案ができた後、上流と下流でいろいろな

確執があったのは事実です。 

私は平成5年に標茶町に来ましたが、当時は家畜糞尿処理に関するいろんな考え方とい

うのがまだ進んでいなくて、館さんたちは、みんなで水を守ろうという活動をやっておら

れましたが、酪農家の方たちは、そういう意識があまりなかった。国全体でもなかったの

です。11年に法律がスタートしたとき、私はたまたま役場の農林課にいて、そういう意識

がありました。本町は、家畜糞尿処理対策に対して積極的に事業導入などを図ってきたつ

もりであります。 

特に河川の氾濫は、内陸に暮らす我々にとっては、非常に大きな脅威でした。冷涼な気

候のもとに酪農が基幹産業として発展してきたなかで、草地を乾かすために排水をよくし

ようと河川を直線化するということをやってきたわけです。現在、釧路湿原では自然再生

事業が進められています。これは端的にいえば、湿原の乾燥化のスピードダウンを図ると

いうことです。最初は、元に戻すという発想はほとんどなかったのです。というのは、釧

路湿原は、上流と下流に人が住んでいて、その真ん中にあるので、上流・下流の人たちの

営みをある程度制限しながら湿原を元に戻すことは、非常に困難である。そうではなく、

このままでは乾燥化がどんどん進んでいくので、そのスピードを少しでも緩くしようとい

うのが自然再生事業の基本的なスタートです。 

 標茶町で行ったのは、いったん直線化した河川を蛇行させる、蛇行を復元させるという

試みでした。いろいろな考え方があり、新たな公共事業で、川を真っ直ぐにして曲げて、

また真っ直ぐにして曲げて、いつまで繰り返すのだ、という声もあったのは事実です。し

かし、直線化することによって、なくなったものがたくさんあることに気づいた。人間は

その間、技術革新をずっと進めてきたわけで、直線化したときには持ってなかった技術が

今はある。であれば、よりよい方向へと試してみる。これは大事なことだと思うのです。 

 そういう意味で、自然を守るためにブルドーザーを入れることには全部、反対すること

が正しいのかどうかは、私は検討し直さなければいけないと思います。ある程度、ブルド

ーザーを入れても、それによって何らかのものが取り戻せるのであれば、やってみること

が非常に大事ではないのかなと思っています。そういった意味で、蛇行が復元されて、湿

原がこれからどういうかたちになっていくのか分かりませんが、非常に期待しています。 

 先ほど言いましたように、人口がどんどん増えているとき、食料を増産するために、標

茶もたくさん木を切りました。木を切りすぎたことによって流域全体のいろんな生態系が

壊れてしまった。私たちが生きていくうえでそれが大事だと気づいたら、切ったのだから、

もう一回植える、ということが大事なのではないのか。いろんな考え方があるので、一概
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にどうこうとは言いませんが、いったん壊したものでも、戻せるものがあれば、取り戻す

努力をするというのは、私は人間だからできることではないかと思います。 

 

 また、先輩方が作ってくれた牧草地が、3万ヘクタールあります。今のところは、草地面

積はそれほど重要視されませんが、家畜糞尿を草地にできるだけ還元しようとすると、あ

る程度の面積がないと不可能です。肥料も、窒素以外はほとんど輸入していると思います。

窒素も輸入していますが、窒素とカリはある程度、糞尿から還元できるので、家畜糞尿は

もう一度、肥料として再利用できるようなかたちにしたい。今は産業廃棄物ということで、

一滴たりとも土壌浸透させてはいけないというのが法律ですが、資源として活用するため

に、どういうことができるのかについて、これからも国に対して要求していきたいと思い

ます。 

 まだ効率は悪いのですが、家畜糞尿にはエネルギーとして使える道もあります。問題は、

日本では再生可能エネルギーによる電力の市場性がなく、特に糞尿などは日本の技術がま

だ十分でないことです。実は、鹿追町というところで先駆的に取り組んでいる人たちが、

家畜糞尿のバイオマスをやっているのですが、先日、システムが壊れました。これがドイ

ツ製で、今回の原発事故で、ドイツから技術者が来なくて動かせなくなりました。 

 今後、再生可能エネルギーを使っていこうということは法律で決まりましたが、まだい

ろんな問題があります。国が方向性をきちんと示せば、優秀な日本の企業はこの市場性を

きちんと評価して、技術革新が格段に進むと思います。それが進めば、コストも少し安く

なるかと思います。何より、家畜糞尿というのは安定しています。風力や太陽光とは違い、

糞尿は毎日必ず出てきます。資源としては非常に安定しているということを電力会社にも

理解をしていただき、買い取り価格についても、もっと考えていただければ、もっと可能

性が出てくるのではないのかと思っています。 

 

 

●質疑応答 

Q：館さんたちの虹別コロカムイの活動をまちづくりのリソースとしてどう評価しています

か。 

 

町長 最初に館さんたちと出会ったときに、私は農林課長という立場でした。木を切って

農地を作ってきた側です。館さんたちは、木を切りすぎたと言う。では、木を植えようと。

この点では一致していたわけです。先ほど釧路湿原の話をしたように、私たちは生きてく

るために、人間がより安全に、より便利に、より快適にやってきたなかで、やはり壊しす

ぎたものはあると思うのです。草地もそうです。食料生産のために、傾斜のきつい山の木

を切ってきた。結果としては負けましたが、湿原も何とか埋め立てて使おうとしたわけで

す。オランダの例などを見ても、何百年もかけても、湿地は絶対うまく使えないですね。 

 逆に、優良な農地を守るためには、木を植えなければいけないという発想もあるわけで

す。ただ、農地法があります。いったん農地にした場合は、未来永劫、農地として絶対守

る、将来的に農地として使える可能性のあるものは農地として守るという法律です。法律

を変えてもらうために、農地を守るために山の上のほうの木は切るべきだ、湿原の端のほ
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うには農地からのいろいろな流入物を防ぐために緩衝林を持つべきだ、そういったことは

言っています。 

 また、標茶は地域で、自分たちの地域づくりを行政に頼らずにやってきた歴史がありま

す。実際、それが標茶の一番の地域づくりだと思います。行政行政、役場役場という方も

いらっしゃいますけれども、これだけ行政面積が広いので、自分たちの地域で自分たちで

やれることはやりましょうという、そういう基本的な考え方が息づいている。私はそれを

大事にしたい。 

 それから、やはり湿原ですね。標茶町は湿原の上流部にあり、湿原の44.6％が町内にあ

ります。この湿原を守っていくことは、やはり標茶の使命だと思っています。釧路湿原と

いう名前ですが、釧路市の下流に住んでいる人たちができることは、ほとんどないのです。 

 また、河川の上流部で牛を飼うとは、どういうことなのか。牛乳は88％が水です。飲む

水が美味しいか美味しくないかによって、牛乳の質はほとんど決まってしまいます。自分

たちの作っているもののなかで、一番いいものは水。私は、自分たちが一番利用させてい

ただいて、あとは知らないよということにはならないでしょうと、町民の皆様に申し上げ

てきています。そのことは、かなり浸透してきたと思います。私たちが持っている財産の

すばらしさを、もう一回みんなで見直してみるといろんな可能性が出てきます。 

 

Q：館さんたちから、農地の植林にいろいろ規制があって困っていると聞いたのですが、町

長は現状をどうとらえ、今後についてはどのようにお考えですか。 

 

町長 家畜糞尿を資源としてどう使うかが、標茶町にとって非常に大きな問題なわけです。

その一つの解決策として、スラリー、液化して撒くという方法があります。そのためには、

緩衝林として河畔林の幅をある程度、持っておかないと撒けない。さけ・ます増殖河川な

ので、水質は重要です。なぜ、さけがふるさとに帰ってくるかというと、これは水なので

すね。水のにおいが、上流部のいろいろなものでおかしくなってしまったら、帰って来な

い。そういうことをトータルに考えて、糞尿を資源としてしっかり使う。 

 昭和30年代、食料生産のために、農地を広げられるだけ広げました。でも、ほんとうに

それが、将来的に必要なのか。技術も高まっています。これからは、資源として利活用す

ることを考えなければいけない。ある程度、農地面積は規制しても、優良農地で資源循環

型の酪農ができるならば、木を植えたほうがよい。農地をうまく使えるわけですから。今

はもう、農地というのは、食料を生産するだけのものではないと思うのです。人間が生き

ていくために必要なものを作るための農地だと思う。そのためには、今までの考え方は変

えるべきではないかと思います。山がきつい場所の草地には、大型機械が入っていけない

ので、木を植えてしまえばいい。昔は使えるところはすべて農地にしようと、山のふもと

も全部、草地にしたのですが、今は使われていないところが多い。いったん、農地にして

しまったが、考え直したら、ここには木を植えておいたほうがいいとか、ほかの使い方を

したほうがいいというのであれば、そうしたほうが農業全体のためにいいのではないかと

ずっと申し上げています。 

 私どもがやっている草地畜産は、土壌を一番大事に守っている農業だと思います。日本

の稲作と草地型畜産というのが、一番守っている。水耕栽培などもありますけれども、私
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は、やはり食料というのは、土、表土がないと生産できないのではないかと思っています。

この表土を守っていくことは非常に大事である。私たちの時代だけで浪費し尽くしていい

という話にはならない。時代もそうですし、たとえば先進国、発展途上国、新興国などと

盛んに言われますが、豊かになろうとしている人たちに対して、私たちが全部使い尽くし

て、ごみだけ残していくというのは違うのではないか。 

 農地の使い方に関しても、日本はある程度の歴史があるわけなので、ここから学んだこ

とをこれからのノウハウとして共有していくことは大事なことではないかと思います。 

 

Q:河畔林を広げていく可能性や、農地法についてこうあるべきだという考えがあればお聞

かせください。 

 

町長 平成11年に農業基本法が食糧農業農村基本法に変わりました。そのときに、農業が

持つ多面的機能というのが、明確に入っています。しかし、農地法は昭和25年から基本的

に何も変わっていない。どちらが優位の法律なのか。普通に考えれば、国の基本なわけな

ので、農業基本法です。それに基づいて農地法がどうあるべきかを考えれば、僕は変える

べきなのではないかと思います。 

 こんなことをいうとまた問題かもしれませんが、僕は、農地は共有財産だと思っている

のです。私有財産ではあるけれども、たまたま私たちが使っているだけであって、都会に

住む人にとっても大事なものなのだという意識を持っていただきたい。それに対して、都

会に暮らす人たちも、農地を守る活動のために応分の負担をする。生産性だけでなく、環

境を守ることに対して、ある程度の負担をしていただきたいと、生産者のほうが言ってい

くことが大事なのではないかと思っています。 

（注：ページ数の関係から、一部カットしました） 
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２－５ 酪農家への聞き取り取材より 
 
 
① Ｉさん  

虹別 会員 2 代目 53 歳 西別川水源地域 牧草地 68ha、兼業なし  
経営主 長男 26 歳 労働力 Ｉさん 53 歳 妻 53 歳 長男 26 歳  
草地作業委託 なし （長男就農前はあり） 

   
Ｉさんの家族は戦後福島から入植した。高校卒業後、父が 60 歳のときに後継者となる。

経営委譲する。土地は平成 10 年、学校有林を伐採した際に、もともと町有地だったもの

を町から購入した。 
 コロカムイの会の活動について、シマフクロウのために回廊として 50m くらいの幅で気

を残していけばよいと思う。これまでは、川のすぐ側まで牧草地で使っていたが、堆肥や

糞尿をまくべきではないといって、逆に町に土地を返したことがある。西別川蒸留の酪農

家として、環境意識が高くなければならないと思う。 
最初は、いきなり町有地を払い下げ受けたわけではなく、5 町歩ほど借りていた。牧草

の生える場所があったが、川から 10m も離れていなかった。酪農は「川を汚す」という声

が上がっていた。しかしもう一方から「木を植えよう」という声を聴いた。 
そして結果的に、３ha を町に返し、そこにコロカムイの会で木を植えた。平成 12 年頃

植樹した。3000 本から 3400 本ほどの広葉樹を植えた。はん、にれ、白樺、全部は育って

いないので捕植しようと思っている。牧草は鹿が食べに来る。鹿の遊び場になっている。

大きい苗を植えている。以前は下草を刈る時間はなかった、現在は下草を刈っている。で

んぼくを用意しようと思っている。 
トラクターなどの設備費がかかる。145 馬力トラクター（イタリア・ニューフォーラン

ド）、1000 万円クラスのトラクターだが、中古でそろえて、両方で 800 万くらいかけてそ

ろえた。紋別から探してきた。インターネットで探すことができる。今後は大規模施設を

作るので堆肥舎も作る予定がある。 
近隣の農家で後継者のいないところがある。17 戸集落のうち、65 歳以上のところはな

い。50 歳代で後継者のいないところが一軒、2 軒ある。自分は元気なうちにやめる。息子

は 100 頭のフリーストールでやりたいが土地がない。 
 今後は息子が中心になって、経営発展させていく方向であるが、の課題としては、餌の

問題で困っている。肉牛がいるが、半分に減らす方向で考えている。半分、もしくは親だ

けで 26 頭いるので、親を全処分して、受精卵でするか、悩んでいる。現在は繁殖。肥育

元を出荷している。肉牛は黒毛を受精卵で将来やりたい。今は親を 26 頭いて、元牛を売

っている。繁殖、子牛を売るのがメイン。減らす方向にしないと餌が足りなくなる。経営

面積は拡大できれば拡大したい。 
 息子さんとの間での役割分担平成 18 年から肉牛を飼い始めた。肉は主に自分、合間の

搾乳など。フリーストールで頭数を増やし、100 頭規模に、過去に 9300 絞ったことがあ

るが技術がついていけない。8500 ぐらいが技術と牛への負担を考えて、適正と思っている。

現在は借り入れなどの状況も考えると 8000 くらい、余裕をみて考えている。草地面積は
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20ha くらいは増やしたい。宮崎から手に入らない種を入れたので殺したくない。 
川は汚さないで酪農を続けたい。子どものころから西別川の魚で育った。川の側に木を

植えるということで干渉帯ができたら、糞尿も安心してまける。明日雨降りだから、と天

候をみながら気をつけて糞尿をまく。そのほうが臭いがなくなる。かつては、みな川の淵

に堆肥を積むことが多かった。でこぼこした川の流域の土地を利用して糞尿をまいた。 
 
流域の農家の意識 

会員さんは酪農家で２、３人いる。川に近い人は支流に近い人はいるが、自分が一番近

い。植樹祭に参加している川に近い人はいる。 
 この地域全体として草地は足りていない。農耕飼料が高騰した。土地を押さえて草地を

増やさなければやっていけない。 川のそばに野積みしていた当時、水分が切れたほうが

扱いやすいのでシートなども敷かず、発酵させて、春に置けば、秋に散布した。牧草はよ

り月日を要するが、撒いて肥料にしたい。現在、600 平米の堆舎で、きった水は貯めて浄

化槽にいれる。 
 
コロカムイの会について 

植樹祭の７回目から。きっかけは、植樹する土地がないか？と乳検査員の舘さんの奥さ

んから話しを聞いた。西別川の水量は減った。自分が見ていても半分になったくらいに減

っている。浄水所に使われている部分もかなりある。 
レジャーで魚釣りに来る方もいるので、糞尿をまくのは気が引けた。 

 
補助金・行政がどうするべきという考えは？ 

航空写真を見れば分るが、河川敷はずっと続く。かつて酪農家の中でも意見が割れて、

喧嘩になったこともあった。感覚が違うから、言っても理解できないだろうなという気持

ちで諦めていた。国か県下の土地の河川敷を無断で耕しているのに対して、行政は厳しく

管理することもしていなかった。３千町歩の町有地を把握できていない。町は農地として

持っている土地ではないので、農地として契約が出来るわけでもない。だからやるなら自

力でやりなさいという形になっていた。 
 
TPP について 

ＴＰＰに国が参加することになれば、酪農は続けられない。やめるしかない。自給自足

で暮らすしかない。地元の民主党議員は反対といってくれているが、国全体が TPP やるの

であれば避けられないだろう。 
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② Ｙさん  
虹別、非会員 2 代目 59 歳 西別川水源から約 8 キロ 牧草地 70ha 兼業なし 

  経営主 Ｙさん 59 歳 妻 57 歳 従業員 30 歳  
草地作業委託 機械共同利用およびコントラクタ 
 

Ｙさんの家族は昭和２２年、満州から引揚げた戦後入植者。Ｙさんが高校卒業後経営移

譲した。土地は 5 年間借地。1ha あたり７０万円。借りたのは 20 年前。西別は土地が高

い。現在 22 戸（ハギノ地区）そのうち、今後どのくらい残るのか問題である。5 戸くらい

は残るのではないか？と思うが、残りの方がどのくらい離農した人たちを支えられるのか

が問題である。なかには独身の方が 3 人、4 人いる。うちも後継者がいると思ったが娘の

離婚でどうなるか？いつも何戸残るのかという話なっている。 
今後、土地が余っていく方向になる。昭和 58 年に川沿いの土地を手に入れた。当時か

ら農地は原野なので礫が多い。表土は悪くないのでほかのところとそんなに変わりない。

川沿いは土地が線的、面的にまとまっていないので、作業効率悪い。三角で土地が分散し

ている。 
 100 馬力のトラクターを自宅で使う、草刈は自分たちが共同でやる。大きい畑は機械を

増さすのに 10 周ぐらい回る。畑が小さいと効率悪い。 
 川まで 30－50m なので、ところどころ川が見えるほど近いところがある。10m を切っ

ているところもある。孵化場の隣接地帯は気をつけなければならない。 
この辺の部落は離農が少なかったので家の周りに土地がない。買い集めて 70 町歩の畑

にした。新潟からの入植地、粘り強くやっている。10 戸から、現在 3 戸残っている。当時

は 
20ha 規模でトラクターもない時代だった。 
 
今後の経営規模について 

拡大できそうにない。つい一ヶ月前はフリーストールで経営拡大したいと言ってたが、

今は見通しが立たない。減らそうという話はありえる。どちらかといえば現状維持。やめ

るときはバシッとやめたいと思う。民主党政権が悪いわけではないが、農政によって非常

に持続困難。 
 
堆肥について 

堆肥は自分の畑に還元している。堆肥はどのくらい置くか？国道のふちなので露天にお

けない、規制もうるさく、コストも高い、下にシートをしけというが、置けない。堆肥を

完熟させていくことができない。今は畑に埋めている。将来に維持できるかといえば地力

が落ちてくるのでどうかと思うが今はいい。堆肥置く場所は、国の見積もりは高い。国の

補助事業の欠陥の最たるもの。自己資金でやっている人はもっと安く作っている。 
 
コロカムイの会について 

もしコロカムイの会のようなところが河川の部分を植樹しませんか？と言われたら、お

断りしない。取り組みを評価している。そこまで牛を一頭でも飼おうという気持ちはない。
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頭数に対して、餌が間に合っているので。 
川面が流れているのはいいと思う。たい肥を撒くときも、川に入ることがないように気

をつける。川の淵は私有地だが、所有権を移すまでもなく、植林することは構わない。コ

ロカムイの会は苗木を持ってきて木を植える。土地をくれという話ではない。 
川の保全にもなるし、糞尿を処理したときに防げる、保水力や川の浄化にもつながる。

農地法も絡んで売れないので、保全林として規制が緩和されれば、いいと思う。 
川の淵は残すべきだった、昔は開墾をやりすぎた。失ったものは人の力で復元するとい

う考え。虹別川の保全というのはこれからも考えないといけない。 
 私有地に木を植えた場合、固定資産税は払っている。メンテナンスや苗木を守るための

活動は会で負担している。収入が減る部分、どう補填するかと聞かれるが、農地は余り気

味になっているし、提供してもさほど影響はない。それを行政が買い上げるという形を作

っている。 現在、離農者は後継者がいない。規模拡大しても限界がある。農家の土は余

り出している。猟師だけではなくて酪農家も理解している。 
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第３部 報告会 

生態系サービスをどう報道するか 
農業、水資源、エネルギー政策と関連して 

 
 
 
日時 平成 24 年 2 月 16 日（木） 
場所 日本プレスセンター大会議室 

 
 
 
開会にあたって 
高田功（JFEJ 会長） こんばんは。ご紹介にあずかりました高田です。本日はお忙しい中、

また非常に悪天候で寒い中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 私たち日本環境ジャーナリストの会は、独立行政法人環境再生保全機構による地球環境

基金の助成を受けまして、そして、早稲田環境塾のご協力をいただきながら、平成 23 年度

より 3 年間の予定で「生態系サービスをどう報道するか」という課題について、研究を重

ねております。 

 平成 23 年度は、自然科学と経済学の両面から生態系サービスを研究する研究者や職業人

のキーパーソンを発掘し、公開勉強会を行うとともに、河川流域の生態系サービスに取り

くんで実績をあげている活動事例や、その報道の成功例の視察・報道などをしてまいりま

した。 

 本日は、この研究活動の中間報告として、「生態系サービスをどう報道するか 農業、水

資源、エネルギー政策と関連して」というテーマで、この報告会を開かせていただきます。 

 昨年の東日本大震災と、それにともなう福島の原発事故は、環境ジャーナリズムの手法

にも大きな影響を受けたと思い

ます。生態系サービスとその報道

手法を研究している私たちのテ

ーマの中にも、大きな転換が起き

たと思っています。中でも、TPP

交渉に揺れている農業や、水資源、

そして原発事故を受けて大きく

方向性が変わった自然エネルギ

ーの 3 分野において、その報道も
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大きな転換を余儀なくされています。 

 本日は、この三つの分野で、最前線で取材活動をされている日本農業新聞の金哲洙さん、

上毛新聞の小林聡さん、朝日新聞の竹内敬二さん、この三人のジャーナリストをお迎えい

たしまして、2 部構成でお話を伺っていきたいと思っています 

第 1 部はそれぞれの分野で報道されているお三方に、報道手法の現状及びその問題点と

いうお話を、お一人約 15 分少々のお時間でお話を伺いたいと思っています。このお話しを

踏まえた上で、第 2 部はパネルディスカッションというかたちでお三方に、ともすれば縦

割りになりがちな傾向をどのように克服して、生態系サービスの報道というものを、生態

系、暮らし、社会全体への影響と対策を見通しての報道をするためには、どうしたらよい

のか。縦割りを超えた生態系サービスと報道手法を確立するためには、どうすればよいの

か。そういったテーマについて模索していっていただければと思っています。 

 さらに、本日ご来場の皆様にも、この非常にチャレンジングなテーマにつきましてご一

緒に考えていただければ、主催者として大変有難いと思っています。 

 どうか最後まで皆様でご一緒に何らかの方向性を考え出していければ大変有難いと思っ

ていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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３－１ 「自由貿易協定に揺れる農業環境政策の報道」 

金哲洙（日本農業新聞・JFEJ 理事） 

 環境基金の助成を得て、昨年は「生態系サービス」をどう報道するかというテーマで、

北海道標茶町の西別川流域における河畔林の復元とシマフクロウの再生について酪農家と

漁業家、そして市民による「虹別コロカムイの会」の活動を取材に行ってまいりました。

私の専門性から、自由貿易化が進んでいる中で、一つの地域がこれからどのように生き残

れるかという観点からも取材しました。キーワードは、「絶滅危惧種のシマフクロウを守る」

ことで、実際に酪農家、あるいは水産業の方を西別川流域のシマフクロウが棲めるような

環境を保護しながら、本来の生業を持続可能なものにしていくということだったのですが、

実際に現場に行ってみると、これだけ頑張っているにも関わらず、自由貿易化でこの地域

全体が非常に厳しくなるので水産業の方も酪農の方も、これは是非阻止したいという声が

高かったのです。 

 なぜそうなのかということを、今日本では TPP、韓国では韓米

FTA ということを進めています。そういうことを通じて、自由貿

易ということになってくると、効率だけを求めて、特に韓国はそ

うなのですが、海外から輸入のものを増やして、国内のものはあ

る程度農家も減っているから減らす。そういう方向で、食糧の自

給目標は一応高くしていますが、実質それは難しくなってくると

いう現状です。 

 そこで輸入物が入ってくるということになると、実際に国内の

生産が難しくなってくるのは、例えば水田の棚田が輸入物に代替

して、あるいは水田があるからこそ棚田が守っていけるのですが、

そこに水がなくて、例えばネズミなどが穴を掘ると、棚田が崩れる。ということで一緒に

生態系も崩れてしまう。 

自由化で先行している韓国での取材で、農業に非常に詳しい弁護士の方から「韓国国内

でも日本と同じで農業の競争力を高めている。そうするといかにコストを下げるかという

ことになってくる。今の自由貿易の中で、日本も韓国もそうですが、農業競争力というの

は、果たして今の概念でいいのか。農業の多面的機能への評価が置き去りにされているの

では」ということです。COP10 で、「里山イニシアティブ」を採択したのですが、やはりそ

この地域に人がいて、自然環境が維持されて、文化が守れるような、そういう農業こそ農

業競争力ではないか。アメリカのように輸出を目的とした農業というのは、今はロボット

農業と言うのでしょうか。それは生態系を軽視したやり方ではないのか。 

TPP あるいは FTA が進んでいくのに、なぜ韓国がこれだけ反発が強いのか。例えば韓米

FTA の中で、例えば自治体が地産地消のために学校給食の原料に自分の地域の農業なり、

業者を優先した場合、輸入物を学校給食に使わずに国内のものを優先して使った時に、輸

入物を扱っている企業が外資企業であれば、それはその自治体を訴えることができるとい
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うことになってきています。 

そうするとどういうことが起きるかというと、自治体は環境保護の政策をつくったとし

ても、それが外資企業によって、つまり救済機構に訴えることができるということになっ

てくると、国内政策さえも逆に無効になることがある。そういうことで韓国は非常に危惧

しているので、今非常に反対運動が続いていて、与野党が韓米 FTA を国会の批准も終わっ

てまだ発効していませんが、与野党はそれに対して発効を中止しろと、先ほど申し上げた

ISD（投資家対国家間の紛争解決条項：Investor State Dispute Settlement）を廃止しない限り

は、自分たちは政権交代を通じてこれを全部廃止するということを訴えて、与野党の攻防

が非常に激しくなってきているということです。 

ですから、ある意味ではこれまでの発展というものは経済だけを優先して、効率だけを

優先してやってきたものですが、やはりこれからは、特に農業の場合ですと多面的機能を

重視した持続可能な事業を進めていく上では、今の TPP、韓米 FTA も含めて改めて見直す

必要があるのではないかと思いました。レジュメの 4 ページまで、私がそれを書きました。 

日本なりに「TPP を慎重に考える会」とか、いろんな方々が頑張っているのですが、これ

だけ経済がグローバル化している中で、環境法も含めて農業政策とかも含めて、国際連帯

が必要ではないかということで、今週日曜から与党の方と韓国を視察しては両国の議員同

士で韓国では韓米 FTA、日本では TPP にどのように向かうかということで共同記者会見を

開くことになっています。 

 

 生態系サービスの話と関連して、韓米 FTA の現状の報告をさせていただきます。 

韓国の場合ですと韓米 FTA は野党が反対しているので、最初は、実際の世論はあまり取

り上げていなかったのですが、つい最近になって世論が変わりつつあります。つまり、環

境もそうですし、先ほど申し上げた ISD 条項も含めて、国民の世論がどのように変わって

きたかというと、一番わかりやすいのは、韓米 FTA というのは実際に一部財閥のための政

策であり、実際に普通の庶民のものではないということです。つまり、「1％の（財閥）た

めになぜわれわれ 99％（の庶民）がそれを犠牲にしなければいけないのか」ということで

す。自由貿易がどんどん進んでいくと、その中で環境問題や、自然生態系サービスも含め

て非常に厳しい局面になるのではないか。ですから、そこでわれわれ報道機関からすると、

どんどんこういったことを発信していきたい。韓国で 4 月 11 日に総選挙がありますが、今

の勢いで行くと、もしかすると野党が与党を倒す可能性があるのではないかということで

すので、そのように世論が変わりつつあるということを一つの経験として、ジャーナリズ

ムは生態系サービスに関しての情報をどんどん発信して、人間と環境と文化を守っていく、

そういう地域政策に結びつくような行動を喚起していくべきではないかと思っているとこ

ろです。 
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３－２ 「水源地と都会をつなぐ報道」 

小林聡（上毛新聞沼田支局長） 

 私は群馬県の中の、それも一番北端の沼田支局というところの、ごく限られた地域の中

でのことを 3 年間取材してきました。ですから、その受け持ち範囲の中で生態系サービス

を取材してきたわけで、今日はそのことをお話させていただきたいと思います。 

 沼田支局というのは、受け持ちが北のほうの沼田市とみなかみ町と昭和村という地域で

す。地方紙ですので特定のテーマを持って、そのことにかかってそれを追いかけ続けると

いうことはなかなかできなくて、その受け持ちの範囲の中であったことを何でも取材して

伝えるというのが、私たち地方紙の役割だと思っています。 

その中で、みなかみ町の藤原地区という山奥の地域で、「森林塾青水」という団体が昔の

入会地（いりあいち：茅の草原）を再生しています。最初は地域の出来事ということで取

材に行ったのが始まりで、最初はなぜそんなことをやっているのだろう、何のためにやっ

ているのだろうということがよくわからないまま行っていたのですが、何度か取材に伺っ

たりして、一昨年でしょうか、みなかみ町で森林塾青水の発足 10 周年を記念したフォーラ

ムがあり、その中で草原の再生などが生物多様性の保全にも非常に役立つ。なおかつやっ

ていることが地域を経済的に潤すことにもなりつつあるというお話を聞き、「ああ、そうい

うことだったのか」とその時になんとなくですが、わかったような気がしました。 

 特に思ったのが、藤原という地域、昔の入会地という共同

で管理する森林や草原ですが、ずっと長い間放っておかれた

のです。そこを人間の手で茅を刈ったり、木が生えてきてし

まったのを切ったりとか、そういうことをして再生に取り組

んでいるのですが、その刈った茅を茅葺屋根で使うのに買っ

てもらったりとか、そのイベントのために人が来て、地元の

民宿などに人が泊まりますので、それで潤ったり、そんなに

額は大きくないと思いますが、そうなってきている。 

 なおかつ、人の手で草原を管理することで生物多様性も保

たれて、良いことばかりじゃないのということを感じてはい

たのですが、なかなかそれが記事として、これは取材する側

にも認識や技量が足りない部分があると思いますが、どうも表面的な「こんなことがあり

ました」という記事、取材が多くて、なかなかイベントの意味というものを伝えきれてい

ないなということを、3 年間見てきて感じているところです。 

 昨年、一昨年くらいから変わってきたのが、昨年は刈った茅を地元の記事にもあります

が、神社の歌舞伎舞台の屋根の修復に使ったり、東日本大震災の被災された方の仮設住宅

の断熱材や農地の雑草を防ぎ、水分を保持するマルチ材に使ったりと、茅を使う用途がだ

いぶ広がってきて、そういう用途が広がると草原などの価値も改めて見直されていくとい

うことが伝わっていくのではないかと思っています。ただ、地元のみなかみ町の方もそう
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ですが、「生態系のサービスや生物多様性の保全などをなぜやるのだろう。やると何か良い

ことあるのか」というような感じで、意味がなかなか広がっていっていないと思います。 

それはなにも地元の人だけではなく、私が勤めております上毛新聞社の中でも、編集局

の中でも「なんだい、そりゃ」というくらいの認識のような気がします。昨年（2011 年）

12 月 22 日付に、今年（2012 年）10 月に「草原サミット」をみなかみ町で開きますという

記事を書かせていただきましたが、その時のデスクの反応も、「初めて聞くよ。こんな珍し

いものやるなら…」というので扱いが多少大きくなったというくらいの認識で、まだまだ

知られていない。しかもそれを掲載しているのが上毛新聞という群馬県でしか発行してい

ない新聞ですので限界はあると思いますが、せめて県内の方にこういう意義を伝えられる

ような取材、記事を載せられるようにしたいと思っているのが現状です。 

同じ生物多様性の話ですと、同じみなかみ町で「赤谷プロジェクト」というプロジェク

トが 7 年くらい前から始まっています。ご存じの方もいると思いますが、国有林ですが、

林野庁と日本自然保護協会、それと地元の方でつくる「地域共有会」という三者が共同で、

やはり生物多様性の保全に取り組んでいるプロジェクトです。そちらも何度か取材に伺っ

ているのですが、そちらもやはり広がりがないと言いますか、何度か取材に行っても見る

顔ぶれがあまり変わらないのです。ちょうど 1 年くらい前ですが、その赤谷プロジェクト

が始まって一区切りで、国有林の管理経営計画を策定する年にあたり、その赤谷プロジェ

クトの中でいろいろ先進的な取り組みなどを踏まえた計画書をつくったということで、そ

のタイミングで記事も書かせていただきました。レジュメの 9 ページに出ていますが、そ

の中でも書きながら思っていたのですが、やはり知られていない。これからそういう取り

組みが必要、もっと広くわかりやすく伝えていく努力も、先進的な取り組みだけではなく、

そういうものも必要なのだと強く感じました。 

もう一つ、生物多様性と関連して取材をして思ったのは、このレジュメの中には入れて

ないのですが、先ほどこの会が始まる前に早稲田環境塾の原剛先生とお話をさせていただ

きました。その話の中で出てきたのですが、みなかみ町が昨年春に条例をつくりました。

それが「みなかみ町自然環境及び生物多様性を守り育てるため昆虫の保護を推進する条例」

という長い名前です。簡単に言うと、地域を指定してそこにある植物や昆虫を取ってはい

けませんという内容の条例です。ただ、町の条例なので、特に罰則とかはないのですが、

例えば先ほど出てきた条例の地域指定の「森林塾青水」が活動している藤原の地域とか、

その辺も指定されまして、そういう活動をしやすくする。そこに何も知らないで観光客の

方が来た時に、「この花きれいだね」と言って取ってしまったりとか、昆虫を捕まえてしま

ったりしそうになった時に、「ここはこういう条例があるのでやめて下さい」と言える根拠

になるようなものということでみなかみ町がつくりました。 

これなどはそういう青水がやっているような活動を行政の側でも評価していると言いま

すか、そういうことによって地域の活性化にもつなげていきたいという思いの現れではな

いかというふうに感じて見ておりました。  
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３－３ 「原発とエネルギー。政策の転機を書く」 

竹内敬二（朝日新聞編集委員・JFEJ 会員） 

 今、福島で何が起きているか。これは昨年（2011 年）11 月の写真ですが、バスの中から

うちのカメラマンが撮った写真です。原発近くはなかなか入れないのですが、入っていく

とダチョウがいるということです。もちろんダチョウは福島原産ではない。福島県双葉郡

大熊町にダチョウ園があり、福島第一原発にもダチョウを飼っていたのです。ダチョウの

ことを、放射能でニワトリが大きくなったのではないかと言う人もいますが、そうではな

くて、第一原発ではダチョウを飼っていたのです。なぜならば、あまりよろしくない話な

のですが、ダチョウは子供が来た時に見るものがあるということと、それからダチョウは

自分の糞を食べる性質を持っているのです。自分の糞というのは汚い感じがしますが、栄

養素がたくさんあって、こなれていて、食事的には良いわけです。糞を食べる癖があって、

それは原子力の使用済み燃料からプルトニウムを取り出して燃料サイクルである原子力発

電所にとって“ふさわしい鳥”だということです。

これは本当の話です。このダチョウは逃げ出したの

です。放り出されていて大熊町のダチョウ園という

ところから逃げ出して、原発の近くで写っています。

（人間が）帰ってきたのではないかということで、

人間に慣れていますのでバスの前から動かなかった

そうです。 

これは双葉郡浪江町での写真です。汚染が

激しくて人がいないところに、飼っていた牛

を放して出てきたら、自然の牛になる。野生

化している。校庭などにたむろしていて、お

どろおどろしい感じもしますが、新聞社のプ

ロカメラマンが行くと、おどろおどろしさと

言うよりも格好いい芸術的な写真を撮ってく

る。恐ろしい光景だったらしいです。これは、人間に驚いて山に逃げこむ集団をとったら

しいです。 

これが今の現地の状況なのです。われわれはあまり報道できていないのです。あまり行

かないから。行かないからというのは、行くのに規

制されていて、町の人が行く時に一緒に行くとかで

すから行けないわけです。ですからこういう写真は

なかなか無い。 

 

こちらは 25 年前に事故を起こしたチェルノブイ

リの今です。5 年前ですが、私が撮った写真です。
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廃屋があり、そして畑は森に戻りつつあります。 

廃墟となった町があります。これはここが

チェルノブイリ原発で、これはその働く人の

アパートでした。私が撮った場所は、一番の

ホテルの屋上へ上がって撮っているのです

が、こことここが 4kmくらい離れています。

ここの人たちは「事故が起きたから、3 日間

保養地に行くから着替えを持ってバスに乗

りなさい。3 日だけです」と言ってもう 25

年ほど帰ってきていません。 

除染に使った車両は汚れてしまったから捨てている。捨てられたヘリコプターもたくさ

んあって、迫力のある場所です。何万台もあります。これはキエフにあるチェルノブイリ

博物館にある、消えた村のプレートです。国内だけで 200 とかありますが、全部で 500 の

村が消えたと言われています。40 万人くらい逃げていますから。赤い線を引いてなくなっ

たという印です。 

これはチェルノブイリ事故直後の写真です。

このような事故が起きたとは私たちは知らな

いです。写真は絶対に出て来なかった。こん

なものを見せたら世界が卒倒しますので、壁

があるほうの写真だけが出回っていて、これ

は十何年経って、これをもらったのは 2001

年か 2006 年かわかりませんが、「実はこうだ

ったのだ」というのをくれました。恐るべき

写真です。 

これは土地にある葉っぱ。それをレントゲ

ン写真のフィルムに載せて現像すると放射線が出ている。葉脈にきっちり放射性粒子が入

っているわけです。それで葉っぱのかたちが映る。つまり何年経っても放射能は残ってい

る。これは私が撮った 2006 年の写真です。 

 

 今回の福島の事故は、われわれのエネルギー問題の考えをガ

ラリと変えてしまいました。日本は、オイルショック前は石油

ばかり使っていました。「これではいかん。石油は高くなるし」

ということで、脱石油戦略を何十年もやって来て、これは 2006

年ですので成功しました。原子力、石炭、LNG、水力というよ

うに、自然エネルギーがないですが、バランスが取れてきてい

ます。石油は 7.9％くらいしかない。つまり日本は石油漬けの国
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ですが、電力業界の発電におい

ては、脱石油は成功していまし

た。こういう状況で事故が起き

たということです。 

脱化石燃料とは言えないけど

も、脱石油は完成していました。

原子力政策というのは、われわ

れは今ここに資料がありますが、

「日本の原発がきれいだから 60

年使いましょう。もともとは 40

年だったものを 60 年使いまし

ょう。60 年使った後は、今度は

新型に切り替えて、もう一回原発をつくって、2050 年くらいからもんじゅなどの高速増殖

炉を使いましょう。そして、2100 年には日本のエネルギーは全部原子力でやりましょう」

という計画を 2005 年に立てていました。原子力政策大綱、あるいは原子力立国計画と言い

ます。これが全部パーになったのが今の状況です。 

 福島原発事故によって、私たちが考えるエネルギー政策の前提が崩れた。ここにありま

すように、原子力が電気の 26％だったものを、2030年には 53％にすると言っていましたが、

これがまったくパーになりました。そのために 14 基増やすと言っていたのが、おそらく増

えないでしょう。増えるどころか減る時代に入りますので、全ての前提が崩れてしまった。

私たちは考え直さなければいけないというところに今来ています。 

そして、日本では今政府のエネルギー

環境政策のつくり直しをしています。ち

ょうど今年 1 年でエネルギー政策はまる

で変わるということになります。あるい

は燃料会社が強かったらほとんど変わら

ない。どちらかです。数十年に一度の大

変革の可能性のある年です。 

日本のエネルギー政策を考える軸は、

今は一番上に書いてある 2 行目の三つだ

と思います。 

 

原子力を減らす／自然エネルギーを増やす／電力制度を変える。 

電力制度というのは、よく言われますように、東京電力は東京だけの電気を地域独占的

にやっている。こういうものをもっと競争できるようにする。欧州は全ての家庭が、欧州

のどこの国の会社の電気も買えるということになっています。ですから、こういう事故が
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起きた場合には原子力が嫌いだという人は原子力ではない会社の電気を買うということが

できて、消費者の選択がエネルギー政策を変えるという制度にもなっているのです。日本

はそうはなっていません。計画停電だと言われれば、ここは計画停電のエリアかな、など

とピリピリしながら、突然、電気をバシッと止められてという生活をするだけです。日本

は消費者抜きのエネルギー政策を今まで甘受していましたが、これからは自由化の方向に

向かおうとしております。しかし、どうなるかはわかりません。 

 今、枝野幸男経済産業大臣が一人で、原子力政策と電力制度を変えようと非常に頑張っ

ています。10 個変えると言っています。このうち 10 個なんて変わらないと私は思っていま

す。「2～3 個変われば日本が変わる」と思うくらいの全てのものを変えると言っています。

例えば、分散型エネルギーの拡大とか。送電線を全国融通するように使いましょうなど。

今は、電気はなかなか全国融通できないことになっています。送電分離などいろいろ書い

てありますが、そういうことになっています。 

実際に、世界では自然エネルギーがけっこう増えていま

す。自然エネルギーがどれくらいあるかというと、2010

年末、原子力対自然エネルギー連合を見ると、自然エネル

ギーが少し勝っている。これは設備容量です。発電量は、

原子力は稼働率が高いのでまだ原子力のほうが多いです。

でも比較の量でいうと自然エネルギーのほうが勝ってい

る。これは 2010 年末です。2011 年末の数字が出てきて、

風力が 2010 年末では 1 億 9,300 万ですが、2011 年末は 2

億 3,800 万でグッと伸びている。おそらくあと 3～4 年で

原子力を風力が抜くでしょう。つまり原子力がちょっと下

がる。日本の福島が減るでしょう。廃炉になることが決ま

っていますし、ドイツが 8 ヵ所くらい半分に減らしましたので、このくらいまでいきます。

世の中の流れはこうなっています。 

朝日新聞も、原発ゼロの社会を目指そうと昨年社説で書きました。立場を変えました。

私もこの社説を書く委員会のメンバーなので、いろいろ議論しました。今まで新聞は、原

発については厳しく書くけれども、質的にやめようという評価はしてこなかったのです。

50 年間してこなかったわけで、文句は言うけど否定はしないという立場を取っていました

が、初めてこれから将来に向けて原発をなくす社会をつくろうと言っています。毎日新聞

もそういう意見を言っていまして、今、新聞の世界では大きく二つに分かれています。 

われわれはなぜ意見を変えたかというのは、やはり原子力は制御できなかったし、事故

が起きた後もいまだに放射能に翻弄されている。もう制御できないものではないかという

ことです。これはその社説を一度に 5 本書きました。どんなことを書いたかというと、古

い炉から順番に止めていこう。自然エネルギーを大きく増やそう。そして、電力制度を変

えよう。発送電を分離する。原子力政策で言えば、核燃料サイクルをやめようということ

106 JFEJの許可なく転載することを禁止します



 

を訴えています。 

では、脱原発はできるのか。ドイツでは 30 年かかりました。ドイツの緑の党は 1980 年

に結党して、2011 年に最終的に脱原発が決まったということで、30 年戦争です。ドイツの

緑の党は勝利したとドイツでは言われています。しかし、勝利したら戦うものがなくなっ

て、緑の党の元気がなくなっているというようなことを聞いています。 

では、日本でできるのかというと、これはそちらの紙に書いてありますが、こういうこ

とを項目として考えなければいけない。やめたいとちょっと思うだけではやめられない。

世論というものも重層的にいろいろなところがいろいろな議論で脱原子力の世論をつくら

なければいけない。特に日本の場合には、メディアの論調も今まで弱かったし、NGO が弱

いです。反核 NGO も弱かったです。電力業界は逆に強いし、原子力をなくしたらどうなる

かという制度が全然用意されていない。電力自由化はないし、自然エネルギーは今電気の

1％でしかない。そういう状態だということです。 

世の中はこんなに変わっています。これはスペインの太陽光反射鏡で、太陽光を集めて

電気をつくるものです。今アメリカやスペインや北アフリカでは、太陽電池ではなく、太

陽光の熱を使うのが流行っています。これはヘリコプターから撮った写真です。砂漠みた

いなところにいっぱいこうやってつくっている。 

スペインですが、これはある日の電気

全部の中の風力発電のパーセンテージ

のグラフです。ある時間には、電気がス

ペイン全土の 53％が風力でつくられて

いる。こういう場所がたくさんある。 

 

先ほど金哲洙さんとお話ししていた

のですが、スペインやヨーロッパではこ

ういう光景がたくさんあるわけです。町

の中、村の前にいっぱい風車が建ってい

る。目障りなのになぜ建てるのかというと、彼らの収入なのです。村の収入。他所の人が

来て建てれば、これは絶対に反対です。でも村の人が決めたら「まあいいじゃない。5 年く

らいこれをつくって儲ければ」というふうに、自分たちで決めるから景観の問題も音の問

題も自分たちで決めることができる。これを日本でやれば、漁業組合は自分の沖合に自分

の風車をつくることができる。こういうことにもなっていて、今日本は原子力から自然エ

ネルギーという、まるで逆の種類のエネルギーにシフトするということを急に考えさせら

れる時期になっているということが言えると思います。 
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３－４ 縦割り報道を超えて（全体討論） 
司会 ありがとうございました。第 1 部は農業、水資源、そしてエネルギー政策という三

つの柱から現場の報道実践を通しての報告をしていただきました。この会は引き続き第 2

部に移行してまいりたいと思います。 

 第 2 部は非常に大事でして、全体討論と位置づけております。会場の皆さまもどうぞよ

ろしくお願い致します。「縦割り報道を超えて：生態系、暮らし、社会全体への影響と対応

策を見通す報道を目指して何が必要か」というテーマで、朝日新聞の竹内さんにコーディ

ネーターをお願いします。よろしくお願いします。 

 

竹内敬二 引き続きよろしくお願いいたします。 

「生態系サービスをどう報道するか」という題ですが、「生態系サービス」というのは難

しい、新しい概念的な言葉です。私たちが 20 年前に Sustainability とか、Bio Diversity とか、

そういうカタカナでの環境の概念を勉強した時に似ているような「生態系サービス」とい

う言葉だと思います。でもよく考えると、なかなか味のある言葉なのではないかと思いま

す。「土地の生態系が与えてくれるもの」というイメージです。 

昨年はそれに対して、私たちが土地と生態系が与えてくれるものをうまく表現する上で、

非常に大きな試練のように原発事故があったと思います。放射能が土地と生活にまんべん

なく降り注いで、あらゆるところに影響していて、そして今日話した 3 人は違うところの

取材をしているわけですが、その 3 人が別々に

その影響を報道していって、全体性がうまく表

わせない。そういう悩みもあると思います。 

小林さんにお聞きしたいのですが、小林さん

が取材されてきた土地は、わりと生態系が与え

てくれるものをうまく守って、元に戻して発展

して、人間もそれを守る活動に入っていると思

うのですが、なぜその土地は、日本の他の土地

と比べてうまく運動的になったのでしょうか。 

 

小林聡 藤原の地域というのは、群馬県の中でも田舎です。かなり山の中で、一つは過疎

の典型的な進んでいる地域でもありますので、若い人がどんどん出ていってしまう。この

ままではどうしようもなくて、人がいなくなってしまうというところに青水の方々が来て、

村の長老の方たちから茅の刈り方や、そういう方たちがずっと昔から当たり前にやってき

たことで、その方たちはそれが貴重なものだとは思っていないと思うのですが、そういう

ものを外部から来た方たちがうまく引き出してくれたのではないかと思います。ですから、

地元の方はいまだによくわかっていない。ずっといままで自分たちがやってきたことをそ

のままやっているので、それをやっていたら周りの人が「いいよ、いいよ」と言ってくれ
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て、それが何がしかの経済的効果もある、そういう地域の状況があったので、そこにうま

く外部から来た人が引き出してくれた。その辺がうまくいったのではないかと思います。 

 

竹内敬二 その土地の人は、それがどれほど重要かとは思わずに生活してきたのを、都会

から来た人が「それは大事なのだよ」というふうに結びつけたということですね。水を主

体にして結びついているということは、都会の目から見たら水は大切だと思うのですが、

土地の人たちから見たらたくさんきれいな水はあるし、会話も昔からあったことだし、気

がつかないものかもしれませんね。 

 

小林聡 水はやはり豊富なところですし、なぜこれがそんなにいいのだろうということを、

当たり前すぎてわかっていない。私も群馬県の生まれ育ちなのですが、みなかみとはだい

ぶ離れた高崎で生まれ育って、みなかみのほうへ仕事で行くのですが、群馬県の中でも離

れたところからみなかみに行くと、「いいところだな。なぜみんな気がつかないでここから

出て行ったりするのだろう」と思ってはいるのですが、地元の方は多分気がついていない

のでしょう。 

 

竹内敬二 「森林塾青水」という団体は、どのように水をツールにして土地と都会を結び

つけようとしているのですか。何かあるのでしょうか。 

 

小林聡 水というよりは水源の地域全体でしょう。藤原地区というのは利根川の源流の地

域でもありますので、そこの森林とか、もともとは入会地の茅場でしたので、草原とか、

そこを健全な状態にすることで結局はそれが水源地を守っていくことにつながる。 

 

竹内敬二 「水を飲む時には水源地のことを考えよう」というキャッチフレーズがあると

お聞きしたのですが。 

 

小林聡 それは森林塾青水のですね。 

 

竹内敬二 「飲水思源」という言葉も。こういう言葉も大事なのかもしれませんね。もう

一つお聞きしたいのですが、原子力発電所の事故があって、水源地も少し放射能が降った

と思うのですが、皆さんもちょっと心配になっているのでしょうか。 

 

小林聡 心配しています。心配も二種類あると思うのです。一つはもちろん健康のこと。

そこに地元の方は住んでいますし、少ないとはいえ子供も住んでいますし、そういう小学

生、中学生の親御さんはかなり心配して、かなり早い段階、昨年の春くらいの段階から自

分たちで線量計を買って周りを測ったり、除染とかを周りでやるよりも先にどこかで情報
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を集めてきて、庭土の表面を取り除いたりして、自分たちではやっていました。もう一つ

は、町全体として観光が主体ですので、風評被害。自分たちの健康を守るためにやってい

ることが報道などで外に出てしまうと、やはりそれで「あそこの地域は危ないのだ」と思

われるのが困るのでということです。私は新聞記者なのでそういう話を聞けば記事に書き

たい気持ちはあるのですが、それによって困ってしまう人がいると思うとなかなかその辺

のことは紙面には出しにくいと言いますか、出していないです。 

 

竹内敬二 それは難しい問題ですね。風評被害というのは、もともと非科学的ないい加減

な言葉ですので、どうやって飛んで行くかわからないところがありますよね。 

 私も原発事故を取材しているのですが、放射能というのは本当にとんでもないもので、

時間が経っても減らないものなのです。チェルノブイリを取材すると、日本と少し違った

風潮が見えています。チェルノブイリは畑や森林は除染しないのです。できるわけがない

ということです。しても経済的合理性はないということで除染しないわけです。汚れた村

からは全員強制的に疎開させて、新しいところに何百件という村をつくって「ここに住み

なさい」。職業も与えます。職業は、例えば自動車の修理ができる人はそのまま、医者はそ

のまま、教員だったらだいたいそのまま。多くの人はコルホーズやソーホーズに当てはめ

られるわけですが、社会主義国家でしたので、全部強制的にやったわけです。 

日本は自由の国ですので、なかなかそうもいかない。私の目から見ると、除染というの

は難しいだろうなと感じています。山を除染するという話などが出てきていますので、こ

れはどう議論していっていいのか。日本全国、まだわかっていないと思います。その除染

についてなにかご意見がありますか。 

 

小林聡 国の除染の特別措置法というのがあって、その中でも除染を国の費用でやっても

らいたい地域をあげて、調査して重点地域に指定されれば除染をするという話が昨秋くら

いにありました。その時に群馬県の北部地域はだいたい線量が高いところでして、そこは

指定を受けることを希望するか、しないかということで、やはり市町村によって分かれて

いました。みなかみ町は除染をしっかりやりましょうということで、わりとすんなりと希

望していました。それは観光地、観光が主産業ですので地域指定を受けることで、「やっぱ

りあそこは線量が高いのだ」と見られてしまう面は心配したようなのですが、ただそれで

も放射性物質が飛んできても仕方ないのだから、やれることはしっかりやって、その上で

「私たちのところはしっかり除染しているので安全ですよ。だから観光にも来てください」

という考え方でまとまりました。しかし、みなかみ町のすぐ隣に片品村があります。そち

らもやはり尾瀬の手前の入り口にあたる村で、そこも観光が大きな部分を占めているので

すが、最終的にはそこの片品村も指定を受けることにしたのですが、その前の段階では、

みなかみ町と隣り合っているにもかかわらず、指定を受けようという話し合いをしていま

せんでした。それはやはり風評というものをかなり気にしていまして、うちはそんなに線
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量が高くないのだから、できるところは自分でやりますということで言っていたのですが、

みなかみ町に影響されたのか、何なのかわかりませんが、やれることはやりましょうとい

うことになりました。 

 

竹内敬二 ありがとうございました。除染の問題は難しいと思います。除染というのは公

共工事ですので、みんながやりたがるのですが、一方で生活再建の方へのお金というのは

なかなか出しにくいという社会の制度があって、難しいことがたくさんあると思います。 

 金さんにお聞きしたいと思います。金さんは農業を取材されていますが、農業において

も今回の原発事故は影響が出ていますよね。この前、金さんとお話しした時に、日本から

中国への輸出、農作物の輸出が減っているという話がありました。日本においての原発事

故の影響というものについて少しお話しをお願いします。 

 

金哲洙 先日、農林水産省が昨年 1 年の世界各国の輸出額

をまとめたのですが、その中で一番大きかったのが中国で

す。それでも 35％くらい減っています。それはなぜかとい

うと、中国が日本の原発事故以降、最初は日本全国の農産

物は輸入停止ということだったものを、それをちょっと緩

めて今の福島とか茨城、東京、千葉を含めて 10 都県のも

のは全て輸入停止ということになっていて、他県に関して

は安全証明書や産地証明書を出して下さいということで、

いまだに協議中でなかなか難しい状況にあります。 

 今回もある意味では、日本はどちらかというと日本の農

業を活性化する一つの輸出促進政策というのを出しまし

て、それは今後、最初は 2013 年までだったのですが、政党が変わって 2020 年まで伸ばす

ということで、輸出生産額を 1 兆円に伸ばすということだったのです。しかし、実際にこ

ういう政策というものが原発で吹っ飛んでしまった。それで今度 JETRO（独立行政法人日

本貿易振興機構）が輸出に取り組んでいるのですが、それも今度中国が、5 月だったと思い

ますが、「食品飲料イベント」という展示会を開くのですが、そこでも募集対象というのは

やはり今の福島など 10 都県は外されているという現状です。ですから、そこで例えば今自

由貿易で農業の競争力をつけて輸出促進しようと思っても、現実的には無理がある。そう

いう今影響が大きいということです。 

 

竹内敬二 ありがとうございました。金さんの先ほどの報告では、グローバリゼーション

の中で脅かされる地域の農業を韓国の例でお話ししていただきましたが、日本では TPP と

か、自由貿易、グローバリゼーションと農業の中で農業がどう残るかと言っているのに、

それとは別に原発事故というものが降りかかってきている。TPP どころではないということ
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ですよね。 

 

金哲洙 今回の原発ということに関しては、政府は想定外と言っていますが、そういうと

ころではないのです。それ以前のものだと感じています。 

 

竹内敬二 ここで皆さんとお話をしたいと思います。質問、あるいはご意見がありました

らと思います。この 3 人の報告の内容についての質問でもいいです。 

 

会場より 大学に籍をおいています小林といいます。金さんと竹内さんに質問と言うか、

関連したようなコメントです。 

金さんに、韓国の給食の地産地消が自由貿易に抵触するというお話についてです。それ

は日本でもやっているところが多いと思うのですが、一つは国家政策とか自治体の政策と

してやってしまうと問題が出てくると思うのですが、地元の任意のかたちで個別の小学校

とか、そういうかたちで任意の消費者の選択の問題と位置づければクリアできるのではな

いかという気もして、その辺り韓国の議論がどうなっているのかということをもう少し聞

けたらと思います。 

 竹内さん、原子力の話と自然エネルギー。自然エネルギーは賛成なのですが、ちょっと

報道で気になったのが、自然エネルギーでもいろいろなかたちがあると思っていて、今は

メガソーラーとか、中小企業などが新規にとかの方が注目されています。本来自然エネル

ギーをやるべきところ、例えば一般住宅とか、工場とかの屋根に太陽光を置くとかという

のではなく、農耕すべきところに太陽光パネルをつくるという形があります。自然エネル

ギーもいいのですが、どういう形態が日本の国土に合っているのかという、そこのところ

を、ただ自然エネルギーは良いのだと言うだけではなく、どういうかたちがいいのか。本

来ならば太陽光パネルを敷き詰めるのではなく、そこで農業を再活性するのが本当はいい

のではないかとか、そういう議論がもっと聞こえてきてもいいのではないかという気がす

るのですが、その辺りで少し補足していただければありがたいと思います。 

 

竹内敬二 では、私に対する質

問からお話ししたいと思いま

す。おっしゃるように、自然エ

ネルギーのほうがいいのだと

いう声が大きくなっています。

しかし、ここはなかなか難しく

て、実は自然エネルギーという

のは電気で 1％しかないのです。

日本は恥ずかしいくらい少ない状況で、自然エネルギーというのは電力業界も政府も忌避
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していた感じがあり、「1％の自然エネルギーは 25％の原子力をカバーしない」という言い

方で、1％を 2％にする政策を全くやってこなかった。だからずっと 1％なわけです。1 対

25 です。25 のほうもおかしくなっていますが。 

そして今、何を増やそうかということがだんだん議論になっていて、議論は荒れていま

す。今おっしゃったように、外国ではメガソーラーはたくさんありますので、日本でもメ

ガソーラーをしようという話はあります。私はメガソーラーをすればいいと思います。で

すが、今おっしゃったような休耕地ということを少しだけ考える必要があります。休耕地

になっているところにしようとしている運動もあります。孫正義さんの運動もそうです。

「電田プロジェクト」というのを打ち上げています。しかし、それはうまくいかないので

す。実際には農地法というものがあり、農地はそう簡単に他のことには転用できないとい

うことがあり、休耕田のものはほとんど許されない状況です。ですから、とりあえずは荒

地や屋根から始めればいいと思います。農地でも休耕田はもう少しそういうことに使って

もいいかなと思います。つまり、農地を守っても農業後継者がいないので、過疎化が進ん

でいるという状況もありますので。 

外国では、欧州のドイツとデンマーク。ドイツ・デンマーク方式（Germany Denmark Power 

System）と言うのですが、それは風車とか太陽光もそうですが、農家に有利なようにできて

いるわけです。デンマークの場合、風車はその場所に住む人が何十人かで組合をつくると、

有利なお金で買い取ってくれる。そしてドイツの場合、太陽光でしたら納屋の屋根に付け

て、いくつ以下だったら高いお金で買い取るとか、自然エネルギーはそこに住む人の資源

だという考えでやっている国がいくつかあるわけで、温泉と同じなのです。風は風が吹い

ているところに住んでいる人の資源である。そういうこともあって、そういうところでは

農家の収入を補完して過疎化を止めているという面もあるので、日本の場合は今まではほ

とんどなかったわけだから、もう少し地方の人が自然エネルギーへの、個人としての投資

ができるようにすればいいと思います。そこで本当にやるべきでないところではやるべき

でないという議論も同時にすればいいと思います。日本ではまだそれが始まっていません。 

 

金哲洙 FTA 関連事項。地産地消、つまり任意団体とかで、任意で消費者が求めていれば

いいのではないかという話なのですが、それはまさにそのとおりです。しかし問題は、実

際にこれまでの経過からすると、消費者が一番勝手で、これまで環境破壊とか、自給率低

下とか、温暖化も実際に消費者の言いなりになってきたからこうなったと、私は思ってい

ます。ですから、例えばそういう結果があったので、国も食育法などをつくって今の地産

地消なり、そういうものを促進しようとしているわけです。 

 その中で、韓国を事例にすると、地産地消、あるいは韓国で「身土不二」を進めようと

して、それの法律をつくったにもかかわらず、例えば韓米 FTA に押されて、その法律も効

果がなくなるということなので、ベストはやはり消費者の認識があって、そこでそういう

地産地消を進めたほうがいいのですが、現実的には非常に難しいわけです。ですから、例
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えば今の国民調査の中で、「あなたは国産と輸入物があると、どれを買いますか」と聞くと、

みんなが国産と言うのです。ですから、アンケートは必ず国産が高いのです。しかし、現

実的にはスーパーマーケットに行くと、アスパラガスの場合ですと、最初は国産を取りま

す。しかし、レジの前に輸入物の安いものがあれば、最初に手に取った国産品を置いて、

輸入物を取る。ですから、消費者にはある意味ではそういう現実がありますので、そこが

一番課題だと思いますし、われわれ報道も含めてそこをいかに消費者の認識も高めて地産

地消を、逆に言うと法律がない状態の中でも進めるような、そういう環境をつくっていく

というのが非常に重要だと思っています。 

 

会場より 関と申します。お三方に一つずつ質問があります。まず、小林さんに赤谷の森

の話で、生物多様性の復元をやっているということでしたね。私は秋田県の森吉山のクマ

ゲラの南限の山で生物多様性の復元の取り組みをやっているので、県庁の方のお話を聞き

に行ったことがあります。やはり自然保護に携わっている人が結構メンバーにいるのです

が、生物多様性の復元で難しいところですが、どの時点に復元するのか、どの程度復元す

るのかということで、ものすごい意見の幅があって、とてもまとまらない。難しいという

ことだったのですが、赤谷の森に関しては、それはうまくいっているのでしょうか。 

二つ目は竹内さんにですが、自然エネルギーを増やしていくというのは、私もすごく必

要だと思うのですが、自然エネルギーを増やすのでも、自然エネルギーならいいというこ

とではなく、やはり生物多様性なり、いろいろな配慮をする必要があるということだと思

います。有名な事例ですが、新潟県の十日町市に JR の水力発電所があります。JR はよく「こ

れは環境に優しい発電をしているのだ」と言って、山手線の 40％はその電力を使っている

のですが、実はこの水力発電所は水が 30km 向こうに行かなければ戻ってこなくて、水利権

がものすごい JR がガシッと確保していて、土地の人は水が使えない。ほとんどない。そこ

のところに行くと、橋の向こう側は満々としているのに、下流のほうはチョロチョロとい

うのを見てきました。中越沖地震でその発電所が壊れて一時止まった時にカワウが戻って

きたとか、そのくらい変化があったというのがあるので、そういうことも考えていかなけ

ればいけないと思います。その点でご意見をお聞きしたいと思います。 

 三つ目は金さんに対してですが、農林水産省の放射線に関する意見公開というのは、依

然としてものすごい問題があると思います。安全だから流通しているのだと言って、結局、

牛肉とかも抜けがひどかったりしているわけです。もう一つ農水系でものすごく頭にきて

いたのが、今どうなっているか確認していないのですが、4 月頃に水産庁のホームページを

見ると、魚の魚体にはカリウムが蓄積しないから、セシウムはカリウムと似ているから生

態系を通して魚の魚体には放射性セシウムは蓄積しないと、堂々と書いていたのです。そ

んな訳がない、誰も支持しないような意見なのですが、そんなことを言っていたのです。

そういう発想から、果たして農水の政策というのは、ちょっとは反省しているのでしょう

かというのが一つです。 
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小林聡 赤谷の森ですが、みなかみ町でも新潟県のほうに近い国有林で、かなり広い地域

の国有林の中で生物多様性の復元ということをやって 7 年目になりますが、どの時点に復

元するかというのは難しい。かなりの面積が国有林ですので、植林されているところがあ

りまして、もともとあった自然林に変えようということでいろいろ実験をしているところ

です。その実験も、木を植え替えるのではなく、植林した人工林を伐採して、そのまま基

本的には放っておいて、種などが飛んできたもので自然林に戻していこうということが始

まったばかりで、50 年から 100 年かかるのではないかと言われていまして、どの時点に戻

そうというのはなかなか目標と言いますか、それは言いにくいところです。 

 

竹内敬二 自然エネルギーなら何でもいいのかというご指摘はまったくそのとおりで、そ

うして私たちジャーナリストが一番弱いところなのです。今私が思っているのは、原子力

の危なさとか、コントロールのできなさがわかってきて、ふと考えると、日本は原子力に

依存することの裏腹として自然エネルギーを増やしてこなかった。やはり自然エネルギー

を増やしていくべきであろう。それで全てを自然エネルギーでやれる自信はまだないので

すが、増やしていくべきだろうというのが、私の立場です。 

 新潟県十日町市の話はまったくそのとおりで、川の価値や、川の生態系などまったく無

視しているがゆえに、「これは水力発電だから自然に良いんだ」という、逆にそこを強調す

るということがあると思います。 

 今聞かれた「自然エネルギーだったらいいのか」という話は、今日のテーマである生態

系サービスをどう報道するのか。総合的に、統合的に報道するのかというテーマそのもの

で、一つだけ取り出したら何でもできてしまうわけです。一つだけ取り出したら、何だっ

て良いこともできてしまうわけです。つまり、原子力エネルギーも温暖化に効くというこ

とで、日本では大宣伝をされていたわけですから、まさに今の質問は今日のテーマそのも

ののようなもので、私たちが一番弱いところです。 

ジャーナリズムというのは、「ああだから、こうだ」という一段論法みたいなことが書き

やすくて、「何々は良いこと、何々は悪いこと」、「自然エネルギーは良いこと、化石燃料は

悪いこと」みたいに書く傾向がありますので、痛いところを突かれたなと思います。 

 だれでも、何でも都合のいいことを利用して主張します。ですから、私たちが今から必

要なのは、やはり自分たちの頭で考えて、現場で考えて、ここはこういう話しだろう。今

の日本は自然エネルギーをもっと増やさなければいけないけれども、配慮すべきところは

配慮しなければいけないだろう。原子力も、温暖化に良いからと言ってここまで増やして

きたけれども、やはり考え直さなければいけないだろうということです。 

ジャーナリストだけではなく、日本政府、国も一つのことしか考えられませんよね。つ

まり、昨年 12 月に京都議定書をやめたわけです。日本は離脱しました。第二期。あれは歴

史的な大失敗だと思います。アメリカと同じことをしても日本は生きていけない。日本は
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国際協調の中でしか生きていけないのに、京都議定書を「やってられるか」とやめたわけ

です。それはどういう気持ちかというと、日本政府の心は、「原発が止まる。CO2 削減なん

かやってられない。ひと休み」ということなのです。でも、それはそれ、これはこれ。CO2

削減も中長期的にはやっていかなければいけないのに、ここで京都議定書をやめて、京都

議定書の高い親和性で子供に教育してきた日本の環境教育などは全部つぶしてしまった。

そういうことを総合的に考えられない。まさに生態系サービスを統合的に考えられない日

本の官僚などがそういうことをやっているのだと私は思うわけです。 

 ですから、先ほどの質問に戻りますと、こういう時にどこをどのように書くかは、まさ

に生態系サービスをどう報道するかのテーマであるし、ジャーナリスト一人ひとりの強さ

弱さ、優秀か凡庸かが問われるところではないかなと思います。 

 

金哲洙 ご質問ありがとうございます。しかし、非常に悩んでおります。どういうふうに

答えればいいのか。実は私もこの被災地に関してはあまり詳しくないものですが、一つは

この記事はうちの 3 月 23 日の記事ですが、「怒り、不安、農家苦渋、再開いつ、原発事故

で出荷制限」というタイトルで、やはり農水からすると、それはやはり農家があっての農

水省なので、やはり農家の立場からすると、そういった風評被害は防ぎたいということで、

農水省からするとある意味では今の技術のレベルの上では安全だと判断して、それをして

いたと思うのです。ただ問題は、今の技術というのはそれなりに限界があるわけです。そ

れともう一つは、原発の影響は風によっても方向が変わりますし、全てを例えば今の牛の

ように全頭検査、あるいは穀物なりを一つずつ検査しているわけではないので、そこには

限界があったのではないかと思います。 

それで今政府は反省しているかどうかということですが、どうですかね。私は答えにく

いです。ですから、反省よりも、農水省を含めて政府全体が TPP どころではなく、まず震

災をどうにかしてからしなければいけないのではないか。つまり、順番が間違っているの

ではないかと思っていて、そこを私も関さんと同じで非常に怒っております。以上です。 

 

竹内敬二 われわれの答えもだんだん荒れてきましたが、ディスカッションのテーマをい

ただきたいと思います。 

 

会場より 日本農業新聞の山崎です。金さんの同僚ですので、関さんが言われた魚の話に

触れておきます。取材したわけではないのですが、食品安全のシンポジウムに出てきた時

の水産学者の話をちょっと紹介します。 

 それは、過去、魚への放射能の移行についてある程度知見がある。その時の話は、過去

原爆などで放射能が海面に降りた後に、原爆実験で落ちたものを見ると、何ヵ月後に一度

ピークを迎えてどんどん体外に放出されて元に戻るという話をずいぶん強調されていまし

た。水産庁関係の方ですが、そのことをおそらく指しているのではないかと思います。取

116 JFEJの許可なく転載することを禁止します



 

材したわけではないので、その是非はわかりません。 

 小林さんに聞きたい点と言いますか、私の意見も含めてお話ししていただければと思う

のが、今回のテーマをどう報じるかということで、生物多様性を地元の方はもちろん、編

集局の中でも「何だ、それ？」と、その価値についてみんなで思いを共有できなかったと

いう経験をお話されました。それはまさに私の職場である日本農業新聞でも日常的にある

ことです。つまり、言葉の上では農業の話や生物多様性と言いながら、実際にそれが農業

の現場でどういう意味を持って、どういう価値を持っているのかということについては、

ほとんど議論されていないというか、記事では書いても、それが本当に伝わっていない現

実があります。 

 ここのところを、書く側はきちんと噛み砕いて伝えられるかどうか、環境問題をうまく

伝えられるかというのが、特に農業の分野ではあるのかなと思います。 

 一つその事例を紹介させていただくと、「田んぼの学校」ってありますよね。今全国各地

でやっていますが、小学生が田んぼに入って「バッタがいた」という生きもの発見の話な

のですが、私も何ヵ所か取材してみて一番驚いたけど新鮮だったのが、農家自身が非常に

様々な驚きというか、発見をするのです。農作業もどんどん近代化する中で、どんどん田

んぼから離れていくわけです。その中で、田んぼにどういった生き物がいるかとか、そう

いったことを忘れていってしまうのです。そういったものを、昔は当たり前の市民が受け

止めていたのだけれども、田んぼから出ることが良いこと。そういった生き物を退治する

ことが余分な仕事と捉えられていた。ところが、田んぼの学校で入ってみると、いろいろ

な生き物がいたりして、そういった中で多様性みたいなものを直に感じるということで、

私は田んぼの学校で一番大きな影響を受けたと言うか、インパクトは農家だと固く信じて

います。 

 そういう体験も非常に大きな意味を持つと思います。そういう意味では「茅で修復」と

いうのは、試みとしては非常に小さいことだと思うのですが、やはりそういった体験を積

み重ねることによって、環境と人間との関係のようなものがまた少し見えてくるというよ

うな気がしています。以上です。 

 

会場より フリーランスで編集の仕事をしております、日本環境ジャーナリストの会の会

員で、早稲田環境塾も受講しております須藤と申します。小林さんと竹内さんに一つずつ

お聞きしたいのですが、群馬はたくさんダムがあると思うのですが、小林さんからご覧に

なって、ダムの今一番大事な問題とか、地元で問題になっているようなことがありました

ら教えていただければと思います。 

 それから、竹内さんの先ほどのお話しで、農地法が障害になって電気畑、電気田んぼみ

たいなものができないということなのですが、それをどうにかしようという農地法の改正

という切り口から、農地法は農水省で、エネルギー問題は経産省という縦割りを超えて、

農地法を改正してどうにか、エネルギー政策の視点からそういうことをしましょうみたい
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な動きなどは、取材する中で見えてきたりすることがあるのか。あるいは働きかけをして

いる人たちがいるのかなど、ご存知でしたらお教えいただければと思います。 

 

竹内敬二 では、私のほうから先に答えさせていただきます。農地法は農水省です。エネ

ルギーは経産省。例えば、地熱発電などは環境省がわりと関係してくる。それで今度固定

価格買取り法というのができて、増やすと言っているのです。しかし、現実に風車でもい

ろいろあるのです。風車でも規制。こんなものはいらないだろうという規制がたくさんあ

るのですが、現実にそういうものをなくして、全体として日本を増やそうという、全体的

な運動というか力はありません。ものすごくひどい。本当にひどいのです。例えば、環境

省に行って「あんたのところががんばれば、何とかすれば、国立公園の中でも他の経済活

動やっているのだから、発電もいいところはいいじゃないか」というと、「うちに来る前に

することがあるだろう」と言うのです。それでお金の規制もあるのではないかとか、国立

公園の中での風車の建設も、県立公園、国立公園は基本的にダメなのですが、他のものは

たくさん建てたり、できたりしているわけです。特に、電気関係で言えば、送電線などは

どこでも通っていますし、それを風車の時だけは何かうまくいかないものがあって、それ

を直そうというのを、「うちに来る前にすることがあるだろう」「そういう問題じゃないだ

ろう」という返事になる。やる気がないです。 

 役所のほうは縦割りです。今日われわれは生態系サービスを縦割りでなくてどう報道す

るかと言いますが、役所に対して縦割りでなくて一つの目的を持ってどう努力するか、合

体するかのほうがもっと難しいです。 

 自然エネルギーのご質問でしたが、自然エネルギーをこれだけ国家として増やすのだと

いう、そこからまずはっきりしていないから下に降りていかない。そして、各役所が持っ

ている法律、各役所が持っている規制について、自分たちで手をつけようとせずに違うと

ころに「やってくれ」というのが今の状況で、なかなかうまくいかないです。農地法など

も全然変わらないです。孫正義さんはそういうことを知らなくて、やろうとしていたらこ

ういう壁にすぐにぶつかって、「日本って、すごい」とプッツンしたわけです。「俺は電田

プロジェクトをいっぱい立ち上げて、具体的にどんな規制があるのかをぶつけて、それを

明らかにして、それを外にピーアールして、それで進んでいくのだ」と言っていますが、

かなり疲れ気味です。役所は平気です。「どうぞ来て下さい。規制はあるのが規制ですから」

というので、これはなかなかうまくいかなくて、自然エネルギー買い取り法案はできまし

たが、あれは自然エネルギーを増やす法案なのか、増やさない法案なのかまだわからない

状況です。ですから、あまりよろしくない状況です。縦割りはジャーナリズムよりも役所

のほうが強いというのが結論です。 

 

小林聡 今日会社から来る時に、上司から「きっとダムのことは聞かれるだろうから覚悟

しておきなさい」と言われたのですが、何も用意していなかったのです。確かにみなかみ
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町にはダムが五つあり、首都圏の水瓶だと言われていますが、みなかみ町で取材をしてい

る限り、ダムについてどうだとか、ああだとかという話を聞いたことがあまりないです。 

 最後のダムができてからもう 20 数年経っていますし、最初のダムができてからは 50 年

以上経っていますので、そこの地域の観光資源の一つというような利用の仕方、見方とい

うのが多いのではないかと思います。 

 みなかみ町の町長などは、行政のほうは首都圏と水でつながっているのだから、だから

もっと利根川の流域の方たちに関心を持ってもらったり、自分たちの町のほうにも向いて

もらいたいと言ってはいますが、そこに住んでいる方たちはどうでしょう。あまりそうい

う話を聞いたことはないのですが、逆にちょうど質問が出たのでこちらから伺いたいので

すが、東京など首都圏に住んでいらっしゃる方は水源のことを思ったり、関心を持つこと

があるのでしょうか。その辺を逆に伺いたいのですが。 

 

会場より 水源と言うよりは電源という感覚です。 

 

小林聡 そうですね。確かに電気も発電していますが、今の質問のダムという中には当然、

八ッ場ダムのことも含まれているのかなと思うのですが、八ッ場ダムはみなかみ町と違う

地域ですので、みなかみ町あるいは私にとっても受け持ちが違うので直接取材はしていま

せん。地元の方は本当に何十年もダムをつくる、つくらないで翻弄され続けていたので、

しかもつくる方向で進んでいたのが、この 2 年間で急にやめるだの、続けるだので、本当

にいい加減にしろというのが本当の気持だと思います。 

 ですから、みなかみ町の方と、八ッ場ダムの地域の方とはダムへの見方はまたそこでも

違うと思うのですが、私が取材していたみなかみ町ではダムのことについてそんなにもの

すごい関心があるとかと言うことは取材の中では感じませんでした。 

 

金哲洙 農地に関してそんなに詳しくわかっているわけではないのですが、私もたまたま

今の政策を見た時に、まずはっきりしないのが、わざとなのか、勉強していないのかわか

りませんけれども、例えば農地問題もそうですが、農家を守ろうとしているのか、それと

もその農地のある農村地域を守ろうとしているのか、それともその農地で生産する食料を

守ろうとしているのか。実際にある意味でははっきりしていないのです。ですから、今の

一部の政策は、よく言われているのですが、「農協を守るため」などと言うのですが、そこ

が政策も含めて、今の所得補償制度というのは農家を守る。それは結果的に食料を守ると

いうことなのですが、そこももう少し踏み込んだかたちできちんと農家を守るのか、農業

を守るのか、それとも農村地域を守るのか。これを政策的にもきちんとした上で、例えば

農地の問題もそうですが、もともと休耕地で太陽光パネルをしましょうということなので

すが、農業家は意見が分かれます。休耕地だから太陽光パネルをしてもいいのではないか

というのが私の個人的な考え方なのですが、一部の方からすると、そういうふうにすると
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今後農地そのものが、例えば有事の際などにそれを農地にすることが難しいとか、これは

ある意味で企業の農業参入とも絡んでくるのですが、企業が農業に参入して、農地を本当

にそのままでずっと持続的に農業に使えるようにするのかということもあって、今の政策

はまず「農地は他の農業以外の用地にはしません」というスタンスだと思います。ですか

ら、まさに今の全体を考えた時に、地域なり、食料なり、あるいは農村なり、あるいは自

然環境なり、全部含めて一度議論したほうがいいかなと、個人的に思っているところです。 

 

竹内敬二 私も一言言わせて下さい。農地を守っているのか、何を守っているのかわから

ないということですが、私も本当にそう思っています。何かを守っているのではなく、役

所のやり方を見ていると、変えるのが面倒くさいと感じます。農村はけっこう疲弊して崩

壊しつつあるのに、農地は草ボウボウ生えているわけです。手がないからそこは何も使え

ない。そういうこともいっぱいあって、「そういう所でもいかんのか」と言うと、「いかん」

のです。「農地を守るのだ」と。やはりもう少しフレキシブルにならなければ、農村も守れ

ないし、農家も守れないと私は思います。 

皆さんはご存知ないかもしれませんが、4kW のパネルがあったら、3～4 人住んでいる一

軒家の電気が賄えます。4kW というのは 200 万円で付きます。4,000～4,500kW/h くらいの

電気をつくります。それは価値で言うと、1 年間 15 万円から 20 万円。ですから、200 万円

ですと 15 年くらいで相殺します。 

現実には電気代も払いながら電力会社から電気代をもらいますので、1 年間に 10 万円の

電気を使うところで、7～8 万円のバックが来るわけです。10 万円電気を使うのは払わない

わけで、電力会社から 7～8 万円をもらうような状況になるのです。200 万円投じますので、

200 万円あればかなりの収入なのです。35m2 あれば、10 数万円の上がりがあるのです。10

数万円の上がりというのは、1 反の田んぼでお米を一番たくさん取って 10 俵です。10 俵取

ると 20 万円の上がりです。ですから、この部屋の 3 分の 1 くらいのパネルを建てれば、1

反でお米をつくるくらいの上がりがあるというのは、太陽光が厚遇されているのかもしれ

ませんが、そのくらいの上がりがあるわけで、ちょっとお金がある農家が付ければ、サス

ティナブルな生活になるわけです。 

実際にヨーロッパではそういうところがいっぱいあって、私はいろいろ取材をしてきて

います。政府のそういう方針があるところはそうなっています。 

スペインが太陽光パネルをいっぱいつくった年がありました。スペイン人はのんきです。

私が行ったところはパレンシアというところでオレンジの産地ですが、荒地がいっぱいあ

るのです。農家の人が荒地に何をつくろうかと。バレンシアオレンジがいいかな、水がち

ょっと少ないからオリーブの実かな（オリーブは水がなくてもできますので）、あるいは電

気かな、と言うのです。文学的表現で面白いのです。電気かな、あるいはバイオエタノー

ルの草みたいなもの。そういう選ぶことのできる時代に入ったと、うまいこと言っていた

農家の人がいましたが、そういうように、今電気をつくることはわりと簡単にできる時代
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で、電気というのはいつも重要なものだから、もうちょっとフレキシブルに金さんお願い

します。やったほうがいいなと、私は思います。 

 

金哲洙 私に言っても、この会議が終わった後に、もしかしたらここにどなたかが隣に来

るかもしれませんのでそれは控えますが、やはり農業ということを、私は冒頭でも産業と

言っていなかったというのは、農業というのは単なる食料をつくるためというのではなく、

やはり COP10 でも採択したように、里山文化、イニシアティブというのがあって、そこに

農業をつくる人があって、そこに一つ環境があって、水田という、もともと米文化という

ものがマッチングしたことが非常に望ましいのです。例えば、別に水田の真ん中に風車と

かを建てても、私個人的にはよさそうな感じなのですが、先ほどおっしゃったように、電

信柱はそこに立ってもいいのだけれども、風車がそこに建つと陰ができる。陰になってく

ると作物に影響があるのは確かだと思うのですが。 

まず私個人的にはあまり理解できないことなので、まとまりがないのですが、補足的に

また何かありましたらお願いします。 

 

会場より 横浜国立大学の金子と申します。

2005 年に出た国連ミレニアムエコシステムアセ

スメントの翻訳を代表でやっておりました。あ

の辺りから生態系サービスという言葉がよく使

われるようになって、今日のような会が開かれ

てよかったなと思います。私は研究をしていて、

一つひとつのサービスが非常に弱い。だから工

業的なものと比べると一つでは負ける。だから

多面的というところが非常大きなポイントだと思います。 

 今日お話しを聞いていて、翻訳の時に「恵み」と訳したかったのですが、なかなか本屋

さんとうまくいかなくて「生態系サービス」となっているのですが、「サービス」にせよ、

「恵み」にせよ限りがあるのです。例えば、水がいいからみんなで分けようといっても、

水には限りがある。おそらくこの東京という大都市がみんなみなかみに行くと、とても分

けられないです。 

 今日の話で、例えば原発よりも自然エネルギーの発電量が増えたと喜ぶのですが、まだ

成長を考えるのかという気がしました。むしろ、使う量そのものを減らさなければいけな

いというのは、例えば恵みの総量を考えているフットプリントというような発想がありま

す。これがフットプリントを計算している人に言わせると、「もう地球の環境使用量は超し

ているんだ」ということですので、生態系サービスはこれ以上増えないし、もとを食いつ

ぶしているわけです。そういう報道は一番基本を踏まえた点では、是非やっていただきた

いというのが一つです。 
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 放射能の汚染は、まさに恵みがある生態系の中にぴったり入り込むのです。放射性の同

位体なのです。それは姿形が化学的に同じ振る舞いをするものが放射能を持っているわけ

です。これは例えば炭素も放射性のものがあります。これは量が少ないので被害がないの

ですが、今度の事故では非常にみんな心配している。金さんが言われたような身土不二を

大事にするような有機農業をやっている人たちに最も大きな打撃があって、自然の循環を

大事にするからこそ、そこに入り込んだ放射能と逃れられないと言いますか、本当に正面

から考えている方がたくさんおられます。例えば、山の落ち葉を全部取ってしまうという

のが一つの手なのですが、それが自らの基盤を崩してしまうという、とても皮肉な状況に

なっていて、私自身も非常に悩んでいます。 

 研究者側の発信も足りなくて、もう少しマスコミの方とうまく付き合いたいのですが、

突然マスコミの方が来られると、こちらも研究ができないので避けていたところはあるの

ですが、長く取材していただければ通じ合うことがあるので、是非そういうふうになれた

らと自分自身は思っています。 

 あとは、そういう間に立つ人材というのが、どういう人材か。私は教育もやっています

ので、学生の就職はなかなか大変なのですが、研究者そのものではなく、ジャーナリスト

でもなくて、インタープリターになるような立場の人がもっと増えたほうがいいのではな

いかと思いました。 

 

竹内敬二 ありがとうございます。良い言葉をいろいろ聞かせていただきました。恵みの

ある生態系の中に放射能が入り込むから、その循環を使っている人たちにはよけい入って

くる。まさにそのとおりだと思いました。取材は突然行くのですが、あまり嫌がらずにや

っていただければと思います。 

 今放射能で汚れているところで、鳥の数が多くなったとか、少なくなったとかという話

があるのですが、これも今まさにおっしゃったチェルノブイリの話ですが、カルシウムと

よく似たストロンチウムがカルシウムのところに入って、殻が弱くなるのではないかとか、

そういう取材もしたことがあって、これは昔「沈黙の春」の頃にはカルシウムとよく似た

塩素。大きさがよく似ているのか、化学的に似ているのかよくわかりませんが、塩素がカ

ルシウムのところに入り込んで卵の殻が弱くなったということも聞いて、どちらもよくわ

からないのですが、そういうふうに間違って入り込んで、それが放射能を持っていたり、

カルシウムの強さを持っていなかったりするので、自然は予想していなかったところで困

っている。そういうことが実際にあるということを聞いております。とにかく今の先生の

ご発言は大変良い言葉がたくさんありまして、ちょっとこれから自分の頭の中に入れてお

こうかなと思います。 

 

金哲洙 有機農業という言葉が出ましたので、一つだけ申し上げます。私は生態系サービ

スといった時には、大学の時からずっと私が興味を持っていたのは、生態系というものは
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あくまで有機でずっと循環するわけです。しかし、今の放射性もそうですし、それは武器

なので、そこで一旦全部ストップされるわけです。だからそこはよくないのではないか。

そこで今現実的にまさに有機農家は非常に苦しんでいるところです。以上です。 

 

会場より 上毛新聞の小林さんのご紹介くださった「入会の復活」というお話しですが、

青水というグループがどうして入会に着目したのかとうのがわからなかったのですが、私

は入会的なものに関心を持っていて、それは先程、横浜国立大学の先生がおっしゃったよ

うな、生態系サービスというのは一つひとつ小さいというご指摘がありましたが、昔の日

本人というのは小さいサービスを上手く使いながらぎりぎり生きていたということがあっ

て、その限られた生態系の中で生き抜くというところに入会という制度が出てきたのでは

ないかと思うのです。 

それが今までなんとかぎりぎりつながってきているということに非常に価値があると思

っていて、それを現代的な価値にどうやって置き換えて継続させていくかというのは、非

常に重要なテーマなのではないかと思っています。そういうことの価値。制度外のものと

いうのは、マスメディアが認めるのがなかなか上手ではないと言いますか、ジャーナリス

トそのものが近代的なものなので、そうなのではないかと思うのですが、ですから報道す

る時の悩みというのもあったのかなと想像しました。ですから、これからのジャーナリズ

ムの役割として、制度外のものが生態系サービスを実際にはたくさん支えていたり、担っ

てきたりということがあるわけで、それをもっと光をあてると言いますか、再価値付ける

と言いますか、そういう働きをもっとしなければいけないのではないかと感じているとこ

ろです。 

 その関連で、竹内さんの報告された、ヨーロッパでの自然エネルギーが、その土地にあ

るエネルギー資源を資源と認めて、その土地の人たちが使う権利を与える。これは非常に

魅力的な考え方だと思いました。それはかつての日本の入会と似ているというふうに感じ

ました。たまたま今日のご報告の中でそのことが共通項を見出すことができて、私として

は非常に興味深い報告だったと思いました。 

 

竹内敬二 ありがとうございます。一言だけ、入会の話ですが、まさにデンマークでは、

1990年代に風車を増やす時に、その土地に 10年住んでいた人だったらその組合員になれて、

30 口以上で、つまり 30 人以上で 1 本以上の風車を建てる。そうすると、ずいぶん得になる

買い上げをしてくれる。これでデンマークは数年間で世界一の風車国になって、風車をつ

くるヴェスタス（Vistas Wind Systems A/S）という企業を育てて、今やデンマークはヴェス

タスだけで食っていると言ってはなんですが、フィンランドはノキアで食っているという

のと同じくらい、ヴェスタスは世界一の企業です。500 万人の国で世界一の風車の企業なの

ですが、それを育て上げた。それはまさに入会。私も初めて今、入会という言葉と結びつ

きましたが、デンマークの人たちは日本の入会地は知らなかったと思いますが、その土地
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の風は、その土地に長く住んでいる人の資源である。所有物であるという考えで政策をつ

くったそうです。 

 

会場より 私は岩手県釜石市の出身で毎月向こうに行っています。先ほどお話があった自

然エネルギー。これから福島の件がどんどん厳しい状況になるように見ているのですが、

それで政府は新しいエネルギーで切り替えの話はよく聞くのですが、被災地のほうでこれ

から町づくりの中で、新たな現代的な町づくりや、その中に新エネルギーがどんどん入っ

てくるのではないか。そういう面でこの岩手県、宮城県、福島県の三県の中で、いろいろ

情報の中でもし聞ければと思います。 

私も水力では福島県、宮城県は動いている話を聞きまして、それでしたら岩手県にもい

いものがあるのであれば向こうに持っていきたいと。竹内さんにコンサルでもしてもらい

たいと、私も専門ではないのですが、なんとか新エネルギーで町づくりもできるのであれ

ば、そこからスタートして、新しい日本づくりもできるのではないかという思いも一つあ

ります。 

 もう一つ、これは個人的なことなのですが、東京方面では新聞、テレビでは被災地の件

はどんどんニュースからなくなってはいるのですが、当然東京の方々は仕事も生活ももと

の通り戻りまして、被災地は毎日戦っていますので、よく市町村を回って、市長さんや町

長さんによく言うのは、やはり東京に行って営業をしなければダメだ。要するにメッセー

ジを送って、まだまだ皆さんの力がほしいということをこういうところでも、メディアに

助けていただきたいという個人的な思いもあります。 

 

竹内敬二 自然エネルギーについて私の知っていることを言いますが、自然エネルギーで

一番たくさん電気をつくる力があるのは風力ですが、福島や岩手など太平洋側の地域はそ

んなに風が強くないのです。秋田、津軽、青森などは強い。ですから可能性としては、も

ちろんその場所によって全然違います。木質バイオマスを使ったエネルギー産業は可能性

が大きいのではないかと一般的に言われており簡単ですが。 

 

原剛（早稲田環境塾塾長、JEFJ 会員） ごく原理的な問題を皆さんに、事実の問題として

お考えいただきたいと思います。生物多様性という言葉、Biodiversity、これは横文字を直し

ただけで、日本の言葉ではありません。先ほど「恵み」という言葉がありましたが、おそ

らく日本で表現するとそういうことになると思いますが、どうしてこんなものができたの

かというと、1992 年のリオデジャネイロの第 2 回の地球サミットで生物多様性条約ができ

たわけです。ところが、この条約の目的という第 1 条を読んでもらうとわかりますように、

これは遺伝資源を含む生物資源の利益をどう配分するかという経済的目的でつくられたも

のが、この政府間の条約なのです。ところが、まったく同じ時期にリオデジャネイロに数

万の NGO の人たちが参加しておりまして、私は特派員でおったわけですが、そこで実に 47
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の Citizens Commitment、市民条約をつくった。そのうちの一

つが Citizens Commitment on Biodiversity。「生物多様性に関す

る市民の加担」と言いましょうか。そこになんと書いてある

かというと、ぜんぜん違うのです。政府間の条約と。市民の

規定した生物多様性とは。 

ジャーナリズムというのは、例えば私は社会部です。竹内

さんは科学部です。今小林さんは経済部、政治部、外信部と

あるわけです。これは縦割りになってしまっているわけです。

ところが、この生物多様性というのは今日聞いていてもわか

るように、基本的に自然科学の分野で生態系という話が出ま

した。有機が循環している。そして、サービスという問題は経済の言葉です。これは経済

部の話なのです。社会部は何だというと、自然を列島改造計画で日本のぶっ壊すような、

田中角栄が出たからたたけというようなことばかりやってきたわけです。実は生態系サー

ビスを報道しようとすると、自然科学と社会科学と、一番大事なのは人文科学です。哲学

です。美学です。そういうものがあるかないか。そういうものがなければ基本的に書く動

機ができていません。 

 私自身も含めてそういう次元にまでとても至っていないのと、新聞社の組織がそういう

ふうになっていないのです。バラバラに紙面を、総合編集と言うと聞こえはいいのですが、

要するにセクターに切っているわけです。書く場所がないのです。竹内さんのところと私

の毎日新聞の場合ですが、これは環境面というのを週に 1 回十数年前から定着させて、そ

こでようやく自分たちの書く場所ができたのです。 

そういうことで、大学でもそうですが、自然科学と、社会科学と、人文科学と三つを総

合しない限り、生態系とか、生物多様性というのは理解できない仕組みなのです。それを

世界の NGO は 1992 年にはっきりと市民条約で明快に表現した。ですから、その条約はど

ういうふうに言っているかというと、普通生物多様性というのは遺伝子、種、生息域、こ

の三つでそれぞれ多様であることを定義されています。生物多様性というものをそういう

ふうに、まず科学的に理解する。そして 1492 年になぜこれがつくられたか。マイナス 500

年するとどういう時期かわかりますね。1492 年。アメリカ大陸にコロンブスが遭遇した年

です。つまり、それ以降にアメリカ大陸と南米に何が起きたか。先住民の状況がどういう

ふうに移っていったのか。つまり、近代と先住民の遭遇した結果、文化やあらゆる多様性

というものが、いわば今日の TPP に象徴されるようなかたちで統合されていくわけです。

それに対する反乱が 1992 年にラテンアメリカで生物多様性条約を市民側がつくった非常に

大きな理由です。ですから、生物多様性とは教育や文化や人間の個性の多様性、それを含

む概念です。それがあればこそ力強くわれわれは新聞記者として、自分の立場において生

物多様性を書くことができるのです。もしそれがなしにカモシカがどうしたとか、私は自

然保護協会を何十年もやっていますので、大事なテーマなのですが、要するに何かでき事
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があって単品で書いていくという虚しさというものは、いくら重ねても統合されたものに

はなりません。そこに、ここにおられる方には苛立ちもあると思いますし、今のジャーナ

リズムの構造からなかなかそれを改められない。だからわれわれはあえてこういうところ

で、今日はトライアルですが、なかなか要点を絞るのは難しかったと思いますが、あえて

こういうふうな集いを試みたという次第です。 

小林さんのところの青水も私は当初から 12 年ずっと運動に加わっています。大臣賞だの、

沼田真賞（日本自然保護協会）だの、立派な賞をたくさん受けていますが、スタートした

時のメンバーは、東京のビジネスマンが 100 人くらい集まって、林野庁の分収造林という

森をつくって半分ずつ国とつくった側で利益を分けようという、そういうことをやってい

ました。その後、その中の山登りが集まって「水源の神を訪ねる会」というものをつくり

ました。つまり、沢を登って行って、水が出てくるところに必ず日本の山は神を祀ってあ

る。これは文化です。そういうところからスタートして、そこから見た時に、これは日本

の原風景ではないかということで茅場に行ったのです。それで地域の人と話をして、全て

の利益を地域に還元するということで、今日まで 12 年間やってきたという経緯があるわけ

です。ですから、定量的にこれはいくら儲かった何 ppm ではなく、定性的な美しさとか、

原風景とか、地域性とか、人間と人間のつながりとか、命とか、そこにわれわれの価値が

全てある。ですから、何が小林さんのところで見ていて一番感動的だったかというと、春

に非常に広い茅場に広大な雪の防火壁をつくり、火をつけて燃やすのです。ものすごい火

事になるわけです。火が走るわけです。野焼きが 45 年ぶりで復活したのです。これは NHK

も実況報道しました。つまり、それは人間の心を写す感動なのです。文化です。そこまで

いって初めて生物多様性を強く打ち出そうという地域や新聞記者のエネルギーが出てくる

のではないか。そこへ向かってささやかながら今日は竹内さんや金さんや小林さんにここ

へ来ていただいたという、私が主催者ではないですが、そのくらい同じ気持ちでやってき

たものですから、長くなりましたがコメントをしたわけです。 

 

司会 では、最後に一言ずつお願いします。 

 

小林聡 今日はこういう場にお招きいただきましてありがとうございました。私自身いろ

いろ皆さんのご意見を伺ったり、竹内さんや金さんのお話を伺って勉強させていただきま

した。生態系サービスとか生物多様性の価値を伝えることが大切だとは思っていてもなか

なかできないのが現状なのですが、今の原先生のお話を聞いて思ったのは、特に上毛新聞

というのは地方の小さい新聞社でして、記者も特に専門分野というものは持てません。い

ろいろなことをやらされます。社会面をやったかと思うと、経済をやったりとか、文化の

ほうをやったりとか、そういうところですので、逆にいろいろなところを渡り歩けるので、

もしかしたら縦割りの報道ではなく、全体を網羅したものができるのかもしれないと思い

ました。ですから、これからそういうことを心がけて続けていきたいと思います。 
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金哲洙 こういう所で話をしたので非常に緊張しました。生態系サービスの報道に関して

ですが、私が取材したシマフクロウの森を守るというのも、これも結果的にはわが社の最

後の判断になったのですが、最初は「シマフクロウを守る」ということをキーワードに、

地域の文化なり、地域の人と漁業なり、酪農なり、つながりを描いて特集をしようと思っ

て、非常に強く私が打って出て、環境基金の助成も活用しながら行ったのです。結果的に

こういうふうなかたちになって、私は非常に残念だと思っています。これから生態系サー

ビス、あるいは生態系を守る報道も含めて、守る、あるいは復興、そういうことを粘り強

くめげずにずっと報道していきたいと思っています。ありがとうございました。 

 

竹内敬二 今日はありがとうございました。今日はここで皆さんから良い言葉をたくさん

いただきました。「恵み」という単語を使おうかと思ったこと。そして、サービス、恵みに

は限界があって、もう超えているのかもしれないという、そちらをどんどん使えばいいと

いうものではない。それをうまく使わなければいけないという言葉もいただきました。 

そして、制度にないもの。今の制度にないものをきちんと再価値付けをしなければ、ジ

ャーナリズムはダメだという言葉もいただきました。そして、哲学がないとダメだ。今原

先生からいただきまして、単品報道ではダメだという、まさに長年携わってきた方にしか

言えないわれわれの心を言っていただきました。原先生もたくさん単品報道をされてきた

のではないかと思いますが、生態系サービスという言葉については、これは外国から来た

言葉でとっつきにくい概念だと思います。しかし、今原子力事故を経た今のわれわれには

最も必要な言葉と、必要な概念ではないかと思います。とっつきにくいけれども、この言

葉が持つ力、概念が持つ哲学性というものは、次のステップにいく一歩になると思います。 

 今日の皆さんとの議論で私たちもそれをより感じました。職業人として生態系サービス

という言葉そのものではなく、概念で持って統合的な報道をしていきたいと思います。今

日は良い議論ができました。ありがとうございました。 

 

司会 今日は皆さまお力も得て、非常に中身の詰まった議論をすることができました。本

当にありがとうございます。生態系サービスをどう報道するかということで、見えない公

共財に対してどのように私たちが分かち合っていくのかという、環境正義の問題であると

いうことをはっきり確認できたと思います。 

これはジャーナリズムの役割だということで、今日は非常に皆様からのコメントで大変

中身の充実した会となりました。この様子は、日本環境ジャーナリストの会のホームペー

ジ上で報告書となってアップしますので、見ていただければと思います。また日本環境ジ

ャーナリストの会と早稲田環境塾とのコラボレーションは、生態系サービスをめぐって続

いて参りますので、その都度ご案内させていただきます。どうぞ皆さまの今後もお力添え

をお願いいたしたいと思います。それでは今日は長い時間ありがとうございました。 
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第 4 部 資料集（報道記事） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 年 12 月 22 日（日） 
海上保安新聞 
 
 

2011 年 12 月 11 日（日）北海道新聞 
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「地球のこども」 
 
 
「月刊社会教育」 
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